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惣
領
番
入
制
度
、
そ
の
成
立
と
意
義

―
吉
宗
期
の
武
芸
奨
励
と
関
連
し
て―

横　

山　

輝　

樹

は
じ
め
に

江
戸
幕
府
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
（
在
職　

一
七
一
六
〜
一
七
四
五
）
が
幕
臣
に

対
し
て
武
芸
を
奨
励
し
た
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る）

1
（

。『
有
徳
院
殿

御
実
紀
附
録
』
に
「
御
家
人
太
平
に
な
れ
て
。
武
芸
に
を
こ
た
ら
む
事
を
な
げ

か
せ
給
ひ
。
ひ
た
す
ら
講
武
の
事
を
沙
汰
せ
ら
れ
け
る）

2
（

。」
と
あ
る
通
り
、
頻

繁
な
弓
馬
上
覧
、
古
式
射
礼
の
復
興
、
海
外
馬
術
の
研
究
、
狩
猟
の
復
活
等
、

多
様
な
施
策
に
よ
っ
て
吉
宗
は
幕
臣
の
武
芸
出
精
、
士
風
の
刷
新
を
目
指
し
た

の
で
あ
る）

3
（

。

そ
れ
で
は
、
幕
府
に
於
け
る
武
芸
奨
励
は
吉
宗
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
吉
宗
が
将
軍
に
就
任
す
る
二
ヶ
月
前
で
あ

る
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
二
月
二
十
九
日
、
五
番
方
（
書
院
番
、
小
性
組
、
大

番
、
新
番
、
小
十
人
組
。
旗
本
で
構
成
さ
れ
た
幕
府
の
軍
職
）
を
指
揮
す
る
隊
長

（
頭
）
に
出
さ
れ
た
書
付
を
み
て
み
よ
う
。

御
番
衆
弓
馬
之
義
、　

前
御
代
被
仰
出
通
、
弥
精
出
心
懸
候
様
可
仕
候
、

組
中
不
精
ニ
候
も
有
之
様
相
聞
候
、
古
来
ハ
番
頭
中
懸
見
分
、
吟
味
有
之

候
処
、
近
来
者
頭
中
見
分
無
之
旨
に
候
、
向
後
ハ
前
々
之
通
弓
ハ
頭
々

宅
、
乗
馬
ハ
本
郷
馬
場
に
於
て
不
絶
可
有
見
分
候
、
不
時
に
若
年
寄
見
分

も
可
有
之
候
而
ハ
可
有
其
意
候）

4
（

隊
下
の
番
士
が
弓
馬
の
修
練
を
怠
っ
て
い
る
点
、
隊
下
の
番
士
の
力
量
を
見

分
を
通
じ
て
見
定
め
る
べ
き
筈
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
点

を
指
摘
し
た
上
で
、
今
後
は
絶
え
ず
見
分
を
実
施
す
る
様
に
命
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る）

5
（

。
時
期
毎
の
程
度
の
差
（
ど
れ

程
の
実
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
）
は
あ
ろ
う
が
、
幕
府
は
武
芸
を
奨
励
し
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
右
に
揚
げ
た
吉
宗
の
武
芸
奨
励
策
は
、
そ
の
規
模
こ
そ
大
き
い
も
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の
の
、
弓
馬
や
鉄
炮
に
多
く
の
関
心
を
寄
せ
た
と
い
う
吉
宗
個
人
の
嗜
好
に
根

ざ
す
も
の
と
も
い
え
、
士
風
刷
新
と
い
う
目
的
自
体
は
本
当
で
あ
る
に
せ
よ
、

吉
宗
が
将
軍
職
を
退
い
て
な
お
継
続
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

現
状
の
研
究
成
果
で
は
、
吉
宗
の
武
芸
奨
励
と
は
「
他
の
時
代
に
比
し
て
奨
励

の
程
度
が
高
か
っ
た
」
と
い
う
評
価
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
様
な
先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
旗
本
惣
領
（
旗
本

の
跡
取
り
、
部
屋
住
）
を
家
督
相
続
前
に
（
惣
領
が
家
を
継
ぐ
前
に
）
登
用
す
る

惣
領
番
入
制
度
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
制
度
に
あ
っ
て
は
武
芸
吟
味
の
結
果
が

登
用
に
大
き
く
影
響
す
る
。
即
ち
、
惣
領
が
武
芸
に
励
む
こ
と
に
対
し
幕
府
が

制
度
的
な
恩
恵
を
定
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
制
度
を
作
り
出
し
た
点

に
こ
そ
、
吉
宗
の
武
芸
奨
励
の
画
期
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

享
保
期
の
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い
て
は
橋
本
昭
彦
氏
に
よ
る
言
及
が
あ
る

が）
6
（

、
氏
の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
寛
政
期
以
降
の
学
問
吟
味
を
中
心
と
す
る
試
験
制

度
に
あ
り
、
享
保
期
の
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い
て
は
若
干
の
分
析
が
加
え
ら
れ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
文
武
両
道
と
い
う
近
世
武
士
の
理
想
像
を
鑑
み
る
な
ら

ば
、
文
教
同
様
武
教
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
学
問
吟
味）

7
（

が
文
教
に
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
の
と
同
様
、
武
芸
吟
味
が
武
教
の
中
で
果
た
し
た
役
割
も
決
し
て

小
さ
く
な
い
。
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
足
高
制
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
制
度
は
享
保
八
年
（
一

七
二
三
）、
惣
領
番
入
制
度
が
導
入
さ
れ
る
一
年
前
に
定
め
ら
れ
た
。
同
制
度

は
各
役
職
に
基
準
の
石
高
を
定
め
、
こ
れ
に
満
た
な
い
石
高
の
者
が
就
任
し
た

際
に
は
、
就
任
中
そ
の
差
分
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
制
度
の
導
入

に
よ
り
、
小
禄
で
あ
っ
て
も
能
力
あ
る
者
の
登
用
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
役
方
（
司
法
や
行
政
等
に
関
わ
る
役
職
）、
特
に
勘
定
所
に
あ
っ
て
そ
れ
は

著
し
い
。
こ
れ
に
対
し
、
番
方
（
軍
務
に
関
わ
る
役
職
）
は
ど
う
で
あ
る
か
。

泉
井
朝
子
氏
は
足
高
導
入
以
後
、
役
方
で
あ
る
大
目
付
・
町
奉
行
・
勘
定
奉
行

に
小
禄
の
者
の
起
用
が
増
え
た
の
に
対
し
、
番
方
で
あ
る
大
番
頭
に
あ
っ
て
は

そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る）

8
（

。
こ
の
差
に
つ
い
て
同
氏
は
「
番

方
の
役
職
は
戦
時
に
は
そ
の
存
在
価
値
も
高
か
っ
た
が
、
社
会
秩
序
が
安
定

し
、
行
政
組
織
が
整
備
さ
れ
て
く
る
と
実
質
的
な
重
要
性
は
少
く
な
り
、
形
式

的
な
格
式
を
重
ん
じ
る
名
誉
職
に
転
化
」
し
、「
番
方
の
役
職
に
は
（
中
略
）

伝
統
的
に
家
格
の
高
い
者
を
就
任
」
さ
せ
た
と
し
て
い
る）

9
（

。
ま
た
、
笠
谷
和
比

古
氏
は
同
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
「
能
力
主
義
的
抜
擢
人
事
を
展
開
し
な
が

ら
、
な
お
か
つ
同
時
に
旧
来
の
権
利
関
係
を
尊
重
し
た
身
分
制
的
原
理
の
擬
制

が
ど
こ
ま
で
も
貫
か
れ
て
い
る）
10
（

」
と
し
、「
名
誉
職
的
な
軍
職
に
つ
い
て
は
従

来
通
り
、
身
分
主
義
的
な
家
禄
相
当
の
原
理
が
そ
の
ま
ま
働
い
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
と
と
も
に
、（
中
略
）
行
政
能
力
の
要
求
さ
れ
る
役
職
に
つ
い
て
は
、

き
わ
め
て
低
い
身
分
の
者
か
ら
の
登
用
が
進
ん
だ）

11
（

」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は

番
方
に
あ
っ
て
は
役
方
に
み
ら
れ
る
人
材
登
用
の
傾
向
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
従
来
の
評
価
は
妥
当
で
あ
る
の
か
。
本
論
で
取
り
上
げ

る
惣
領
番
入
制
度
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
下
、
第
一
章
で
は
同
制
度
の
成
立
と
そ
の
展
開
に
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つ
い
て
扱
う
。
第
二
章
で
は
享
保
十
五
年
に
実
施
さ
れ
た
惣
領
番
入
を
取
り
上

げ
、
惣
領
番
入
に
つ
い
て
の
理
解
を
更
に
深
め
る
。
と
り
わ
け
、
番
入
制
度
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
、
つ
ま
り
は
旗
本
惣
領
に
と
っ
て
惣
領
の
ま
ま
番

入
す
る
こ
と
が
ど
の
様
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す

る
。
結
論
に
於
い
て
は
、足
高
制
に
み
ら
れ
る
役
方
人
事
と
の
差
異
を
分
析
し
、

惣
領
番
入
制
度
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
所
存
で
あ
る
。

第
一
章　

惣
領
番
入
制
度
の
成
立
と
展
開

第
一
節　
「
惣
御
番
入
」
の
廃
止

吉
宗
に
よ
り
惣
領
番
入
制
度
が
始
め
ら
れ
る
以
前
、幕
府
に
は「
惣
御
番
入
」

と
呼
ば
れ
る
制
度
が
あ
っ
た）
12
（

。
こ
れ
は
当
主
（
父
）
が
番
方
・
役
方
の
役
職
に

就
い
て
い
る
旗
本
家
の
子
弟
を
主
に
五
番
方
の
番
士
と
し
て
登
用
す
る（
番
入
）

と
い
う
制
度
で
あ
る
。
旗
本
五
千
家
に
対
し
て
役
職
の
数
が
明
ら
か
に
不
足
し

て
い
る
中
で
、
家
督
相
続
前
に
番
入
出
来
る
と
い
う
の
は
当
人
と
そ
の
家
に

と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
制
度
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
制
度
は
吉
宗
の
将
軍
就

任
以
前
に
停
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
っ
た
か
。

寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
に
幕
臣
春
日
行
清
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
仕
官
格

義
弁
』
と
い
う
書
物
が
あ
る）
13
（

。
同
書
は
幕
府
職
制
の
手
引
き
書
で
あ
る
が
、
こ

の
中
で
「
惣
御
番
入
」
制
度
は
以
下
の
通
り
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

天
和
ノ
已
後
ハ
御
人
多
ニ
成
候
ニ
付
、
惣
御
番
入
モ
段
々
遠
ク
罷
成
、
元

禄
四
未
年
十
二
月
四
日
御
役
人
惣
領
斗
被　

召
出
、
宝
永
六
丑
年
四
月
六

日
惣
御
番
入
以
後
ハ
惣
御
番
入
ト
申
テ
ハ
無
之
候

（
中
略
）

昔
ゟ 
寛
文
ノ
始
迄
ハ
、
惣
領
ハ
勿
論
次
男
・
三
男
・
末
子
迄
モ
被　

召
出

御
番
入
被　

仰
付
候
儀
共
候
得
共
、
惣
領
ハ
後
々
父
ノ
家
督
ニ
成
候
得

共
、
末
子
之
分
ハ
一
度
被
下
候
御
切
米
ヲ
以
永
々
別
家
ニ
成
候
事
故
、

段
々
御
人
多
ニ
罷
成
候
処
、
神
田　

御
殿
、
桜
田　

御
殿
ゟ 
被
召
遣
候
衆

大
勢
ニ
而
有
之
間
、
只
今
ハ
弥
御
人
多
ニ
成
候
由
承
候）
14
（

同
制
度
に
あ
っ
て
は
、
後
の
惣
領
番
入
制
度
が
旗
本
の
惣
領
の
み
を
対
象
と

し
て
い
る
の
に
対
し
、「
次
男
・
三
男
・
末
子
迄
」
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。

同
じ
く
部
屋
住
か
ら
の
番
入
と
は
い
え
、
い
ず
れ
は
当
主
の
後
を
継
ぐ
惣
領
と

違
い
、次
男
以
下
の
場
合
、分
家
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
表
1
は
『
御

番
士
代
々
記
』
よ
り
作
成
し
た
、
小
性
組
一
番
組
に
番
入
し
た
次
男
以
下
の
一

覧
で
あ
る）
15
（

。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
永
井
元
儀
が
番
入
し
た
後
、
一
番
組

に
あ
っ
て
は
次
男
以
下
の
番
入
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
十
四
の
旗
本
家
が
成
立

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
永
々
と
家
禄
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。「
昔
ゟ 
寛
文
ノ
始
迄
」
と
い
う
文
言
は
実
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

次
男
以
下
の
登
用
が
人
員
過
多
、
人
件
費
の
増
加
に
繋
が
っ
た
と
い
う
『
仕
官

格
義
弁
』
の
説
明
は
正
し
い
と
い
え
る
。

ま
た
、「
神
田　

御
殿
、
桜
田　

御
殿
ゟ 
被
召
遣
候
衆
大
勢
ニ
而
有
之
」
と

は
、
徳
川
綱
吉
（
在
職　

一
六
八
〇
〜
一
七
〇
九
）、
徳
川
家
宣
（
在
職　

一
七
〇

九
〜
一
七
一
二
）
が
将
軍
と
な
っ
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
臣
団
が
幕
臣
と
し
て
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召
し
抱
え
ら
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
深
谷
雅
海
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
綱

吉
の
将
軍
就
任
に
関
わ
っ
て
、「
神
田
家
臣
団
」
五
八
二
名
（
四
八
八
家）
16
（

）、
家

宣
の
将
軍
就
任
に
関
わ
っ
て
「
桜
田
家
臣
団
」
七
七
六
名
（
六
九
四
家）
17
（

）
の
士

分
が
幕
臣
と
な
っ
て
お
り
、
元
々
幕
臣
で
あ
っ
た
者
を
除
い
て
も
大
幅
な
人
員

の
増
加
で
あ
る
。
無
論
、
人
件
費
も
増
加
す
る
。

更
に
、『
仕
官
格
義
弁
』
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
惣
御
番
入
」

の
規
模
の
問
題
も
あ
る
。
例
え
ば
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
一
二
月
二
日
に
約

一
五
〇
名
、
同
六
年
一
二
月
九
日
に
約
三
五
〇
名
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）

四
月
六
日
に
至
っ
て
は
約
七
三
〇
名
の
惣
領
が
「
惣
御
番
入
」
の
下
で
番
入
し

て
い
る
。
番
入
し
た
惣
領
に
支
払
う
べ
き
役
料
も
厖
大
な
も
の
と
な
ろ
う
。

「
神
田
家
臣
団
」
や
「
桜
田
家
臣
団
」
の
幕
臣
化
に
よ
る
人
件
費
の
増
大
は

致
し
方
な
い
に
せ
よ
、「
惣
御
番
入
」
に
つ
い
て
は
実
施
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
人

件
費
の
増
大
を
招
く
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
も
そ
も
綱
吉
以
降
財
政

窮
乏
に
陥
っ
て
い
た
幕
府
に
あ
っ
て
、
同
制
度
が
停
止
に
至
っ
た
の
は
自
然
の

流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
節　

惣
領
番
入
制
度
の
創
設

「
惣
御
番
入
」
制
度
停
止
後
、
吉
宗
の
将
軍
就
任
を
経
て
、
惣
領
番
入
制
度

が
創
設
さ
れ
た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
四
月
十
五
日
、
若
年
寄
石
川
総
茂
・

小
笠
原
常
春
に
よ
っ
て
関
係
部
署
に
出
さ
れ
た
書
付
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
は
大
目
付
以
下
で
、
布
衣（
六
位
相
当
）格
の
役
人
に
対
す
る
書
付（
A
）。

こ
の
場
合
、
町
奉
行
・
勘
定
奉
行
と
い
っ
た
諸
大
夫
役
（
従
五
位
下
以
上
の
旗

本
が
就
く
役
職
）
の
者
も
含
ま
れ
て
い
る
（
第
四
節
参
照
）。

唯
今
御
人
多
之
時
節
ニ
候
得
共
、
大
目
付
已
下
布
衣
之
御
役
人
之
惣
領
、

行
跡
宜
敷
、
諸
芸
嗜
候
者
、
六
・
七
人
茂
可
被
召
出
候
、
右
之
通
被
仰
出

候
上
、
御
役
人
之
子
共
常
々
行
跡
宜
敷
、
諸
芸
も
可
嗜
事
ニ
候）
18
（

次
に
、
両
番
（
小
性
組
・
書
院
番
）
の
頭
に
対
す
る
書
付
（
B
）。

表1　次男以下の「惣御番入」

番入年月日 番入者の氏名 当主との続柄

寛永10（1633）5/1 柘植正弘 次男

寛永12（1635）12/23 阿部正義 三男

寛永18（1641）5/3 伊澤正次 次男

寛永19（1642）―/― 榊原職貞 次男

寛永21（1644）6/16 山崎正壽　※政家 四男

正保3（1646）6/11 宮崎重広 三男

慶安2（1649）12/5 佐々長政 次男

寛文3（1663）11/19 渡辺貞 三男

〃 揖斐正利 次男

寛文7（1667）11/21 仙石久尚 次男

〃 前田定武 三男

〃 松浦信勝 四男

〃 川井久文 次男

延宝6（1678）3/29 永井元儀 次男
・『御番士代々記』（『御小性組一番名前目録』）より作成した。
・ 『寛政重修諸家譜』から、寛永12年（1635）12月3日に番入した松浦信豊
や本多俊之等、大名家の親族と判別出来た番入者については省いた。
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只
今
御
人
多
之
時
候
得
共
、
両
御
番
惣
領
之
内
、
行
跡
宜
敷
、
其
上
諸
芸

精
出
し
心
懸
候
者
、
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も
可
被
召
出
と
の
御
事
ニ

候
　
　
　
　
　

書
上
之
案
文　
　
　
　

父
之
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
歳

　
　
　
　

一
、
取
廻
能
相
見
候

　
　
　
　

一
、 

行
跡
等
不
宜
沙
汰
無
御
座
候
、
勝
而
孝
心
候
歟
、
又
者
勝
而

実
体
ニ
も
候
ハ
ヽ
、
其
品
書
出
可
申
候

　
　
　
　

一
、 

武
芸
常
々
心
懸
相
勤
申
精
出
し
別
而
心
懸
候
ハ
ヽ
、
何
之

芸
、
誰
弟
子
ニ
而
能
仕
候
と
の
義
可
書
出
候
、
弓
馬
見
分

有
之
分
ハ
其
品
書
出
可
申
候

　
　
　
　

一
、
学
問
心
懸
申
候
由
、
精
出
候
者
右
同
断）
19
（

こ
れ
ら
の
書
付
に
よ
り
、
惣
領
番
入
制
度
に
於
け
る
選
考
基
準
が
分
か
る
。

当
主
が
役
職
に
就
い
て
い
る
旗
本
家
の
惣
領
の
中
か
ら
、日
頃
の
行
状
・
人
柄
、

武
芸
出
精
、
学
問
出
精
の
者
を
番
入
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
役
職
に
就

い
て
い
る
当
主
の
子
弟
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
無
条
件
で
番
入
が
叶
う
「
惣
御
番
入
」

制
度
と
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
学
問
出
精
を
理
由
と
し
て
番
入
す
る
惣
領
は
皆
無
で
あ
り）
20
（

、
そ
れ

は
寛
政
年
間
の
「
学
問
吟
味
」、「
部
屋
住
学
問
試
」
の
創
設
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
い）
21
（

。
加
え
て
、
そ
も
そ
も
A
、
B
の
書
付
に
於
い
て
学
問
に
言
及
し
て
い

る
の
は
「
書
上
之
案
文
」
内
の
み
で
あ
っ
て
、
本
文
に
於
い
て
は
「
行
跡
宜

敷
、
諸
芸
嗜
候
者
」、「
行
跡
宜
敷
、
其
上
諸
芸
精
出
し
心
懸
候
者
」
と
い
う
文

章
に
な
っ
て
い
る
（
諸
芸
と
は
武
芸
を
意
味
す
る
）。
日
頃
の
行
状
や
人
柄
な
ど

は
優
劣
を
つ
け
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
（
こ
の
理
由
で
番
入
し
た
惣
領
も
見
当
た

ら
な
い
）。
恐
ら
く
は
悪
質
な
人
間
性
で
な
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
程
の

意
味
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
武
芸
へ
の
取
り
組
み
方
が
実
質
的
に
は
唯
一

の
番
入
基
準
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
選
抜
に
武
芸
吟
味
が
課
さ
れ
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
る
ま
い
。
武
芸
精
出
に
対
す
る
制
度
的
な
恩
恵
が
幕
制
に
於
い
て
初

め
て
作
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。

ま
た
、
B
に
は
「
弓
馬
見
分
」
と
あ
る
が
、
同
日
の
『
柳
営
日
次
記
』
に
は

「
一
、松
平
能
登
守
大
久
保
佐
渡
守
宅
に
を
ひ
て
御
吟
味
、弓
馬
并
鑓
釼
術
見
分
、

両
御
番
頭
之
宅
ニ
而
見
分
有
之）
22
（

」
と
あ
り
、
武
芸
吟
味
の
対
象
と
な
っ
た
の
は

弓
術
・
馬
術
・
槍
術
・
剣
術
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

第
三
節
で
取
り
上
げ
る
。

こ
こ
で
、
ふ
た
つ
の
疑
問
点
を
解
決
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、「
惣

御
番
入
」
の
停
止
原
因
と
な
っ
た
人
員
過
多
（
人
件
費
の
増
大
）
と
い
う
問
題

は
解
決
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
と
、
そ
も
そ
も
選
考
条
件
（
素
行
、
武
芸
、

学
問
）
を
課
す
番
入
制
度
を
吉
宗
が
創
設
す
る
に
当
た
り
、
周
囲
か
ら
の
助
言

は
無
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

第
一
の
疑
問
点
で
あ
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
解
決
は
し
て
い
な
い
。
吉
宗
の

将
軍
就
任
に
関
わ
っ
て
紀
州
藩
士
二
百
名
程
度
が
幕
臣
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
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も
あ
り）
23
（

、
状
況
的
に
は
更
に
悪
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
享
保
九
年

に
あ
っ
て
は
、
上
米
の
制
や
年
貢
増
収
の
施
策
な
ど
に
よ
り
収
入
の
増
加
が
実

現
し
て
い
る
状
況
で
あ
り）
24
（

、
そ
う
し
た
背
景
の
下
で
同
制
度
は
始
め
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
人
員
過
多
、
人
件
費
の
増
大
を
避
け
よ
う
と
す
る
姿
勢

は
一
方
で
保
た
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
書
付
A
に
あ
っ
て
は
「
六
・
七
人
茂
可

被
召
出
候
」、
書
付
B
に
あ
っ
て
は
「
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も
可
被
召
出
」

と
い
う
規
模
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
幕
府
の
姿
勢
は
、
四
月
一
五
日
、

A
、
B
の
書
付
と
同
時
に
出
さ
れ
た
、
新
番
頭
・
小
十
人
頭
・
納
戸
頭
・
腰
物

奉
行
に
対
す
る
書
付
に
於
い
て
更
に
顕
著
で
あ
る
。

唯
今
御
人
多
之
時
節
候
得
共
、
御
番
衆
惣
領
之
内
、
行
跡
宜
敷
、
諸
芸
精

出
し
心
懸
候
者
ハ
一
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
共
可
被
召
出
と
の
御
事
ニ
而
、

今
度
御
書
院
番
・
御
小
姓
組
之
御
番
衆
惣
領
ハ
被
召
出
候
筈
ニ
付
、
一
度

難
大
勢
被
召
出
ニ
付
、
両
御
番
以
下
之
惣
領
者
今
度
無
其
義
ニ
候
、
追
而
可

被
召
出
候
間
、
此
旨
申
聞
候
、
夫
ニ
付
其
節
吟
味
仕
候
、
為
心
得
書
付
渡

置
旨
、
近
江
守
殿
被
申
渡
之
書
付
案
文
如
前）
25
（

人
員
過
多
で
は
あ
る
が
番
士
の
惣
領
の
中
か
ら
素
行
が
良
く
武
芸
に
励
む
者

を
番
入
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
両
番
番
士
の
惣
領
を
一
組
よ
り
一
名
ず
つ
召
し

出
す
が
、
一
度
に
大
勢
を
召
し
抱
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
今
回
は
両
番
以

外
の
番
士
の
惣
領
は
対
象
と
し
な
い
（
両
番
の
格
式
が
高
い
た
め
に
優
先
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
追
々
番
入
さ
せ
る
の
で
、
そ
の
際
に
は
武
芸
吟
味
を

せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
武
芸
精
出
に
よ
る
番
入
、
と
い
う
希
望
を
惣
領

に
持
た
せ
、
来
た
る
べ
き
武
芸
吟
味
に
備
え
て
武
芸
に
励
む
よ
う
促
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
書
付
の
出
さ
れ
た
翌
年
に
実
現
す
る
こ

と
と
な
る
（
第
四
節
参
照
）。

第
二
の
疑
問
点
。
即
ち
同
制
度
を
創
出
す
る
に
あ
た
り
、
周
囲
か
ら
の
助
言

は
無
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
室
鳩
巣
（
一
六
五
八
〜
一
七
三
四
）

の『
献
可
録
』に
そ
の
答
え
が
あ
る
。
儒
者
室
鳩
巣
は
吉
宗
の
侍
講
と
し
て
数
々

の
提
言
を
為
し
た
人
物
で
あ
る）
26
（

。『
献
可
録
』
は
鳩
巣
が
幕
府
か
ら
の
諮
問
に

対
し
て
書
き
上
げ
た
意
見
書
で
あ
る）
27
（

。
同
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
歴
代
選
挙

抄
」
は
「
歴
代
選
挙
の
事
御
尋
に
付
、
周
漢
よ
り
宋
朝
迄
有
増
相
考
、
其
内
簡

要
の
儀
を
は
抽
出
い
た
し
、
且
又
段
々
解
釈
を
加
へ
指
上）
28
（

」
た
も
の
で
あ
る
。

「
歴
代
選
挙
抄
」
に
於
い
て
鳩
巣
は
郷
挙
里
選
や
九
品
官
人
法
、
科
挙
と
い
っ

た
中
国
に
於
け
る
官
吏
任
用
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、
諸
組
の
嫡
子
の

選
抜
に
つ
い
て
は

一
、 

行
状　

行
状
に
ふ
け
ら
ず
、
不
行
儀
成
事
な
く
、
其
外
士
の
大
筋
に

違
は
ぬ
程
之
事
有
之

一
、 

弓
馬　

弓
は
的
を
射
候
ほ
ど
の
事
に
て
、
馬
は
せ
め
馬
い
た
し
候
ほ

ど
の
事

一
、
学
問　

四
書
の
素
読
慥
に
覚
え
申
ほ
ど
の
事

と
い
う
三
条
を
用
い
て
選
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（「
向
後
御
番
入
等
被

仰
付
候
節
は
、
此
格
に
あ
ひ
申
者
を
可
被
召
出
候）
29
（

」）。
こ
の
三
ヶ
条
は
書
付
B
の

「
書
上
之
案
文
」
に
あ
る
三
ヶ
条
に
極
め
て
似
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
の
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運
用
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
如
く
弓
馬
剣
槍
の
吟
味
が
重
視
さ
れ
て
い
る

が
、
鳩
巣
の
提
言
が
惣
領
番
入
制
度
創
出
に
当
た
っ
て
相
応
の
影
響
を
及
ぼ
し

た
点
は
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
惣
領
番
入
制
度
が
、
武
芸
吟
味
と
い
う
選
抜
方
法
を
有
す
る
も
の
と

し
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
後
、
吉
宗
治
世
下
に
あ
っ

て
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）、
十
五
年
、
十
六
年
、
二
十
年
、
元
文
四
年
（
一

七
三
九
）、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
惣
領
番
入
が
実
施
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
検
討
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
行
う
と
し
て
、
次
節
で
は
実
際
の
番
入
過
程
が

ど
う
で
あ
っ
た
か
、
武
芸
吟
味
は
ど
の
様
に
実
施
さ
れ
た
の
か
、
享
保
十
六
年

の
新
番
小
笠
原
石
見
守
組
の
事
例
か
ら
検
討
す
る
。

第
三
節　

番
入
の
過
程

第
二
節
で
惣
領
番
入
制
度
の
発
足
を
取
り
扱
っ
た
。
武
芸
吟
味
と
い
う
新
た

な
選
抜
方
法
を
有
し
た
の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
惣
領
を
選
抜
す
る
現
場
に

あ
っ
て
、
武
芸
吟
味
は
ど
の
様
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
が
旗
本
森
山
家
の
事
例
で
あ
る
。『
寛
政
重
修
諸
家

譜
』
に
よ
れ
ば
同
家
の
祖
先
は
武
田
家
に
仕
え
、
そ
の
後
徳
川
家
に
仕
え
て
い

る）
30
（

。
駿
河
大
納
言
の
改
易
に
際
し
て
退
身
後
、
再
び
召
さ
れ
、
家
禄
三
百
石
を

与
え
ら
れ
て
い
る
（
元
禄
年
間
に
廩
米
百
俵
加
増
）。
後
年
当
主
に
な
る
孝
盛
は

『
賤
の
を
だ
巻
』、『
蜑
の
焼
藻
』
等
の
著
作
で
知
ら
れ
る
。
同
家
の
記
録
で
あ

る
『
自
家
年
譜）
31
（

』
に
は
、
孝
盛
の
先
々
代
森
山
盛
芳
が
享
保
十
六
年
に
大
番
に

惣
領
番
入
す
る
過
程
が
書
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
時
系
列
で
盛
芳
が
番
入
に
至

る
ま
で
を
見
て
い
こ
う
。

新
番
小
笠
原
石
見
守
組
番
士
森
山
盛
寿
の
惣
領
で
あ
る
盛
芳
（
源
五
郎
）
の

武
芸
吟
味
は
、
享
保
十
六
年
三
月
二
十
九
日
の
新
番
頭
に
よ
る
「
大
的
見
分
」

か
ら
始
ま
る
。
大
的
と
は
五
尺
二
寸
の
的
を
約
五
十
間
の
距
離
を
隔
て
徒
歩
で

弓
を
射
る
競
技
（
射
礼
）
で
あ
る
が
、
吉
宗
も
将
軍
在
位
中
、
盛
ん
に
実
施
し

て
い
る
。

一
、
同 

年
三
月
廿
九
日
、
於
田
安
広
芝
、
新
御
番
頭
大
的
見
分
在
之
、
源

五
郎
罷
出
候
事

新
御
番
頭
大
岡
忠
四
郎
殿
・
倉
橋
内
匠
殿
・
小
笠
原
石
見
守

殿
・
朽
木
五
郎
左
衛
門
殿
、四
組
之
衆
中
都
合
廿
五
人
之
内
、

御
番
入
願
之
子
共
罷
出
候）
32
（

記
述
に
よ
れ
ば
、
当
日
の
「
大
的
見
分
」
は
「
御
番
入
願
之
子
共
」
の
み
で

は
な
く
、
新
番
四
組
（
大
岡
忠
四
郎
組
、
倉
橋
内
匠
組
、
小
笠
原
石
見
守
組
、
朽

木
五
郎
左
衛
門
組
）の
番
士
も
対
象
と
さ
れ
た
ら
し
い
。
総
勢
二
十
五
名
の
内
、

何
人
が
「
御
番
入
願
之
子
共
」
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
盛
芳
も
参
加

し
て
い
る
。

一
、
同
年
五
月
八
日
、
小
笠
原
石
見
守
殿
於
宅
、
御
番
入
願
之
悴
共
、
弓
・
芸

術
見
分
有
之
、
八
ツ
時
揃
ニ
而
源
五
郎
罷
出
、
弓
・
鑓
・
剣
術
相
勤
候
、
但

此
節
石
見
守
殿
宅
江
御
同
役
倉
橋
内
匠
殿
・
此
節
石
見
守
殿
宅
江
御
同
役
倉
橋
内
匠
殿
・
但
小
笠
原
平
兵
衛
殿
・
高
力

平
八
郎
殿
・
組
頭
小
笠
原
久
左
衛
門
殿
被
参
見
分
有
之
、
相
番
之
伜
四
人
、
久
保
久
米
之
助
・
須
田
鉄
之
助
・
横
地
縫
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殿
助
・
森
山
源

五
郎
罷
出
候
事
）
33
（

「
大
的
見
分
」
か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
を
経
た
五
月
八
日
、「
御
番
入
願
之
悴
共
」

の
武
芸
吟
味
が
頭
宅
（
小
笠
原
石
見
守
宅
）
で
実
施
さ
れ
る
。
盛
芳
も
石
見
守

宅
に
赴
き
、
弓
術
・
槍
術
・
剣
術
の
吟
味
を
受
け
た
。
こ
の
際
、
同
じ
く
新
番

番
士
の
惣
領
久
保
正
肥
（
久
米
之
助
、
小
笠
原
平
兵
衛
組）

34
（

）、
須
田
祗
脩
（
鉄

之
助
、
小
笠
原
石
見
守
組）
35
（

）、
横
地
正
矩
（
縫
殿
助
、
小
笠
原
平
兵
衛
組）
36
（

）
も

吟
味
を
受
け
て
い
る
。
新
番
頭
倉
橋
内
匠
や
高
力
平
八
郎
も
同
席
し
て
い
る

が
、
両
名
の
組
の
惣
領
は
吟
味
に
参
加
し
て
い
な
い
様
で
あ
る
。

一
、
同 

年
五
月
十
二
日
、
於
浜
御
殿
馬
場
、
乗
馬
見
分
有
之
、
八
ツ
時
揃

ニ
而
源
五
郎
罷
出
候
、
新
御
番
頭
小
笠
原
平
兵
衛
殿
・
大
岡
忠
四

郎
殿
・
小
笠
原
石
見
守
殿
・
西
丸
神
尾
内
記
殿
・
朽
木
五
郎
左
衛

門
殿
出
座
、
御
番
衆
同
伜
共
乗
馬
見
分
有
之
、
相
番
伜
共
之
内
、

右
之
四
人
出
ル）
37
（

石
見
守
宅
に
於
け
る
弓
術
・
槍
術
・
剣
術
吟
味
の
四
日
後
、
浜
御
殿
の
馬
場

に
於
い
て
、
馬
術
の
見
分
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
際
は
三
月
二
十
九
日
の
「
大

的
見
分
」と
同
じ
く
、番
士
の
馬
術
吟
味
も
並
行
し
て
実
施
さ
れ
た
様
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
、
弓
術
・
馬
術
・
槍
術
・
剣
術
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
芸
吟
味
を
経
た

こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、
武
芸
吟
味
の
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
結
果
待
ち
と

い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

一
、
同 

年
十
一
月
廿
五
日
、
源
五
郎
被
為　

召
、
大
御
番
江
御
番
入
被　

仰
付
、
御
切
米
弐
百
俵
被
下
置
候
旨
、
於
菊
之
間
酒
井
讃
岐
守
殿

被
仰
渡
之
、
此
節
佐
右
衛
門
相
番
久
保
新
右
衛
門
息
久
米
之
助
、

一
同
御
番
入
、
其
外
新
御
番
・
御
納
戸
・
御
腰
物
方
・
大
御
番
・

小
十
人
組
御
番
衆
伜
共
、
布
衣
以
下
御
役
人
之
嫡
子
御
番
入
被　

仰
付
候）
38
（

武
芸
吟
味
を
終
え
て
か
ら
半
年
後
の
十
一
月
二
十
五
日
、
盛
芳
は
大
番
に
番

入
を
果
た
し
た
。
こ
の
際
、
久
保
正
肥
も
大
番
に
番
入
す
る
。
須
田
祗
脩
、
横

地
正
矩
は
選
に
洩
れ
た
訳
で
あ
る
。武
芸
吟
味
が
形
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
く
、

実
を
伴
う
試
験
で
あ
っ
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
正
肥
の
番
入
理
由
は
武

芸
吟
味
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
以
降
、
長
年
勤
務
し
て
い
る
当
主
の
惣
領
を
番
入

さ
せ
る
と
い
う
新
た
な
選
考
基
準
が
惣
領
番
入
制
度
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
（
第
四
節
参
照
）、
正
肥
が
武
芸
吟
味
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
当

主
の
勤
務
年
数
で
番
入
す
る
惣
領
で
あ
っ
て
も
、
武
芸
吟
味
は
課
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
武
芸
吟
味
が
惣
領
番
入
制
度
の
土
台
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。

第
四
節　

番
入
制
度
の
展
開

享
保
九
年
の
惣
領
番
入

第
二
節
で
取
り
上
げ
た
書
付
の
出
さ
れ
た
三
ヶ
月
後
の
享
保
九
年
七
月
二
十

六
日
、
最
初
の
惣
領
番
入
が
実
施
さ
れ
る
。
総
勢
二
十
九
名
、
諸
大
夫
役
・
布
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衣
役
の
惣
領
十
一
名
と
書
院
番
番
士
の
惣
領
九
名
、
小
性
組
番
士
の
惣
領
十
名

が
番
入
し
た
。
第
二
節
で
引
用
し
た
書
付
A
に
は
「
大
目
付
已
下
布
衣
之
御
役

人
之
惣
領
、
行
跡
宜
敷
、
諸
芸
嗜
候
者
、
六
・
七
人
茂
可
被
召
出
候
」
と
あ
る

の
で
、
諸
大
夫
役
・
布
衣
役
の
番
入
惣
領
十
名
と
い
う
の
は
若
干
多
い
が
、
書

付
B
の
様
に
明
確
な
人
数
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
誤
差
の
範
囲
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
性
組
か
ら
は
全
十
組
よ
り
一
名
ず
つ
書
院
番
に
番
入
し
て

い
る
の
で
書
付
B
の
「
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も
可
被
召
出
」
と
の
記
述
に

合
致
す
る
が
、
書
院
番
の
場
合
、
全
十
組
中
、
酒
井
日
向
守
組
を
除
い
て
そ
れ

ぞ
れ
一
名
ず
つ
が
小
性
組
に
番
入
し
て
い
る
。
酒
井
日
向
守
組
は
当
時
駿
府
在

番
と
し
て
江
戸
よ
り
離
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
七
月
二
六
日
の
番
入

に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
年
十
二
月
十
二
日
、
同
組
栗
原
利

規
の
惣
領
利
秋
が
小
性
組
に
番
入
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
小
性
組
か
ら
の
番
入

と
同
じ
く
十
名
、
最
終
的
に
は
総
勢
三
十
一
名
が
番
入
し
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
事
柄
、
即
ち
惣
領
そ
れ
ぞ
れ
の
番
入
先
、
番
入
の
理
由
、
当
主
の
役

職
を
ま
と
め
た
の
が
表
2
で
あ
る
。『
柳
営
日
次
記
』の
当
日
（
七
月
二
十
六
日
）

の
記
事
に
は
「
右
被
召
出
、
両
御
番
江
被
仰
付
、
新
規
三
百
俵
宛
被
下
之
旨
、

老
中
列
座
、
対
馬
守
申
渡
之）
39
（

」
と
あ
る
の
み
で
、
番
入
し
た
惣
領
が
如
何
な
る

名
目
で
番
入
し
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
二
節
で
論
じ
た
通

り
、
そ
の
三
ヶ
月
前
に
武
芸
吟
味
の
実
施
が
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

し
、『
仕
官
格
義
弁
』
に
も
「
右
之
衆
ハ
武
芸
御
吟
味
御
番
入
初
発
ニ
テ
候）
40
（

」

と
あ
る
。
三
十
名
全
員
が
武
芸
吟
味
を
経
た
上
で
の
番
入
と
考
え
て
差
し
支
え

な
か
ろ
う
。
ま
た
、
番
士
の
惣
領
が
各
組
よ
り
一
名
ず
つ
番
入
し
た
と
い
う
点

か
ら
、
武
芸
吟
味
を
受
け
た
惣
領
全
体
か
ら
（
落
選
し
た
惣
領
も
含
む
、
第
三
節

参
照
）
成
績
の
良
か
っ
た
上
位
二
十
名
が
選
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
各
組
の

成
績
優
良
者
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。「
壱
組
よ
り
壱
人
ツ
ヽ
成
と
も

可
被
召
出
」
と
は
、「
一
組
よ
り
一
人
ず
つ
（
武
芸
吟
味
の
成
績
優
良
者
を
）
召

し
出
す
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
武
芸
吟
味
に
よ
る
惣
領
番
入
は
こ
う
し

表2　享保9年（1724）の惣領番入【総勢31名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（16） 武芸吟味（16）

勘定奉行 1

新番頭 1

目付 2

先手鉄炮頭 1

二丸留守居 1

書院番番士 10

書院番（15） 武芸吟味（15）

町奉行 1

新番頭 1

目付 1

二丸留守居 1

勘定吟味役 1

小性組番士 10

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

享
保
十
年
の
惣
領
番
入

享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
に
引
き
続
き
、
同
十
年
十
月
二
十
五
日
に
も
惣
領

番
入
が
実
施
さ
れ
、
総
勢
四
十
六
名
が
番
入
し
た
。
そ
の
内
訳
は
表
3
の
通
り

で
あ
る
。
享
保
九
年
の
書
付
で
予
告
さ
れ
た
通
り
、
九
年
の
番
入
対
象
か
ら
外

さ
れ
た
役
職
の
惣
領
が
多
く
番
入
し
て
い
る
。

享
保
九
年
と
の
違
い
は
、
番
入
先
に
大
番
や
小
十
人
組
が
加
わ
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
主
の
役
職
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
当
主
が
大
番
番
士

や
新
番
番
士
な
ど
の
役
職
に
就
い
て
い
る
惣
領
は
両
番
よ
り
も
格
の
低
い
大
番

や
小
十
人
組
に
番
入
し
て
い
る
（
同
じ
く
御
目
見
格
で
は
あ
っ
て
も
大
番
組
頭
や

新
番
組
頭
、
膳
奉
行
の
惣
領
は
両
番
に
番
入
し
て
い
る
）。
ま
た
、
享
保
九
年
に
於

い
て
小
性
組
・
書
院
番
、
そ
れ
ぞ
れ
各
組
よ
り
一
名
ず
つ
番
入
す
る
と
い
う
枠

組
は
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
大
番
、
新
番
、
小
十
人
組
か
ら
一
名
ず
つ
番
入
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
享
保
九
年
、
十
年
の
惣
領
番
入
で
ひ
と
つ
の
ま

と
ま
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

な
お
、
九
年
同
様
、
十
年
の
場
合
も
、「
柳
営
日
次
記
」
に
は
番
入
の
理
由

が
書
か
れ
て
い
な
い
。『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
に
は
「
父
の
庇
蔭
に
よ
て
入
番

す
る
も
の
四
十
七
人）

41
（

」（
同
日
番
入
の
小
普
請
一
名
を
加
え
四
十
七
名
）
と
あ
り
、

四
十
六
人
全
員
が
後
述
す
る
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
っ
た
と

書
い
て
あ
る
が
、そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
他
な
ら
ぬ
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
に
「
諸

番
士
の
子
。
身
の
行
ひ
正
し
く
。
才
芸
に
努
力
す
る
も
の
は
。
一
隊
よ
り
一
人

づ
ゝ
。
撰
び
聞
え
あ
ぐ
べ
し
と
仰
出
さ
る
」（
同
年
六
月
二
十
日
の
条）
42
（

）
と
の
記

述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
前
段
で
述
べ
た
通
り
、
享
保
九
、
十
年
で
ひ

と
つ
の
惣
領
番
入
と
す
れ
ば
、
当
然
十
年
に
於
い
て
も
武
芸
吟
味
は
実
施
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、『
仕
官
格
義
弁
』
に
も
「
武
芸
之
義
、
御
役
人
之

子
ハ
若
年
寄
衆
宅
、
御
番
衆
ノ
子
ハ
頭
ノ
宅
ニ
テ
御
吟
味
之
上
御
番
入
被　

仰

表3　享保10年（1725）の惣領番入【総勢46名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数
小性組（3） 武芸吟味（3） 大番組頭 3

書院番（2） 武芸吟味（2）
新番組頭 1
膳奉行 1

大番（27） 武芸吟味（27）

月光院広敷番頭 1
富士見宝蔵番頭 1
新番番士 5
西丸新番番士 3
馬預 1
腰物方 1
納戸番 2
西丸納戸 1
大番番士 12

小十人組（14） 武芸吟味（14）
小十人組頭 3
吹上奉行 1
小十人組番士組 10

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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付）
43
（

」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、『
憲
教
類
典
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
六
月
二
十
日
、
大

番
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
書
付
が
出
さ
れ
て
い
る
。

去
年
相
達
候
御
番
衆
惣
領
行
跡
并
諸
芸
書
上
之
儀
、
一
組
ゟ 
壱
人
ツ
ヽ
被

致
吟
味
、
書
付
可
被
出
候
、
組
頭
惣
領
と
も
ハ
若
年
寄
吟
味
有
之
候
、
近

日
若
年
寄
宅
江
可
被
差
越
候
、
日
限
之
儀
ハ
御
目
付
よ
り
可
相
達
候）
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こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
父
親
の
勤
務
年
数
の
み
で
惣
領
番
入
が

実
施
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
四
十
六
名
は
武
芸
吟
味
の
結
果
に
よ
り
番
入

し
た
の
で
あ
る
。

享
保
十
二
年
の
惣
領
番
入

享
保
十
二
年
五
月
二
十
一
日
の
惣
領
番
入
で
は
、
新
た
な
選
出
の
基
準
が
加

わ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
、
そ
し
て
大

奥
か
ら
の
推
挙
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
皆
大
奥
に
仕
え

る
広
敷
用
人
の
惣
領
で
あ
る
。
ま
た
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
は
小
納
戸
岡
山

之
於
惣
領
の
之
英
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
十
八
名
を
ま
と
め
た
の
が
表
4
で

あ
る
。
諸
大
夫
役
・
布
衣
役
の
惣
領
で
あ
る
か
ら
か
、
番
入
先
は
全
て
両
番
に

な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
当
主
の
勤
務
年
数
と
い
う
選
抜
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
柳
営
日

次
記
』
に
は
「
親
共
久
々
布
衣
以
上
之
御
役
相
勤
候
ニ
付
此
度
忰
共
被
召
出）
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」

と
あ
る
。「
久
々
」
と
は
何
年
に
当
た
る
の
か
。『
仕
官
格
義
弁
』
に
は
「
布
衣

御
役
十
ヶ
年
已
上）
46
（

」
と
あ
る
が
、
検
証
し
て
み
よ
う
。
表
5
は
、
享
保
十
二
年

に
番
入
し
た
惣
領
の
内
、
武
芸
吟
味
で
番
入
し
た
岡
山
之
英
と
広
敷
用
人
の
惣

領
を
除
い
た
五
十
一
名
の
一
覧
で
あ
る
。
右
の
列
は
当
主
が
布
衣
役
に
就
任
し

た
日
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
足
掛
け
十
年
以
上
の
布
衣
役
勤
務
者
の
惣

領
が
番
入
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
大
奥
か
ら
の
推
挙
で
番
入
し
た
惣
領
を
ま
と
め
た
の
が
表
6
で
あ

る
。『
柳
営
日
次
記
』
に
は
「
御
女
中
方
願
ニ
付
被
召
出）
47
（

」
と
あ
り
、『
仕
官
格

義
弁
』
に
は
「
御
女
中
様
御
願
ニ
付
父
勤
年
数
ニ
不
限
御
番
入
被　

仰
付）
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」
と

あ
る
。
遠
山
安
英
の
父
安
遠
、
嶋
田
政
温
の
父
隆
政
は
布
衣
役
を
わ
ず
か
な
年

月
し
か
勤
め
て
い
な
い
。
一
種
の
縁
故
採
用
と
で
も
言
う
べ
き
惣
領
番
入
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
理
由
で
番
入
し
た
と
思
わ
れ
る
惣
領
は
、
同
年
以
外
に
は
享
保

二
十
年
に
数
名
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
恒
久
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
様
に
、
同
年
に
よ
る
惣
領
番
入
に
あ
っ
て
は
武
芸
吟
味
以
外
の
惣
領
番

入
が
主
で
あ
る
が
、
更
に
大
き
な
違
い
と
し
て
、
番
士
の
惣
領
が
い
な
い
と
い

う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
享
保
九
年
・
十
年
に
は
当
主
（
父
）
が
五
番

方
の
番
士
で
あ
る
惣
領
が
大
半
を
占
め
る
の
に
対
し
、
十
二
年
の
場
合
そ
れ
が

皆
無
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
と
は
主
に
番
士
の
惣
領
に

対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
節
で
明
ら
か
に
し
た
通

り
、
番
入
理
由
が
武
芸
吟
味
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
武
芸
吟
味

自
体
は
実
施
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
（
無
論
、
第
三
節
の
事
例
か
ら
四
年
前

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
些
か
の
留
保
は
必
要
で
あ
る
が
）、
一
種
の
恩
典
と
し
て
の
惣
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領
番
入
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

享
保
十
五
年
の
惣
領
番
入

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
八
月
十
九
日
に
番
入
し
た
総
勢
七
十
二
名
の
内

訳
は
、
表
7
の
通
り
で
あ
る
。
享
保
九
年
の
事
例
と
同
じ
く
、
諸
大
夫
役
・
布

衣
役
の
惣
領
と
両
番
（
西
丸
書
院
番
を
含
む
）
番
士
の
惣
領
が
、
武
芸
吟
味
或

い
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
っ
て
両
番
に
番
入
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
両

番
番
士
の
惣
領
の
内
訳
で
あ
る
。
表
8
は
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
内
、
当
主

が
両
番
番
士
の
惣
領
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
が
、
各
組
よ
り
一
名
が
当
主
の
勤
務
年
数
、
二
名
が
武
芸
吟
味
に
よ
り
番
入

し
て
い
る
。
人
数
の
配
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
二
つ

の
選
抜
方
法
の
併
用
は
享
保
十
六
年
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
惣
領
番
入

表4　享保12年（1727）年の惣領番入【総勢58名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（33）

武芸出精（1） 小納戸 1

当主の勤務年数（25）

鑓奉行 1
京都町奉行 1
仙洞附 2
奈良奉行 1
駿府町奉行 1
小普請組支配 1
佐渡奉行 1
先手弓頭 1
持筒頭 1
西丸先手弓頭 1
西丸先手鉄炮頭 3
目付 2
小納戸 2
西丸小納戸 2
宗尹附近習 1
鉄炮方 1
納戸頭 1
腰物奉行 1
勘定吟味役 1

｢御女中方願ニ付｣（7）

月光院用人 1
瑞春院用人 2
養仙院用人 1
竹姫用人 2
天英院用人 1

書院番（25） 当主の勤務年数（25）

大目付 1
鑓奉行 2
普請奉行 1
小普請奉行 1
西丸留守居 1
佐渡奉行 1
新番頭 1
西丸新番頭 1
先手弓頭 1
西丸新番頭 1
先手弓頭 2
西丸先手鉄炮頭 4
留守居番 1
目付 1
西丸裏門番頭 1
小十人頭 2
船手 1
二丸留守居 1
納戸頭 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表5　享保12年に番入した惣領一覧①

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日
松平正命 書院番 松平正常 大目付 元禄14（1701）12/15　小性組組頭
建部広喜 書院番 建部広明 鑓奉行 宝永1（1704）―/―　西丸小性
土屋縄直 書院番 土屋茂直 鑓奉行 元禄10（1697）7/18　徒頭
朽木尹綱 小性組 朽木貞盛 鑓奉行 宝永4（1707）1/11　徒頭
鈴木英政 書院番 鈴木直武 普請奉行 宝永2（1705）1/11　目付
加藤明義 書院番 加藤明教 小普請奉行 元禄16（1703）11/15　徒頭
小幡直好 小性組 小幡直昌 京都町奉行 元禄10（1697）2/23　小納戸
本多栄文 小性組 本多直上 仙洞附 宝永5（1708）7/1　徒頭
細井安定 小性組 細井定明 奈良奉行 宝永1（1704）12/22　小納戸
大久保忠真 小性組 大久保忠義 仙洞附 宝永5（1708）7/25　使番
小幡直好 小性組 小幡直昌 駿府町奉行 元禄10（1697）2/23　小納戸
松平乗重 書院番 松平直由 西丸留守居 元禄5（1692）6/27　書院番組頭
松平政尹 書院番 松平政穀 佐渡奉行 元禄11（1698）8/21　小納戸
曽我善祐 小性組 曽我長祐 小普請組支配 正徳2（1712）6/25　使番
窪田安永 小性組 窪田忠任 佐渡奉行 宝永5（1708）5/1　西丸小納戸
榊原忠久 書院番 榊原忠知 新番頭 元禄13（1700）10/15　使番
杉浦貞隣 書院番 杉浦貞宜 西丸新番頭 元禄16（1703）1/15　小十人頭
建部広長 書院番 建部広次 先手弓頭 宝永1（1704）12/12　西丸桐間番組頭
平岩親照 書院番 平岩親賢 西丸新番頭 享保2（1717）1/28　使番
朝倉孝知 書院番 朝倉景孝 先手弓頭 元禄6（1693）2/11　小納戸
堀田通矩 書院番 堀田通右 先手弓頭 元禄10（1697）9/15　小十人頭
日根野弘恒 小性組 日根野弘長 先手弓頭 宝永4（1707）8/28　徒頭
松田勝説 小性組 松田勝広 持筒頭 元禄3（1690）8/27　使番
伏屋為勝 小性組 伏屋為貞 西丸先手弓頭 元禄7（1694）9/18　小納戸
筒井義武 小性組 筒井義勝 西丸先手鉄炮頭 元禄10（1697）1/28　徒頭
梶正胤 書院番 梶正容 西丸先手鉄炮頭 宝永4（1707）1/11　使番
戸田直清 書院番 戸田直供 西丸先手鉄炮頭 宝永1（1704）12/12　西丸桐間番組頭
牧野為成 書院番 牧野貴成 西丸先手鉄炮頭 元禄5（1692）6/27　徒頭
細井勝為 小性組 細井勝郷 西丸先手鉄炮頭 宝永6（1709）8/15　使番
金田正次 小性組 金田正在 西丸先手鉄炮頭 宝永7（1710）閏8/11　徒頭
赤井公寛 書院番 赤井盤公 西丸先手鉄炮頭 宝永4（1707）1/11　使番
末高政常 書院番 末高政峯 留守居番 宝永1（1704）12/12　西丸桐間番組頭
松平乗芳 書院番 松平乗有 目付 正徳3（1713）1/28　桐間番組頭
大嶋義勝 小性組 大嶋義浮 目付 元禄15（1702）2/28　小十人頭
筧正逸 小性組 筧正尹 目付 正徳1（1711）6/7　使番
中嶋正勝 小性組 中嶋尚正 小納戸 享保1（1716）6/25　小納戸
中條惟常 小性組 中條惟栄 小納戸 享保1（1716）6/25　小納戸
市川清就 小性組 市川清煕 西丸小納戸 享保1（1716）9/9　二丸小納戸
嶋崎忠要 小性組 嶋崎忠政 西丸小納戸 享保1（1716）9/9　二丸小納戸
桜井忠甫 小性組 桜井忠英 宗尹附近習 享保3（1718）6/4　浄円院用人
田付直政 小性組 田付直久 鉄炮方 宝永4（1707）1/11　鉄炮方
松平康平 書院番 松平康郷 西丸裏門番頭 正徳4（1714）6/28　西丸裏門番頭
瀬名義珍 書院番 瀬名貞隅 小十人頭 宝永4（1707）8/12　西丸桐間番組頭
斎藤忠旧 書院番 斎藤忠矩 小十人頭 正徳3（1713）閏5/11　納戸頭
石川某 書院番 石川乗繁 船手 正徳2（1712）10/3　船手
建部秀行 書院番 建部賢弘 二丸留守居 宝永6（1709）7/23　西丸小納戸
武嶋茂広 小性組 武嶋茂孫 納戸頭 正徳2（1712）12/9　納戸頭
渡辺充 書院番 渡辺盛 納戸頭 正徳4（1714）2/15　納戸頭
松平乗道 小性組 松平乗明 腰物奉行 宝永1（1704）2/14　小納戸
杉岡能成 小性組 杉岡能連 勘定吟味役 正徳2（1712）7/1　勘定吟味役

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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で
も
見
受
け
ら
れ
る
。
即
ち
後
の
惣
領
番
入
の
モ
デ
ル
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
武
芸
吟

味
同
様
、
組
ご
と
の
選
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
松
平
下
野
守
組

か
ら
は
山
本
邑
貞
が
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
を
果
た
し
て
い
る
が
（
表

8
の
9
）、
こ
れ
を
三
浦
玄
蕃
頭
組
（
表
8
の
4
〜
6
）
と
比
較
し
た
場
合
、
武

表6　享保12年に番入した惣領一覧②

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日

坂部明之 小性組 坂部種之 月光院用人 正徳2（1712）5/15　広敷番頭

鈴木勝盈 小性組 鈴木安通 瑞春院用人 宝永5（1708）9/1　腰物奉行

本多某 小性組 本多正方
瑞春院用人
※月光院用人

享保1（1716）9/13　※月光院用人

美濃部貞庸 小性組 美濃部貞休 養仙院用人 元禄13（1700）1/11　小納戸

遠山安英 小性組 遠山安遠 竹姫用人 享保11（1726）7/1　竹姫用人

嶋田政温 小性組 嶋田隆政
竹姫用人
※養仙院用人

享保10（1725）9/11　※養仙院用人

酒井友常 小性組 酒井友完 天英院用人 宝永1（1704）―/―　西丸小納戸

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表7　享保15年（1730）の惣領番入【総勢72名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（39）
武芸吟味（27）

書院番組頭 1
徒頭 1
船手 1
書院番番士 16
西丸書院番番士 8

当主の勤務年数（12）
書院番番士 8
西丸書院番番士 4

書院番（25）
武芸吟味（20）

作事奉行 1
先手鉄炮頭 1
小性組組頭 1
西丸徒頭 1
西丸小十人頭 1
二丸留守居 1
小性組番士 14

当主の勤務年数（5） 小性組番士 5

西丸書院番（8）
武芸吟味（5）

勘定奉行 1
浦賀奉行 1
納戸頭 1
小性組番士 2

当主の勤務年数（3） 小性組番士 3

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表8　番士の惣領一覧

No. 惣領氏名 惣領の番入先 番入の理由 当主氏名 当主の所属する組 当主の番入年月日
1 深津正尚 書院番 武芸吟味 深津正房 小性組（滝川播磨守組） 宝永6（1709）4/6
2 諏訪正倫 西丸書院番 〃 諏訪正晴 〃 宝永6（1709）4/6
3 小倉正房 書院番 当主の勤務年数 小倉正矩 〃 元禄4（1691）12/2
4 服部保教 西丸書院番 武芸吟味 服部保昌 小性組（三浦玄蕃頭組） 元禄7（1694）10/28
5 近藤正利 書院番 〃 近藤正英 〃 正徳3（1713）5/18
6 三浦正経 〃 当主の勤務年数 三浦正良 〃 元禄6（1693）12/9
7 金田正弥 書院番 武芸吟味 金田正朝 小性組（松平下野守組） 宝永6（1709）2/21
8 竹田政行 〃 〃 竹田政就 〃 正徳3（1713）5/18
9 山本邑貞 〃 当主の勤務年数 山本邑旨 〃 元禄12（1699）11/25
10 嶋田直良 書院番 武芸吟味 嶋田直寛 小性組（阿部志摩守組） 宝永3（1706）7/21
11 諏訪頼純 〃 〃 諏訪頼定 〃 宝永1（1704）6/11
12 服部信隆 西丸書院番 当主の勤務年数 服部信解 〃 天和3（1683）閏5/21
13 中山時庸 書院番 武芸吟味 中山時富 小性組（水野河内守組） 享保7（1722）2/11
14 深津正峯 〃 〃 深津正照 〃 宝永5（1708）12/21
15 彦坂晴允 西丸書院番 当主の勤務年数 彦坂元晴 〃 天和3（1683）9/25
16 児玉直等 書院番 武芸吟味 児玉直正 小性組（青山丹後守組） 正徳3（1713）5/18
17 佐々正重 〃 〃 佐々成応 〃 宝永4（1707）11/18
18 加藤忠道 西丸書院番 当主の勤務年数 加藤忠政 〃 元禄8（1695）6/1
19 横山知盈 書院番 武芸吟味 横山元直 小性組（松平阿波守組） 宝永6（1709）4/6
20 深津政孟 〃 〃 深津正次 〃 正徳3（1713）5/18
21 山高信蔵 〃 当主の勤務年数 山高信礼 〃 元禄15（1702）12/21
22 堀長寛 書院番 武芸吟味 堀長恭 小性組（渋谷隠岐守組） 元禄15（1702）12/21
23 須田盛与 〃 〃 須田盛澄 〃 元禄11（1698）8/18
24 朝比奈勝乗 〃 当主の勤務年数 朝比奈勝盛 〃 天和3（1683）9/25
25 小長谷政芳 小性組 武芸吟味 小長谷友長 書院番（朽木信濃守組） 正徳2（1712）3/26
26 内藤種丈 〃 〃 内藤種元 〃 享保4（1719）10/18
27 天野雄好 〃 当主の勤務年数 天野雄良 〃 宝永6（1709）4/6
28 戸田政珍 小性組 武芸吟味 戸田政奉 書院番（大久保豊前守組）宝永6（1709）4/6
29 大河内忠恒 〃 〃 大河内忠政 〃 正徳3（1713）3/11
30 内藤政植 〃 当主の勤務年数 内藤信政 〃 天和1（1681）2/26
31 美濃部茂英 小性組 武芸吟味 美濃部茂孝 書院番（秋元隼人正組） 宝永2（1705）3/29
32 長谷川正直 〃 〃 長谷川正冬 〃 享保2（1717）3/18
33 福嶋正武 〃 当主の勤務年数 福嶋定正 〃 元禄13（1700）3/26
34 下曽根信一 小性組 武芸吟味 下曽根信如 書院番（水谷出羽守組） 宝永1（1704）6/11
35 川口長達 〃 〃 川口長英 〃 宝永1（1704）6/11
36 佐野某 〃 当主の勤務年数 佐野綱満 〃 元禄9（1696）7/5
37 鈴木政成 小性組 武芸吟味 鈴木祐政 書院番（久貝忠左衛門組）享保3（1718）3/16
38 酒依義武 〃 〃 酒依昌満 〃 享保4（1719）3/27
39 嶋津久荏 〃 当主の勤務年数 嶋津久周 〃 天和3（1683）9/25
40 田付景林 小性組 武芸吟味 田付景厖 書院番（金田周防守組） 享保4（1719）10/18
41 春田直庸 〃 〃 春田直賢 〃 正徳3（1713）5/18
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芸
吟
味
で
番
入
し
た
服
部
保
教
の
父
保
昌
の
方
が
勤
務
年
数
は
長
い
。
山
本
邑

旨
が
松
平
下
野
守
組
の
番
士
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
邑
貞
が
当
主
の
勤
務
年
数
で

番
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
勤
務
が
何
年
で
あ
る
か
ら

惣
領
が
番
入
出
来
る
と
い
う
話
で
は
な
い
し
、
書
院
番
朽
木
信
濃
守
組
（
表
8

の
25
〜
27
）
や
書
院
番
金
田
周
防
守
組
（
表
8
の
40
〜
42
）
の
様
な
事
例
は
あ
る

が
、
概
し
て
三
十
年
か
ら
四
十
年
の
勤
務
年
数
が
あ
れ
ば
惣
領
番
入
に
結
び
つ

く
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
含
め
、
同
年
の
惣
領
番
入

に
つ
い
て
は
第
二
章
で
再
度
分
析
す
る
。

享
保
十
六
年
の
惣
領
番
入

享
保
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
の
惣
領
番
入
の
結
果
は
表
9
の
通
り
、
九
十

六
名
の
惣
領
が
召
し
抱
え
ら
れ
た
。
当
主
の
役
職
や
惣
領
の
番
入
先
な
ど
か

ら
、
九
年
と
十
年
の
惣
領
番
入
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
同
年

の
惣
領
番
入
は
十
五
年
と
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
の
事
は
二
つ
の
選
抜
方
法
が
併
用
さ
れ
、
十
五
年
の
事
例
で
見
ら
れ
た
人

数
配
分
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
表
10
は
大
番
各
組
か

ら
の
惣
領
番
入
の
人
数
配
分
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
各
組
に
武
芸
吟
味
に

よ
る
惣
領
番
入
が
二
名
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
が
一
名
で
あ
る

が
、
板
倉
下
野
守
組
か
ら
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
は
見
当
た
ら

な
い
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
条
件
に
合
う
惣
領
が
い
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
新
番
や
小
十
人
組
の
場
合
も
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入

42 天野成政 〃 当主の勤務年数 天野興政 〃 宝永1（1704）6/11
43 山本雅攄 小性組 武芸吟味 山本正延 書院番（高木伊勢守組） 宝永5（1708）3/25
44 松浦信秀 〃 〃 松浦信福 〃 享保3（1718）3/16
45 松崎忠富 〃 当主の勤務年数 松崎忠延 〃 元禄5（1692）3/18
46 松平親精 小性組 武芸吟味 松平堯親 書院番（戸田土佐守組） 享保1（1716）3/12
47 三田伴成 〃 〃 三田正寛 〃 宝永5（1708）3/25
48 津田信英 〃 当主の勤務年数 津田信成 〃 宝永1（1704）5/25
49 永田忠方 小性組 武芸吟味 永田嘉矩 西丸書院番（戸田若狭守組）正徳3（1713）5/18
50 松平近繁 〃 〃 松平近則 〃 享保6（1721）4/2
51 松下綱平 〃 当主の勤務年数 松下貫長 〃 宝永6（1709）2/21
52 松平康当 小性組 武芸吟味 松平康致 西丸書院番（藤堂肥後守組）元禄11（1698）2/5
53 坂部勝興 〃 〃 坂部勝元 〃 正徳3（1713）5/18
54 塚原昌博 〃 当主の勤務年数 塚原昌親 〃 元禄7（1694）11/21
55 徳永昌尚 小性組 武芸吟味 徳永昌英 西丸書院番（酒井豊前守組）元禄6（1693）12/9
56 西尾教安 〃 〃 西尾貞教 〃 宝永6（1709）2/21
57 御手洗正良 〃 当主の勤務年数 御手洗正矩 〃 天和3（1683）9/25
58 六郷政豊 小性組 武芸吟味 六郷政明 西丸書院番（酒井伯耆守組） 元禄8（1695）9/27
59 佐野仲行 〃 〃 佐野察行 〃 享保9（1724）10/9
60 松前報広 〃 当主の勤務年数 松前広屯 〃 元禄6（1693）12/9

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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が
無
い
組
は
あ
っ
て
も
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
は
必
ず
あ
っ
た
。
併
用
と
は

い
っ
て
も
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
選
抜
方
法
が
本
筋
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。

享
保
二
十
年
の
惣
領
番
入

享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
九
月
十
九
日
の
惣
領
番
入
（
総
勢
五
十
一
名
）
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、『
柳
営
日
次
記
』
に
は
「
両
御
番
江
御
番
入
被　

仰
付
候）
49
（

」

と
あ
る
の
み
で
、
惣
領
番
入
の
理
由
が
書
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
手
が
か
り

は
あ
る
と
考
え
る
。

表9　享保16年（1731）の惣領番入【総勢96名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（7） 武芸吟味（7）

西丸新番組頭 1

大番組頭 5

中奥番 1

書院番（6） 武芸吟味（6）

新番組頭 1

大番組頭 4

西丸膳奉行 1

西丸書院番（1） 武芸吟味（1） 大番組頭 1

大番（65）

武芸吟味（46）

蓮浄院用人 1

裏門切手番頭 2

二丸広敷番頭 1

広敷番頭 1

西丸小納戸 1

富士見宝蔵番頭 1

小十人組頭 1

西丸小十人組頭 1

金奉行 1

新番番士 5

西丸新番番士 4

納戸番 2

大番番士 24

当主の勤務年数（19）

西丸裏門切手番頭 1

天英院広敷番頭 1

台所奉行 1

新番番士 2

西丸新番番士 1

納戸番 1

大番番士 11

西丸小十人組頭 1

小十人組（17）

武芸吟味（10名）
小十人組番士組 6

西丸小十人組番士 4

当主の勤務年数（7名）
小十人組番士組 4

西丸小十人組番士 3
・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表10　各組からの番入

組名 番入の理由 人数

酒井日向守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

山名因幡守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

阿部出雲守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

酒井紀伊守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

杉浦出雲守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

曽我周防守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

板倉下野守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 0

市橋壱岐守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

小堀備中守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

戸田右近将監組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

森川下総守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

板倉伊予守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』から作成した

表11　享保20年（1735）の惣領番入【総勢51名】

番入先
（人数）

番入の理由
（人数）

内訳
当主の役職 人数

小性組（24） 不明（24）

勘定奉行 2
作事奉行 1
小普請奉行 2
長崎奉行 1
大坂町奉行 1
禁裏附 1
山田奉行 1
日光奉行 1
先手弓頭 1
先手鉄炮頭 5
西丸裏門番頭 1
徒頭 2
西丸小十人頭 1
留守居番 1
小納戸 1
船手 1
小性 1

書院番（14） 不明（14）

西丸鑓奉行 1
駿府町奉行 1
月光院用人 1
宗武附用人 1
先手弓頭 2
先手鉄炮頭 3
西丸小納戸 1
養仙院用人 1
利根姫用人 1
二丸留守居 1
小性 1

西丸書院番（13） 不明（13）

勘定奉行 1
普請奉行 1
京都町奉行 1
禁裏附 1
天英院用人 1
宗武附用人 1
先手弓頭 2
先手鉄炮頭 2
小納戸 1
西丸小納戸 1
西丸目付 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表12　享保20年（1735）に番入した惣領一覧①

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日
松波正峯 西丸書院番 松波正春 勘定奉行 享保3（1718）閏10/19　徒頭
神谷久武 小性組 神谷久敬 勘定奉行 享保8（1723）5/4　勘定吟味役
石野範至 小性組 石野範種 勘定奉行 享保5（1720）1/11　使番
天野正興 書院番 天野昌孚 西丸鑓奉行 宝永2（1705）1/15　使番
木下信恭 小性組 木下信名 作事奉行 正徳2（1712）6/25　使番
水野忠上 西丸書院番 水野忠伸 普請奉行 享保8（1723）6/6　使番
山岡景之 小性組 山岡景久 小普請奉行 享保4（1719）1/11　小十人頭
石河某 小性組 石河政朝 小普請奉行 享保9（1724）2/15　徒頭
窪田忠一 小性組 窪田忠任 長崎奉行 享保5（1720）5/1　西丸小納戸
向井政強 西丸書院番 向井政暉 京都町奉行 享保4（1719）12/11　徒頭
松平忠刻 小性組 松平勘敬 大坂町奉行 正徳4（1714）3/1　大坂船手
松平忠英 小性組 松平忠一 禁裏附 正徳1（1711）6/7　使番
桑山元如 西丸書院番 桑山元武 禁裏附 宝永6（1709）12/27　小納戸
堀直与 小性組 堀直知 山田奉行 享保11（1726）7/25　小性組組頭
蜂屋貞聴 小性組 蜂屋貞廷 日光奉行 享保11（1726）7/1　徒頭
嶋正備 書院番 嶋政祥 駿府町奉行 享保2（1717）1/28　使番
有田基敦 西丸書院番 有田基建 宗武附用人 享保10（1725）7/11　宗武附近習
坪井長敦 書院番 坪井長記 宗武附用人 享保10（1725）7/11　宗武附近習
小笠原持賢 小性組 小笠原持広 先手弓頭 享保11（1726）2/3　徒頭
渡辺久敦 書院番 渡辺久盼 先手弓頭 享保10（1725）6/28　小十人頭
押田勝輝 西丸書院番 押田栄勝 先手弓頭 享保5（1720）3/21　小十人頭
石尾氏記 西丸書院番 石尾氏茂 先手弓頭 享保9（1724）10/9　書院番組頭
鳥居忠余 西丸書院番 鳥居成豊 先手鉄炮頭 宝永4（1707）8/12　使番
佐々木正敏 小性組 佐々木正庸 先手鉄炮頭 正徳2（1712）6/25　徒頭
高田政峯 書院番 高田政孝 先手鉄炮頭 正徳4（1714）1/11　徒頭
吉田盛美 西丸書院番 吉田盛封 先手鉄炮頭 正徳4（1714）3/15　徒頭
小川正倖 書院番 小川保関 先手鉄炮頭 享保7（1722）1/11　使番
市岡正峯 小性組 市岡正次 先手鉄炮頭 享保6（1721）1/11　小性組組頭
曽我祐弘 小性組 曽我助賢 先手鉄炮頭 享保3（1718）5/2　小十人頭
朝岡興戸 小性組 朝岡方喬 先手鉄炮頭 正徳5（1720）1/11　徒頭
戸田忠汎 小性組 戸田忠就 先手鉄炮頭 享保9（1724）12/15　書院番組頭
松平親元 書院番 松平親春 先手弓頭 正徳3（1713）2/29　桐間番組頭
池田政胤 書院番 池田政相 先手鉄炮頭 享保10（1725）6/28　小十人頭
小栗供忠 小性組 小栗忠親 西丸裏門番頭 享保10（1725）3/2　西丸裏門番頭
藤懸永房 小性組 藤懸永直 徒頭 享保9（1724）12/15　徒頭
川勝氏方 小性組 川勝氏令 徒頭 享保9（1724）8/5　徒頭
蜂屋貞恒 小性組 蜂屋可寛 西丸小十人頭 享保11（1726）1/28　西丸小十人頭
岩田俊式 西丸書院番 岩田定勝 小納戸 享保1（1716）6/25　小納戸
小笠原義章 西丸書院番 小笠原義峯 西丸小納戸 享保9（1724）12/11　二丸小納戸
玉虫茂雅 小性組 玉虫茂喜 留守居番 享保4（1719）7/7　京都代官
高山利雄 西丸書院番 高山記通 西丸目付 享保6（1721）5/20　徒頭
稲垣正喜 小性組 稲垣正武 小納戸 享保10（1725）12/1　小納戸
富松広儔 書院番 富松基春 西丸小納戸 享保1（1716）9/2　二丸小納戸
新見正仲 小性組 新見正員 船手 享保11（1726）11/28　船手
飯塚忠餘 書院番 飯塚昭之 二丸留守居 享保1（1716）9/9　小納戸
磯野政武 書院番 磯野政昉 小性 享保1（1716）6/25　小性
喜多村政峯 小性組 喜多村正矩 小性 享保1（1716）6/25　小性
・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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ま
ず
、
内
訳
を
ま
と
め
た
表
11
を
見
て
み
よ
う
。
当
主
の
役
職
は
全
て
諸
大

夫
役
・
布
衣
役
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
広
敷
用
人
が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
五
番
方
の

番
士
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
表
12
は
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
内
か
ら
広
敷
用

人
の
惣
領
を
除
い
た
一
覧
で
あ
る
が
、
お
し
な
べ
て
足
掛
け
十
年
以
上
の
布
衣

役
勤
務
が
あ
る
。
表
13
は
広
敷
用
人
の
惣
領
の
一
覧
で
あ
る
が
、
養
仙
院
用
人

武
川
国
隆
は
布
衣
役
勤
務
が
十
年
未
満
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
の
惣
領
番

入
で
み
ら
れ
る
傾
向
は
十
二
年
の
傾
向
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
二
十
年

の
惣
領
番
入
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
も
の
と
大
奥
か
ら
の
推
挙
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

元
文
四
年
の
惣
領
番
入

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
六
月
二
十
九
日
の
惣
領
番
入
は
表
14
の
通
り
で
あ

る
。
享
保
二
十
年
と
同
じ
く
『
柳
営
日
次
記
』
に
番
入
の
理
由
が
書
か
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
武
芸
吟
味
に
よ
る
惣
領
番
入
が
あ
っ
た
享
保
九
年
、
十
五
年
の

惣
領
番
入
と
同
様
に
両
番
番
士
の
惣
領
が
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
芸
吟
味

は
実
施
さ
れ
、
そ
の
成
績
に
よ
り
番
入
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

表
15
は
同
年
番
入
し
た
惣
領
四
十
四
名
の
一
覧
で
あ
る
。
小
性
組
六
組
、
西

丸
小
性
組
四
組
、
書
院
番
八
組
、
西
丸
書
院
番
四
組
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
二
名
ず

つ
番
入
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
一
名
が
足
掛
け
三
十
年
を
越
え
て
勤
務
し
、
も

う
一
人
が
十
数
年
か
ら
二
十
数
年
程
度
の
勤
務
年
数
に
留
ま
っ
て
い
る
組
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
享
保
十
五
年
の
事
例
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
当
主
の
勤
務

表13　享保20年（1735）に番入した惣領一覧②

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主役職 当主の布衣役就任年月日
桜井信周 西丸書院番 桜井正充 天英院用人 正徳2（1712）6/16　小納戸
安藤信形 書院番 安藤信秀 月光院用人 享保9（1724）8/5　月光院用人
武川恒充 書院番 武川国隆 養仙院用人 享保17（1732）1/15　養仙院用人
太田正房 書院番 太田正員 利根姫用人 享保10（1725）1/28　西丸納戸頭

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表14　元文4年（1739）の惣領番入【総勢44名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（20） 不明（20）
書院番番士 14
西丸書院番番士 6

西丸小性組（4） 不明（4）
書院番番士 2
西丸書院番番士 2

書院番（12） 不明（12）
小性組番士 6
西丸小性組番士 6

西丸書院番（8） 不明（8）
小性組番士 6
西丸小性組番士 2

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表15　元文4年（1739）に番入した惣領一覧

惣領氏名 惣領の番入先 当主氏名 当主の所属する組 当主の番入年月日
河野通賢 西丸書院番 河野通春 小性組（青山備後守組） 宝永2（1705）10/13
本多久時 書院番 本多久命 〃 宝永1（1704）6/11
千村某 書院番 千村政時 小性組（皆川山城守組） 享保3（1718）3/16
野々山兼有 西丸書院番 野々山元長 〃 宝永2（1705）10/13
片岡信允 西丸書院番 片岡和隆 小性組（神尾大和守組） 正徳3（1713）5/18
松田某 〃 松田某 〃 宝永1（1704）6/11
織田信允 書院番 織田長喬 小性組（松平豊前守組） 宝永1（1704）6/11
大河原信良 〃 大河原光良 〃 宝永6（1709）4/6
竹川明清 西丸書院番 竹川明苓 小性組（松平采女正組） 享保9（1724）10/9
鳥居信久 書院番 鳥居信安 〃 宝永2（1705）10/13
内藤正秀 書院番 内藤正統 小性組（佐野中兵衛尉組） 宝永6（1709）4/6
遠山兼忠 西丸書院番 遠山貫慶 〃 宝永6（1709）4/6
小花和成広 書院番 小花和成興 西丸小性組（丹羽五左衛門組） 正徳3（1713）5/18
松野親喜 西丸書院番 松野親移 〃 享保9（1724）10/9
水野忠祗 西丸書院番 水野忠福 西丸小性組（柴田但馬守組） 享保9（1724）10/9
朝比奈泰輝 書院番 朝比奈泰尚 〃 宝永4（1707）11/18
曽根長頭 書院番 曽根定信 西丸小性組（中根大隅守組） 享保3（1718）3/16
松平康敬 〃 松平康門 〃 元禄6（1693）12/9
瀧川一因 書院番 瀧川一？ 西丸小性組（松平備後守組） 宝永6（1709）4/6
小堀政明 〃 小堀政良 〃 享保3（1718）3/16
土岐頼門 小性組 土岐頼在 書院番（青山丹後守組） 享保3（1718）3/16
遠山景次 西丸小性組 遠山景信 〃 宝永6（1709）4/6
本多正尹 小性組 本多正孟 書院番（高力摂津守組） 正徳3（1713）3/11
土岐頼克 〃 土岐頼堅 〃 元禄14（1701）4/23
阿部正輔 小性組 阿部正敏 書院番（酒井越中守組） 享保2（1717）3/18
三枝国中 〃 三枝守景 〃 元禄11（1698）3/19
窪田正忠 小性組 窪田正勝 書院番（米津周防守組） 正徳3（1713）5/18
山本正守 〃 山本正仲 〃 宝永6（1709）4/6
大井昌克 小性組 大井昌全 書院番（戸田備後守組） 正徳3（1713）5/18
戸川安長 〃 戸川安通 〃 宝永1（1704）6/11
永井尚照 小性組 永井尚広 書院番（嶋津山城守組） 享保7（1722）3/28
神保長照 〃 神保長休 〃 宝永6（1709）4/6
松平正淳 小性組 松平正命 書院番（船越駿河守組） 享保12（1727）5/21
布施正久 西丸小性組 布施正隆 〃 宝永6（1709）4/6
上田貞朋 小性組 上田敬貞 書院番（大久保対馬守組） 享保1（1716）3/12
菅沼定矩 〃 菅沼定泰 〃 宝永6（1709）4/6
大野定艮 小性組 大野定穏 西丸書院番（青木縫殿頭組） 宝永6（1709）4/6
斎藤正右 〃 斎藤正久 〃 享保4（1719）10/18
依田盛憙 西丸小性組 依田盛紀 西丸書院番（水野河内守組） 宝永6（1709）2/21
山口直救 小性組 山口直倫 〃 享保13（1728）9/13
斎藤総摸 小性組 斎藤総成 西丸書院番（酒井出雲守組） 享保7（1722）2/7
南条俊名 〃 南条俊賢 〃 宝永6（1709）4/6
神忠強 西丸小性組 神忠聴 西丸書院番（戸田遠江守組） 元禄11（1698）8/18
河野通虎 小性組 河野通壽 〃 享保9（1724）10/9
・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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寛
保
二
年
の
惣
領
番
入

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
十
二
月
三
日
に
実
施
さ
れ
た
惣
領
番
入
の
内
訳
は

表
16
の
通
り
で
あ
る
。
総
勢
九
十
七
名
の
番
入
で
あ
る
。
同
年
の
惣
領
番
入
に

つ
い
て
、『
柳
営
日
次
記
』
に
は
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
、
当
主
の
年
数
に
よ

る
惣
領
番
入
の
他
、「
芸
術
年
数
ニ
付）

50
（

」
惣
領
番
入
と
の
表
記
が
あ
る
。
表
16

の
「
番
入
の
理
由
」
欄
に
「
武
芸
／
当
主
」
と
し
て
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
芸
術
」
と
は
武
芸
吟
味
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
ろ
う
し
、「
年
数
」
と
は
当
主

の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
惣
領
の
番
入
理
由
を

書
き
分
け
る
手
間
を
省
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
番
士
の
惣
領
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
惣

年
数
に
よ
る
番
入
も
武
芸
吟
味
と
同
じ
く
組
ご
と
の
選
出
で
あ
る
か
ら
、
断
言

は
で
き
な
い
も
の
の
一
名
が
武
芸
吟
味
、
一
名
が
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番

入
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
無
論
、
二
名
と
も
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
で
あ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
）。

表16　寛保2年（1742）の惣領番入【総勢97名】

番入先（人数） 番入の理由（人数）
内訳

当主の役職 人数

小性組（8） 武芸/当主（8）
新番組頭 2
大番組頭 6

書院番（7） 武芸/当主（7） 大番組頭 7
西丸書院番（1） 武芸/当主（1） 新番組頭 1

大番（63）

武芸/当主（8）
納戸組頭 2
小十人組頭 3
西丸小十人組頭 1

武芸吟味（36）

新番番士 6
西丸新番番士 2
腰物方 1
納戸番 1
西丸納戸番 1
大番番士 25

当主の勤務年数（19）

新番番士 6
西丸新番番士 2
納戸番 1
大番番士 11

小十人組（19）
武芸吟味（11）

小十人組番士組 7
西丸小十人組番士 4

当主の勤務年数（8）
小十人組番士組 6
西丸小十人組番士 2

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表17　大番からの番入

組名 番入の理由 人数

堀式部少輔組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

青山備後守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

本多兵庫頭組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

有馬備後守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

杉浦出雲守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

朽木和泉守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

本庄大和守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

藤堂肥後守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

酒井越中守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

菅沼織部組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

井上遠江守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

堀田出羽守組
武芸吟味 2
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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領
番
入
で
両
番
番
士
の
惣
領
が
対
象
と
さ
れ
た
故
か
、
同
年
の
惣
領
番
入
に
於

い
て
は
大
番
・
新
番
・
小
十
人
組
番
士
の
惣
領
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
表
17

は
大
番
各
組
か
ら
の
惣
領
番
入
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
武
芸
吟

味
に
よ
る
番
入
が
二
名
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
が
一
名
で
あ
る
。
表

18
は
新
番
、
表
19
は
小
十
人
組
か
ら
の
惣
領
番
入
を
ま
と
め
た
表
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
が
一
名
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
が
一

名
。
小
十
人
組
に
つ
い
て
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
が
無
か
っ
た
組
が

あ
る
が
、
お
お
む
ね
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。

小
括

以
上
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
か
ら
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
至
る
、

吉
宗
治
世
下
で
実
施
さ
れ
た
惣
領
番
入
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

実
質
的
に
武
芸
吟
味
に
よ
る
選
抜
の
み
で
始
ま
っ
た
惣
領
番
入
制
度
は
、
当

主
の
勤
務
年
数
と
い
う
基
準
を
加
え
、
年
々
そ
の
規
模
を
拡
大
し
、
総
勢
で
四

九
六
名
の
惣
領
が
番
入
を
果
た
し
て
い
る
。
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
「
惣
御
番

入
」
制
度
の
規
模
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
結
果
的
に
は
相
当
の
人
数
が
番
入

し
て
い
る
。

武
芸
吟
味
に
よ
る
番
入
と
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
整
理
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
明
ら
か
な
通
り
、
五
番
方
番
士

の
惣
領
が
対
象
に
加
え
ら
れ
て
い
る
事
例
の
場
合
（
享
保
九
年
、十
年
、十
五
年
、

十
六
年
、
元
文
四
年
、
寛
保
二
年
）、
内
訳
を
見
る
限
り
、
必
ず
武
芸
吟
味
は
実

表18　新番からの番入

組名 番入の理由 人数

仙石次兵衛組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

松前八兵衛組
武芸/当主 1
武芸/当主 1

高田忠右衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

菅沼民部組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

菅沼主膳正組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

高山安左衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

市川十次郎組
（西丸新番）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

神保四郎右衛門組
（西丸新番）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表19　小十人組からの番入

組名 番入の理由 人数

鈴木源五右衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

佐野次郎太郎組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

中嶋百助組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

酒井吉右衛門組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 0

堀甚五兵衛組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

榊原大膳組
武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

有馬兵蔵組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

諏訪勘兵衛組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 0

山高左大夫組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 0

蜂屋半之丞組
（西丸小十人組）

武芸吟味 1
当主の勤務年数 1

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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施
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
に
比
し
て
武
芸

吟
味
に
よ
る
番
入
の
人
数
は
常
に
優
越
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
当
主
の
勤

務
年
数
が
番
入
理
由
の
中
心
と
な
っ
た
享
保
十
二
年
、
二
十
年
の
場
合
、
対
象

と
な
っ
て
い
る
の
は
布
衣
役
以
上
の
役
職
従
事
者
の
惣
領
で
あ
り
、
番
士
の
惣

領
は
見
当
た
ら
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
は
、
武
芸
吟
味
（
及
び
武
芸
吟
味
に
よ

る
番
入
）と
は
番
士
の
惣
領
が
主
た
る
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

番
士
の
惣
領
に
と
っ
て
、
番
入
に
武
芸
吟
味
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
の

話
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
番
士
の
惣
領
に
対
す
る
選
考

に
あ
っ
て
は
武
芸
吟
味
が
中
心
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

惣
領
番
入
制
度
の
内
実

第
一
節　

組
内
か
ら
の
選
出

前
章
に
於
い
て
、
惣
領
番
入
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。

五
番
方
番
士
の
惣
領
の
番
入
に
あ
っ
て
は
一
貫
し
て
武
芸
吟
味
の
重
要
性
が
保

た
れ
た
こ
と
が
そ
の
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
第
一
章
の
分
析

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
こ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
享
保
十
五
年
の
惣
領
番
入
を
題
材

と
し
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
そ
の
精
度
を
高
め
よ
う
と
考
え
る
（
適
宜
表
8
も

参
照
さ
れ
た
い
）

勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
の
限
界

ま
ず
は
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
惣
領
番
入
に
つ
い
て
、
そ
の
限
界
を
取

り
上
げ
る
。
同
年
、
こ
の
選
抜
方
法
で
番
入
し
た
惣
領
に
つ
い
て
、『
柳
営
日

次
記
』
に
は
「
親
共
久
々
御
番
相
勤
候
ニ
付）
51
（

」
と
い
う
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
で
は
具
体
性
に
欠
け
る
。
前
章
に
於
い
て
各
組
の
選
別
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、「
組
ご
と
に
最
も
勤
務
年
数
の

長
い
番
士
の
惣
領
が
選
出
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
の
点
を

証
明
す
る
。

表
20
は
『
御
番
士
代
々
記
』
か
ら
作
成
し
た
、
同
年
八
月
十
九
日
段
階
で
の

小
性
組
滝
川
播
磨
守
組
番
士
の
一
覧
で
あ
る
。
ま
た
、
表
21
は
同
じ
く
書
院
番

大
久
保
豊
前
守
組
の
番
士
一
覧
で
あ
る
。

二
つ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
最
も
古
株
の
（
勤
務
年
数
の
長
い
）
番
士

は
そ
れ
ぞ
れ
小
倉
正
矩
（
表
20
の
1
）、
内
藤
信
政
（
表
21
の
1
）
で
あ
り
、
両

名
の
惣
領
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
傾

向
は
他
の
組
で
も
同
様
で
あ
り
、
小
性
組
松
平
下
野
守
組
の
山
本
邑
旨）
52
（

や
阿
部

志
摩
守
組
の
服
部
信
解）
53
（

、
三
浦
玄
蕃
組
の
三
浦
正
良）
54
（

、
水
野
河
内
守
組
の
彦
坂

元
晴）
55
（

、
書
院
番
久
貝
忠
左
衛
門
組
の
嶋
津
久
周）
56
（

や
高
木
伊
勢
守
組
の
松
崎
忠

延）
57
（

、
西
丸
書
院
番
藤
堂
肥
後
守
組
の
塚
原
昌
親）

58
（

、
酒
井
豊
前
守
組
の
御
手
洗
正

矩）
59
（

、
酒
井
伯
耆
守
組
の
松
前
広
屯）
60
（

は
組
中
で
最
も
勤
務
年
数
が
長
く
、
惣
領
は

当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
組
も
あ
る
が
、
説
明
は
つ
く
。
例
え
ば
小
性
組
青

山
丹
後
守
組
で
あ
る
が
、
同
組
加
藤
忠
政
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
か
ら
の

勤
務
で
、
惣
領
の
忠
道
が
勤
務
年
数
に
よ
り
番
入
し
て
い
る）
61
（

。
こ
れ
に
対
し
て
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表20　小性組滝川播磨守組の番士一覧

No. 家禄 当主の氏名 当主の番入時期等

 1 1200石 小倉正矩　◎惣領正房が当主の勤務年数により番入
（十兵衛、忠右衛門）　※一学

元禄4（1691）12/2　部屋住より
　正徳4（1714）11/29　家督相続

 2  400俵 本多久命
（与惣左衛門） 宝永1（1704）6/11　 小普請より

 3  500石 椿井政好
（喜之助）　※数馬 宝永2（1705）10/13　小普請より

 4  500石 九鬼隆之
（左兵衛、十兵衛）　※孫四郎 宝永2（1705）10/13　小普請より

 5  300俵 河野通春
（孫四郎、権兵衛） 宝永2（1705）10/13　小普請より

 6  500石 榊原秀豊
（内匠、権右衛門）　※七左衛門 宝永4（1707）11/18　小普請より

 7 1300石 佐久間信詮
（宇右衛門）　※右衛門八

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保5（1720）5/23　 家督相続

 8  400俵 小俣敬中
（宮内、七郎左衛門）　※喜太郎

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保9（1724）12/12　家督相続

 9  400俵 諏訪正晴　◎惣領正倫が武芸吟味にて番入
（庄次郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳3（1713）2/26　 家督相続

10  600石 花房正敏
（式部、兵右衛門）　※勝之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保17（1732）12/27 家督相続

11  300石 安西元春
（喜右衛門、甚兵衛）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保10（1725）/5/27 家督相続

12  300俵 朝岡國隆
（新七郎）　※鍋之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保12（1727）4/21　家督相続

13 1480石 筧為照
（半四郎）　※元次　

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳3（1713）12/27　家督相続

14  700石 深津正房　◎惣領正尚が武芸吟味にて番入
（一学、八郎右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保7（1722）7/11　 家督相続

15  300石
※200石100俵

横田栄松
（半十郎、十郎兵衛、壱岐守）　※竹次郎、小十郎

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保19（1734）12/7　家督相続

16  500石 松崎良時
（善兵衛） 正徳3（1713）9/18　小石川御殿奉行より

17  400俵 榊原清庸　※久敬
（織江、彦九郎） 享保3（1718）3/16　小普請より

18 1000石 荒川匡冨
（宮内、助九郎） 享保4（1719）10/18　小普請より

19 1000石 内藤信安
（主計）　※荒之助 享保4（1719）10/18　小普請より

20  700石 阿部正在
（三次郎） 享保4（1719）10/18　小普請より

21  600石 山木正信
（菅太郎、五郎左衛門、筑前守） 享保4（1719）10/18　小普請より

22  400石 木村安根　※安益
（新蔵） 享保4（1719）10/18　小普請より

23  300俵 冨永泰兼
（長次郎、孫大夫） 享保4（1719）10/18　小普請より

24  300俵 戸川安章
（権左衛門） 享保4（1719）10/18　小普請より
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同
組
の
太
田
資
光
は
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
か
ら
勤
務

し
て
お
り）
62
（

、
忠
政
の
勤
務
年
数
と
は
十
年
以
上
の
差
が
あ

る
。
し
か
し
資
光
惣
領
の
資
盛
は
元
禄
六
年
に
番
入
し
て

お
り）
63
（

（「
惣
御
番
入
」）、
惣
領
番
入
の
対
象
か
ら
は
外
れ
る

の
で
あ
る
。
小
性
組
松
平
阿
波
守
組
の
場
合
も）
64
（

、
勤
務
年

数
に
よ
り
惣
領
が
番
入
し
た
山
高
信
礼
は
元
禄
十
五
年
か

ら
の
勤
務）
65
（

、
同
組
に
は
元
禄
十
年
か
ら
勤
務
し
て
い
る
加

藤
正
英）
66
（

が
い
る
が
、
正
英
惣
領
の
正
名
は
享
保
九
年
に
番

入
し
て
お
り）
67
（

（
惣
領
番
入
）、
や
は
り
惣
領
番
入
の
対
象

か
ら
は
外
れ
る
。

ま
た
、
惣
領
の
年
齢
も
関
係
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
表

22
は
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
年
齢
（
数
え
年
）
の
一
覧

で
あ
る
。
年
齢
が
不
明
の
事
例
も
あ
る
が
、
上
は
四
十
九

歳
（
深
津
政
孟
、
表
22
の
20
）
か
ら
下
は
十
七
歳
（
下
曽
根

信
一
、
表
22
の
34
）、
平
均
し
て
二
十
八
歳
で
あ
る
。
こ
の

観
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
例
え
ば
書
院
番
戸
田
土
佐
守
組

の
松
平
隆
任
惣
領
隆
堯
は
当
時
十
四
歳
で）

68
（

、
明
ら
か
に
若

す
ぎ
る
。
隆
任
は
元
禄
九
年
か
ら
の
勤
務
で
あ
り）
69
（

、
宝
永

元
年
（
一
七
〇
四
）
か
ら
の
勤
務
で
あ
る
同
組
津
田
信
成）
70
（

よ
り
も
古
株
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、信
成
惣
領
（
信
英
、

二
十
八
歳
、
表
22
の
48
）
が
勤
務
年
数
に
よ
り
番
入
し
た

25  300俵 小笠原正淳
（孫次郎）　※熊之助 享保4（1719）10/18　小普請より

26 1400石 赤井忠通　※忠道
（采女、修理、五郎作）　※宗五郎、兵大夫

享保9（1724）7/26　 部屋住より
　享保15（1730）8/5　 家督相続

27 ※550石 冨永記浮
（平助）

享保9（1724）7/26　部屋住より
延享4（1747）6/7　大御所附御膳奉行　
　宝暦4（1754）6/2　家督相続

28 3000石 岡部長威　※長臧
（大学、主水）　※岩之丞 享保9（1724）10/9　 寄合より

29  600石 長田安都
（半助、新右衛門） 享保9（1724）10/9　 寄合より

30 2000石 三好善政　※久政
（監物、主膳）　※駒之丞、帯刀 享保9（1724）10/9　 小普請より

31 1000石 佐橋佳遠
（左門、甚兵衛）　※辰之助 享保9（1724）10/9　 小普請より

32 1000石 朝比奈義忠
（百助） 享保9（1724）10/9　 小普請より

33 1000石 中根政秀
（図書）　※伝三郎 享保9（1724）10/9　 小普請より

34  600石 疋田正誰
（庄右衛門、帯刀、左門、喜右衛門）　※百助 享保9（1724）10/9　 小普請より

35  600石 小栗信道
（吉之丞）　※十郎右衛門 享保9（1724）10/9　 小普請より

36  500石 曽我助理
（権次郎）　※六之介、十左衛門、十左衛門 享保9（1724）10/9　 小普請より

37  300石 小倉正致
（源五郎） 享保9（1724）10/9　 小普請より

38  300俵 朝倉教周
（松之助、縫殿、武左衛門） 享保9（1724）10/9　 小普請より

39 1500石 筧正逸
（新之助、新兵衛）

享保12（1727）5/21　部屋住より
　享保17（1732）8/5　 家督相続

・『御番士代々記』（『御小性組一番名前目録』）、『寛政重修諸家譜』より作成した
・※は『寛政重修諸家譜』による修正である
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表21　書院番大久保豊前守組の番士一覧

No. 家禄 当主の氏名 当主の番入時期等

 1  300石
内藤信政　※章重　◎惣領政植が当主の勤務年数により番入
（虎之助、八左衛門、久四郎）

天和1（1681）2/26　 小普請より

 2  600石
小笠原長方
（八右衛門）　※平十郎

元禄6（1693）12/9　部屋住より
　宝永5（1708）―/―　家督相続　※宝永5/11/29

 3  300俵
小林正賀
（平助、権八郎）

元禄6（1693）12/9　 部屋住より
　享保14（1729）1/1　家督相続

 4  300俵
青山長恒
（善左衛門）　※善五郎

元禄7（1694）閏5/6　新番より

 5  600石
土岐頼賢　※頼之、頼堅
（縫殿助、藤兵衛）　※内蔵助

元禄14（1701）4/23　小普請より

 6  300俵
栗原利規
（仁右衛門）　※主馬助、長右衛門

宝永1（1704）6/11　小普請より

 7  500石
堀利照
（喜兵衛、七郎兵衛）　※七十郎、七郎五郎、太郎左衛門

宝永3（1706）4/12　部屋住より　※元禄6/12/9
　享保8（1723）9/2　家督相続

 8
580石2斗
※580石余

青木信祐
（与十郎、与兵衛、与右衛門）　※弥三郎

宝永6（1709）4/6　  部屋住より
　享保8（1723）7/23　 家督相続

 9 1000石
松平忠陣
（孫三郎）　※吉之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保10（1725）10/6　家督相続　※享保20/10/6

10  600石
久津見息信
（又八、又助）　※清吉

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保9（1724）12/25　家督相続

11  600石
内藤清賢
（平十郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保2（1717）10/19　家督相続 ※享保2/10/9

12  300石
西尾教邦
（七三郎、与三右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳1（1711）12/19　家督相続

13  500石
前田定信
（新五郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保4（1719）9/8　　家督相続　※享保4/11/27

14  750石
間宮信之
（一学）　※長兵衛

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保4（1719）8/29　 家督相続　※享保4/11/2

15  600石
細井勝峯
（左兵衛、宗八郎）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保19（1734）10/9　家督相続

16 1300石
桜井勝興
（又左衛門、庄之助）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保2（1717）8/16　家督相続

17  300俵
藤堂良帷　※良永
（弥十郎、九郎左衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　正徳2（1712）11/13　家督相続

18  400石
戸田政奉　◎惣領政珍が武芸吟味にて番入
（弥一右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　宝永6（1709）12/27　家督相続

19 1000石
大井政有
（午之助、庄十郎）　※牛之助

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保16（1731）11/9　家督相続

20  500石
中川忠恒
（吉右衛門）

宝永6（1709）4/6　部屋住より
　享保10（1725）5/2　家督相続

21  450俵
内藤正儀
（助五郎、十郎左衛門）

宝永7（1710）5/26　部屋住より
　正徳5（1715）12/11 家督相続

22  800石
本多正孟
（平右衛門）　※半之丞

正徳3（1713）3/11　小普請より

23
 800俵
※800石

猪飼正昌
（半之丞、半左衛門）　※半之助

正徳3（1713）3/11　小普請より

24  750石
大河内忠政　◎惣領政珍が武芸吟味にて番入
（源次郎、丹下）

正徳3（1713）3/11　小普請より

25  500石
大河内政音
（民部、善一朗）　※式部

正徳3（1713）3/11　小普請より

26  300俵
松平乗芳
（主馬）

正徳4（1714）11/28　小普請より　※享保12（1727）5/21
寛保1（1741）7/晦　家督相続前に死去（―）

27  400俵
内藤光恒
（新次郎、新五右衛門）　※新五郎、伝十郎

享保1（1716）5/16　小納戸より
　享保2（1717）4/26　家督相続
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の
は
こ
の
辺
り
の
事
情
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
こ
と

は
書
院
番
秋
元
隼
人
正
組）
71
（

や
水
谷
出
羽
守
組）
72
（

の
事
例
に
も
当
て
は
ま

る
。以

上
の
分
析
か
ら
、「
組
ご
と
に
最
も
勤
務
年
数
の
長
い
番
士
の

惣
領
が
選
出
」さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
原
則
は
、

武
芸
吟
味
の
重
要
性
を
逆
の
角
度
か
ら
照
射
し
て
い
る
。
即
ち
、
最

も
古
株
の
番
士
と
は
常
に
一
人
し
か
あ
り
得
ず
、
そ
れ
は
惣
領
本
人

の
力
で
左
右
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
、
武
芸
吟
味
に
よ
る
番

入
の
方
が
遥
か
に
可
能
性
の
あ
る
話
で
あ
っ
て
、
努
力
次
第
で
そ
の

道
は
開
け
る
の
で
あ
る
。

禄
高
と
の
関
係

惣
領
の
選
出
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
禄
高
は
影
響
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
武
芸
吟
味
の
裏
で
、
禄
高
が
物
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と

は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
23
は
、
同
年
に
番
入
し
た
惣
領
の
家
禄

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
禄
高
三
千
五
百
石
の
家
の
惣
領
で
あ
る

佐
野
仲
行
（
表
23
の
59
）
か
ら
三
百
俵
の
服
部
保
教
や
竹
田
政
行
（
表

23
の
4
、
8
）
ま
で
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
時
点
で
禄
高
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
組
内
で

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

表
20
か
ら
は
、
武
芸
吟
味
に
て
惣
領
が
番
入
し
た
諏
訪
正
晴
（
表

28  900石
内藤忠郷
（頼母）　※金次郎、甚五左衛門

享保4（1719）10/18　小普請より

29  600石
馬場利永
（左門、藤十郎）

享保4（1719）10/18　小普請より

30  600石
長田正武
（民部、兵左衛門）　※万五郎

享保4（1719）10/18　小普請より

31  300石
梶正峰
（与九郎）

享保4（1719）10/18　小普請より

32
1678石7斗
※1670石余

竹尾俊将
（四郎兵衛）

享保8（1723）4/3　　小普請より

33 1000石
一尾安通
（伊織）　※善三郎

享保8（1723）4/3　　小普請より

34  750石
松平忠隆　※忠陸
（伊織、帯刀、玄蕃頭、駿河守）

享保8（1723）4/3　　小普請より

35  500石
多賀常昭
（外記）　※午之助、大助

享保8（1723）4/3　　小普請より

36  300石
織田信豊
（長次郎）

享保8（1723）4/3　　小普請より

37  300俵
久松定堅
（弥一郎）　※兵吉

享保8（1723）4/3　　小普請より

38  300俵
小出栄応
（杢助）

享保8（1723）4/3　　小普請より

39
 250石
※245石5俵

大草忠直
（吉助、吉左衛門）

享保10（1725）10/25　部屋住より
　元文2（1737）5/3　　家督相続

40 1200石
榊原忠久　
（内蔵之丞、八兵衛）　※源次郎

享保12（1727）5/21　部屋住より
　享保14（1729）12/11 家督相続

41  600石
末高政常
（貞五郎）

享保12（1727）5/21　部屋住より
　元文3（1738）12/27　家督相続

42  500石
瀬名義珍　※貞孝
（伝右衛門）　※熊之助

享保12（1727）5/21　部屋住より
　享保12（1727）9/4　 家督相続

・『御番士代々記』（『御書院番二番名前目録』）、『寛政重修諸家譜』より作成した
・※は『寛政重修諸家譜』による修正である
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表22　番入時の年齢

No. 惣領氏名 年齢（数え年） No. 惣領氏名 年齢（数え年）

1 深津正尚 35 31 美濃部茂英 19

2 諏訪正倫 26 32 長谷川正直 21

3 小倉正房 28 33 福嶋正武 不明

4 服部保教 25 34 下曽根信一 17

5 近藤正利 44 35 川口長達 26

6 三浦正経 不明 36 佐野某 不明

7 金田正弥 23 37 鈴木政成 29

8 竹田政行 27 38 酒依義武 22

9 山本邑貞 34 39 嶋津久荏 36

10 嶋田直良 36 40 田付景林 22

11 諏訪頼純 28 41 春田直庸 22

12 服部信隆 26 42 天野成政 26

13 中山時庸 23 43 山本雅攄 31

14 深津正峯 20 44 松浦信秀 23

15 彦坂晴允 26 45 松崎忠富 29

16 児玉直等 24 46 松平親精 23

17 佐々正重 22 47 三田伴成 19

18 加藤忠道 26 48 津田信英 28

19 横山知盈 21 49 永田忠方 31

20 深津政孟 49 50 松平近繁 不明

21 山高信蔵 28 51 松下綱平 30

22 堀長寛 26 52 松平康当 23

23 須田盛与 33 53 坂部勝興 36

24 朝比奈勝乗 25 54 塚原昌博 32

25 小長谷政芳 20 55 徳永昌尚 29

26 内藤種丈 31 56 西尾教安 34

27 天野雄好 32 57 御手洗正良 34

28 戸田政珍 25 58 六郷政豊 25

29 大河内忠恒 23 59 佐野仲行 22

30 内藤政植 38 60 松前報広 48

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』から作成した
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20
の
9
）
の
禄
高
が
四
百
俵
で
あ
り
、
組
中
に
於
い
て
低
い
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
こ
の
点
を
際
だ
た
せ
る
為
、
表
24
を
見
て
み
よ
う
。
表
24
は
表
20
の
番

士
一
覧
よ
り
享
保
十
五
年
八
月
十
九
日
段
階
で
確
実
に
惣
領
の
い
る
番
士
の
み

を
抽
出
し）
73
（

、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
惣
領
と
そ
の
年
齢
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。
武
芸
吟
味
を
受
け
た
惣
領
が
ど
れ
だ
け
い
た
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
本
多
久
命
や
椿
井
正
好
、
榊
原
秀
豊
、
松
崎
良
時
ら
の
惣
領
（
表
24

の
2
、
3
、
4
、
10
）
は
年
齢
的
に
も
武
芸
吟
味
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
。

諏
訪
正
晴
の
惣
領
は
、
こ
れ
ら
の
惣
領
の
中
か
ら
番
入
を
勝
ち
取
っ
た
の
で
あ

り
、
禄
高
が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
表
21
か
ら
表
24
と
同
じ
条
件
で
番
士
を
抽
出
し
た
の
が
表
25

で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
同
じ
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
年
齢
か
ら
判
断
し
て
、

武
芸
吟
味
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
小
林
正
賀
、青
山
長
恒
、内
藤
清
賢
、

細
井
勝
峯
、
藤
堂
良
帷
、
一
尾
安
通
ら
の
惣
領
で
あ
ろ
う
（
表
25
の
2
、
3
、

7
、
11
、
12
、
13
、
21
）。
こ
の
内
、
家
禄
が
戸
田
政
奉
（
四
百
石
）
よ
り
も
高

い
の
は
内
藤
（
六
百
石
）、細
井
（
六
百
石
）、桜
井
（
千
三
百
石
）、一
尾
（
千
石
）

四
名
で
あ
り
、
や
は
り
禄
高
に
関
係
無
く
政
奉
の
惣
領
が
番
入
し
た
こ
と
は
間

違
い
無
い
。

以
上
、
武
芸
吟
味
は
家
禄
の
高
下
に
関
わ
ら
ず
判
断
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

番
入
出
来
な
か
っ
た
惣
領

同
年
の
惣
領
番
入
で
落
選
し
て
し
ま
っ
た
惣
領
の
、
そ
の
後
の
役
職
遍
歴
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
。

表
26
は
、
表
24
、
表
25
よ
り
、
同
年
の
武
芸
吟
味
を
受
け
た
可
能
性
の
高
い

惣
領
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
林
正
賀
や
青
山
長
聴
、
細
井
勝
美
、
桜
井

依
勝
の
場
合
（
表
26
の
5
、
6
、
8
、
9
）、
同
年
の
惣
領
番
入
か
ら
程
な
く
し

て
当
主
が
致
仕
（
引
退
）・
死
亡
し
て
、
早
い
段
階
で
家
を
継
ぎ
、
そ
の
後
数

年
で
両
番
番
士
に
な
っ
て
い
る
。
椿
井
安
長
や
榊
原
有
秀
も
、
右
の
四
人
ほ
ど

で
は
な
い
も
の
の
、
比
較
的
早
い
段
階
で
家
督
を
相
続
し
、
番
入
し
て
い
る
。

藤
堂
良
永
は
ど
う
か
（
表
26
の
10
）。
父
良
帷
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に

七
十
二
歳
で
致
仕
し
、
当
時
四
十
四
歳
の
良
永
が
家
督
を
相
続
、
翌
年
に
は
小

性
組
番
士
と
な
り
、天
明
三
年（
一
七
八
三
）に
老
齢
に
よ
り
辞
職
す
る
ま
で（
七

十
歳
）、
二
十
六
年
の
長
き
に
わ
た
り
小
性
組
番
士
を
勤
め
る）
74
（

。
一
尾
安
通
は

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）、
三
十
八
歳
で
家
督
を
相
続
し
た
も
の
の
そ
の
翌
年

に
は
死
去
す
る）
75
（

。
早
世
し
て
し
ま
っ
た
一
尾
は
と
も
か
く
と
し
て
、
良
永
の
場

合
は
そ
れ
な
り
に
順
調
な
役
職
遍
歴
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
様
に
、
惣
領
の
内
に
番
入
が
出
来
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
両
番
番
士
に

な
れ
る
家
は
元
々
家
格
は
高
い
の
で
あ
っ
て
、
家
督
相
続
さ
え
済
ま
せ
れ
ば
数

年
の
内
に
番
入
出
来
る
の
で
あ
る）
76
（

。
し
か
し
、
も
し
も
家
督
相
続
が
遅
れ
れ
ば

ど
う
な
る
の
か
。
例
え
ば
、
松
崎
良
純
（
表
26
の
4
）
で
あ
る
。
良
純
の
父
松

崎
良
時
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
か
ら
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
ま
で
小
性
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表23　番入時の禄高

No. 惣領氏名 惣領の家の禄高 No. 惣領氏名 惣領の家の禄高

1 深津正尚 700石 31 美濃部茂英 510石余

2 諏訪正倫 400俵 32 長谷川正直 1450石余

3 小倉正房 1200石 33 福嶋正武 500石

4 服部保教 300俵 34 下曽根信一 900石

5 近藤正利 330俵余 35 川口長達 300石

6 三浦正経 800石 36 佐野某 700石

7 金田正弥 1050石余 37 鈴木政成 1000石

8 竹田政行 300俵 38 酒依義武 430石余

9 山本邑貞 300石 39 嶋津久荏 500石

10 嶋田直良 300俵 40 田付景林 300俵

11 諏訪頼純 700石 41 春田直庸 500石

12 服部信隆 1200石 42 天野成政 500石

13 中山時庸 1500石 43 山本雅攄 600石余

14 深津正峯 750石 44 松浦信秀 400石

15 彦坂晴允 600石 45 松崎忠富 500石

16 児玉直等 300俵 46 松平親精 700石

17 佐々正重 200石100俵 47 三田伴成 300俵

18 加藤忠道 600石 48 津田信英 300俵

19 横山知盈 500石 49 永田忠方 300俵

20 深津政孟 500石 50 松平近繁 300俵

21 山高信蔵 1800石 51 松下綱平 500石

22 堀長寛 500石 52 松平康当 300石

23 須田盛与 450俵 53 坂部勝興 300俵

24 朝比奈勝乗 500石 54 塚原昌博 450石

25 小長谷政芳 1000石 55 徳永昌尚 1100石

26 内藤種丈 600石 56 西尾教安 300俵

27 天野雄好 1800石 57 御手洗正良 500石

28 戸田政珍 400石 58 六郷政豊 600石

29 大河内忠恒 750石 59 佐野仲行 3500石

30 内藤政植 300石 60 松前報広 500石

・『柳営日次記』、『寛政重修諸家譜』から作成した
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表24　小性組滝川播磨守組内での競争

No. 家禄 当主の氏名 惣領（年齢）

1 1200石 小倉正矩
小倉正房（28）
当主の勤務年数により番入

2  400俵 本多久命 本多久時（28）

3  500石 椿井政好 椿井安長（25）

4  500石 榊原秀豊 榊原有秀（23）

5  400俵 小俣敬中 小俣政章（9）

6  400俵 諏訪正晴
諏訪正倫（26）
武芸吟味により番入

7 1480石 筧為照 筧為昇（5）

8  700石 深津正房
深津正尚（35）
武芸吟味により番入

9 300石※200石100俵 横田栄松 横田尚松（16）

10  500石 松崎良時 松崎良純（36）

11  400俵 榊原清庸 榊原久友（13）

12 1000石 荒川匡冨 荒川匡武（年齢不詳）

13 1000石 内藤信安 内藤信就（9）

14  600石 山木正信 山木正篤（6）

15  400石 木村安根　※安益 木村安存（6）

16  300俵 戸川安章 戸川安勝（11）

17  300俵 小笠原正淳 小笠原正方（1）

18 1400石 赤井忠通　※忠道 赤井忠晶（4）

19 3000石 岡部長威　※長臧 岡部威衍（7）

20  600石 疋田正誰 疋田正綱（17）

21  600石 小栗信道 小栗信久（2）

22  500石 曽我助理 曽我某（年齢不詳）

23  300俵 朝倉教周 朝倉勝寿（3）

24 1500石 筧正逸 筧正知（11）

・『御番士代々記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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表26　番入出来なかった惣領（滝川播磨守組、大久保豊前守組）

No. 惣領（享保15年時の年齢） 惣領の家督相続、番入（年齢）

1 本多久時（28） 元文4（1739）6/29　書院番（37）
　宝暦1（1751）11/4　家督相続（49）

2 椿井安長（25） 　延享1（1744）11/2　家督相続（39）
同4（1747）3/26　小性組（42）

3 榊原有秀（23） 　寛保1（1741）4/5　家督相続（34）
同2（1742）7/3　書院番（35）

4 松崎良純（36） 　寛延2（1749）12/18　家督相続（55）
同3（1750）4/3　書院番（56）

5 小林正勝（23） 　享保17（1732）11/7　家督相続（25）
元文3（1738）12/4　西丸小性組（31）

6 青山長聴（26） 　享保18（1733）12/4　家督相続（29）
同20（1735）7/12　小性組（31）

7 内藤清勝（17） 　宝暦12（1762）10/5　家督相続（49）
明和3（1766）2/16　西丸小性組（53）

8 細井勝美（21） 　享保20（1735）5/6　家督相続（26）
同年8/23　書院番（〃）

9 桜井依勝（20） 　享保16（1731）12/27　家督相続（21）
享保20（1735）4/9　小性組（25）

10 藤堂良永（17） 　宝暦7（1757）10/16　家督相続（44）
同8（1758）2/20　小性組（45）

11 一尾通春（20） 　寛延1（1748）9/3　家督相続（38）
寛延1（1748）閏10/9　西丸書院番（〃）

・『御番士代々記』、『寛政重修諸家譜』より作成した

表25　書院番大久保豊前守組内での競争

No. 家禄 当主の氏名 惣領（年齢）
1  300石 内藤信政　※章重 内藤政植（38）

当主の勤務年数により番入
2  300俵 小林正賀 小林正勝（23）
3  300俵 青山長恒 青山長聴（26）
4 580石2斗

※580石余
青木信祐 青木信任（2）

5 1000石 松平忠陣 松平忠曉（11）
6  600石 久津見息信 久津美息満（13）
7  600石 内藤清賢 内藤清勝（17）
8  300石 西尾教邦 西尾教邦（16）
9  500石 前田定信 前田定儀（23）
10  750石 間宮信之 間宮信命（10）
11  600石 細井勝峯 細井勝美（21）
12 1300石 桜井勝興 桜井依勝（20）
13  300俵 藤堂良帷 藤堂良永（17）
14  400石 戸田政奉 戸田政珍（25）

武芸吟味にて番入
15  500石 中川忠恒 中川忠光（10）
16  800俵

※800石
猪飼正昌 猪飼正辰（年齢不詳）

17  750石 大河内忠政 大河内忠恒（23）
武芸吟味にて番入

18  300俵 松平乗芳 松平乗守（9）
19  400俵 内藤光恒 内藤光保（3）
20  600石 長田正武 長田正続（4）
21 1000石 一尾安通 一尾通春（20）
22  300俵 小出栄応 小出英雄（7）

・『御番士代々記』、『寛政重修諸家譜』より作成した
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組
番
士
を
勤
め
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
八
十
五
歳
で
致
仕
、
良
純
が
家
督

を
相
続
す
る
。
こ
の
間
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
の
惣
領
番
入
以
外
に
も

享
保
九
年
・
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
両
番
番
士
の
惣
領
を
対
象
と
し
た
惣

領
番
入
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
良
純
は
い
ず
れ
も
落
選
し
て
し
ま
っ
た
様
で

あ
る
（
何
ら
か
の
事
情
で
武
芸
吟
味
を
受
け
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
）。
惣
領

番
入
出
来
ぬ
ま
ま
、
よ
う
や
く
家
督
相
続
を
し
た
時
点
で
良
純
は
既
に
五
十
五

歳
。
翌
年
に
は
書
院
番
番
士
に
な
る
も
の
の
、
そ
の
九
年
後
、
宝
暦
九
年
（
一

七
五
九
）
に
は
死
去
す
る
（
六
十
五
歳）
77
（

）。

内
藤
清
勝
（
表
26
の
7
）
も
良
純
と
同
様
の
役
職
遍
歴
で
あ
る
。
清
勝
の
父
、

清
賢
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
か
ら
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
ま
で
書
院
番

番
士
を
勤
め
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
死
去
（
七
十
八
歳
）、
清
勝
は
四

十
九
歳
で
家
督
を
相
続
す
る
。惣
領
番
入
が
叶
わ
ぬ
ま
ま
の
家
督
相
続
で
あ
る
。

家
督
相
続
か
ら
四
年
後
の
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
は
書
院
番
番
士
に
な
る

も
の
の
、
九
年
後
の
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
は
死
去
す
る
（
六
十
二
歳）
78
（

）。

松
崎
良
純
や
内
藤
清
勝
の
様
な
事
態
に
陥
る
の
を
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
避
け

た
の
が
本
多
久
時
（
表
26
の
1
）
で
あ
る
。
久
時
は
十
五
年
の
番
入
こ
そ
叶
わ

な
か
っ
た
も
の
の
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
書
院
番

に
番
入
し
て
い
る
（
三
十
七
歳
、
そ
の
後
二
十
八
年
間
勤
務
）。
家
督
を
相
続
し

た
の
は
宝
暦
元
年
、
四
十
九
歳
の
時
で
あ
る
か
ら
、
十
二
年
の
差
が
あ
る
訳
で

あ
る）
79
（

。
以
上
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
家
督
を
相
続
す
る
の
が
遅
れ
、
高
齢

を
迎
え
る
ま
で
役
職
に
就
け
な
い
可
能
性
を
鑑
み
れ
ば
、
惣
領
の
内
に
番
入
す

る
こ
と
の
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
の
際
に
、
武
芸
吟
味
が
重
要
な
位
置
に

あ
る
こ
と
（
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
は
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
）、
武
芸
吟
味
は
家
禄
な
ど
で
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
番
入

し
た
い
惣
領
は
武
芸
に
励
む
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
惣
領
の
ま

ま
番
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
結
論

を
出
し
た
い
。

第
二
節　

惣
領
の
ま
ま
番
入
す
る
こ
と
の
利
点

惣
領
番
入
は
惣
領
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
恩
恵
に
な
っ
た
の
か
。
ま
ず
考
え

ら
れ
る
の
が
、
役
料
の
支
給
、
収
入
の
増
加
で
あ
ろ
う
。
惣
領
番
入
に
よ
っ
て

書
院
番
に
番
入
す
る
と
、
切
米
三
百
俵
が
支
給
さ
れ
る）

80
（

。
例
え
ば
小
性
組
三
浦

玄
蕃
頭
組
よ
り
番
入
し
た
服
部
保
教
（
表
23
の
4
）
で
あ
れ
ば
、
当
主
の
家
禄

三
百
俵
に
加
え
て
、
保
教
に
も
三
百
俵
が
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
服

部
家
の
収
入
は
倍
増
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
恩
恵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、

果
た
し
て
そ
れ
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
即
ち
、
昇
進
と
の
関
係
が

ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
、
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
恩

恵
を
解
き
明
か
し
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

表
27
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
番
入
し
た
惣
領
の
経
歴
の
一
覧
で
あ

り
、
当
主
や
先
代
当
主
の
経
歴
を
併
せ
た
も
の
で
あ
る
。
表
内
の
28
を
見
て
み

よ
う
。
惣
領
の
小
長
谷
政
房
が
布
衣
役
で
あ
る
小
性
組
組
頭
ま
で
昇
進
し
て
い
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る
の
に
対
し
、
当
主
の
友
長
・
先
代
の
政
友
は
書
院
番
番
士
で
生
涯
を
終
え
て

い
る
。『
寛
政
譜
』
に
よ
る
と
こ
の
家
系
で
布
衣
役
に
ま
で
昇
進
し
た
の
は
政

房
が
初
め
て
で
あ
る）
81
（

。

31
の
大
河
内
忠
恒
は
番
入
後
二
年
で
布
衣
役
で
あ
る
小
納
戸
に
な
っ
て
い

る
。
大
河
内
家
に
と
っ
て
は
先
々
代
の
忠
次
が
納
戸
頭
ま
で
昇
進
し
て
以
来
、

無
役
の
ま
ま
で
あ
っ
た
先
代
忠
勝
、
書
院
番
番
士
の
ま
ま
で
あ
っ
た
当
主
忠
政

を
経
て
、
久
し
ぶ
り
の
布
衣
役
昇
進
者
で
あ
る）
82
（

。

39
の
山
本
雅
攄
は
、
先
代
正
貞
が
小
性
組
番
士
、
当
主
正
延
が
書
院
番
番
士

の
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、
番
入
後
十
二
年
で
小
性
組
組
頭
に
昇
進
し
て
い

る
。こ

れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
惣
領
番
入
と
昇
進
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
様

に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
覆
す
反
例
は
多
々
あ
る
。
た
と
え
ば
19
の
嶋
田

直
良
で
あ
る
が
、
先
代
直
勝
、
当
主
直
寛
同
様
、
当
人
も
両
番
番
士
の
ま
ま
そ

の
役
職
遍
歴
を
終
え
て
い
る
。惣
領
本
人
を
含
め
て
三
代
、番
士
の
ま
ま
で
あ
っ

た
事
例
は
二
十
例
ほ
ど
あ
る
。

ま
た
、
6
の
菅
沼
武
勝
に
至
っ
て
は
当
主
定
勝
が
小
性
組
組
頭
、
先
手
鉄
炮

頭
と
い
っ
た
番
方
の
重
要
な
役
職
に
就
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
武
勝
自
身

は
書
院
番
番
士
の
ま
ま
昇
進
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
26
の
堀
長
寛
や
27
の
須

田
盛
与
は
、
先
代
・
当
主
共
に
布
衣
役
を
勤
め
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
当
人
は

書
院
番
番
士
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
、
先
代
や
当
主
が
布
衣
役
に
ま
で

昇
進
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
惣
領
が
番
士
の
ま
ま
で
あ
っ
た
事
例
は
二
十
例
近
く

あ
る
。

或
い
は
8
の
石
巻
康
隆
で
あ
る
。
康
隆
は
書
院
番
番
士
を
経
て
布
衣
役
の
徒

頭
に
昇
進
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
先
代
・
当
主
も
同
様
で
あ
る
。
10
の
牟
礼
葛

貞
も
西
丸
小
性
組
頭
や
先
手
鉄
炮
頭
を
歴
任
し
て
い
る
が
、
や
は
り
先
代
・
当

主
共
に
布
衣
役
に
就
い
て
い
る
。
布
衣
役
に
昇
進
し
た
の
が
惣
領
の
み
で
は
な

い
と
い
う
事
例
は
十
数
例
あ
る
。

仮
に
惣
領
の
ま
ま
番
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
昇
進
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
様
な
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
惣
領
番
入
と
昇
進
と
の
関
係
は

別
の
角
度
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
実
は
既
に
答
え
は
出
て
い
る
の
で
あ

る
。
即
ち
そ
れ
は
、
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
本
多
久
時
の
事
例
で
あ
る
。

前
節
に
於
い
て
、本
多
久
時
が
惣
領
番
入
し
た
の
は
元
文
四
年（
三
十
七
歳
）、

家
督
を
相
続
し
た
の
が
宝
暦
元
年
（
四
十
九
歳
）、
十
二
年
の
差
が
あ
る
と
し

た
。
も
し
も
久
時
が
惣
領
番
入
の
選
か
ら
洩
れ
続
け
た
と
し
た
ら
こ
の
十
二
年

間
は
無
職
の
ま
ま
の
部
屋
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
同
じ
こ
と

が
、
深
津
正
峯
（
表
27
の
21
）
や
内
藤
種
丈
（
表
27
の
29
）
な
ど
の
経
歴
か
ら

も
分
か
る
。

番
入
と
家
督
相
続
の
時
期
の
差
異
と
い
う
視
点
で
、
前
述
の
大
河
内
忠
恒
の

経
歴
を
再
度
確
認
し
て
み
よ
う
（
表
27
の
31
）。
忠
恒
が
小
性
組
に
番
入
し
た

の
は
享
保
十
五
年
、
二
十
三
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
に
小
納
戸
に
昇
進

し
、
そ
の
後
小
性
、
小
納
戸
と
布
衣
役
を
勤
め
、
原
因
は
不
明
で
あ
る
が
、
役

職
を
辞
し
て
寄
合
に
列
し
て
い
る
。
こ
の
経
歴
は
全
て
家
督
相
続
前
な
の
で
あ
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表
27　

惣
領
、
当
主
、
先
代
当
主
の
役
職
遍
歴

N
o.

惣
領

当
主

先
代
当
主

1

松
波
正
道［
武
芸
吟
味
］

（
善
次
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
19）

同
16（
1731）8/24　

相
続
前
に
死
去（
20）

松
波
正
春

（
勘
四
郎
/三
郎
兵
衛
/甚
兵
衛
/筑
後
守
）

　
元
禄
13（
1700）7/11　

家
督
相
続（
26）

同
14（
1701）8/26　

桐
間
番（
27）

宝
永
1（
1704）7/28　

小
納
戸（
30）

同
6（
1709）2/21　

書
院
番（
35）

享
保
3（
1718）閏

10/19　
徒
頭（
44）

同
9（
1724）11/15　

目
付（
50）

同
13（
1728）11/28　

小
普
請
奉
行（
54）

同
14（
1729）12/25　

勘
定
奉
行（
55）

元
文
1（
1736）8/12　

江
戸
町
奉
行（
62）

同
年
9/1　

大
目
付（
〃
）

延
享
1（
1744）6/2　

死
去（
70）

松
波
正
次

（
種
之
助
/甚
左
衛
門
）

　
貞
享
4（
1687）12/9　

家
督
相
続（
12）

元
禄
13（
1700）2/20　

無
役
の
ま
ま
死
去（
25）

2

小
菅
武
第［
武
芸
吟
味
］

（
富
之
助
/大
学
/猪
右
衛
門
/備
前
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
22）

　
延
享
2（
1745）12/27　

家
督
相
続（
37）

宝
暦
5（
1755）1/11　

使
番（
47）

同
7（
1757）12/1　

西
丸
目
付（
49）

明
和
7（
1770）閏

6/3　
奈
良
奉
行（
62）

安
永
5（
1776）12/12　

先
手
鉄
炮
頭（
68）

天
明
1（
1781）10/13　

寄
合（
73）

同
2（
1782）2/4　

死
去 （
74）

小
倉
正
親

（
次
郎
大
夫
/次
郎
八
/猪
右
衛
門
）

　
元
禄
5（
1692）12/12　

家
督
相
続（
10）

元
禄
15（
1702）5/10　

書
院
番（
20）

享
保
6（
1721）8/9　

小
性
組
組
頭（
39）

同
12（
1727）1/11　

新
番
頭（
45）

同
年
5/1　

作
事
奉
行（
〃
）

享
保
20（
1735）1/29　

寄
合（
処
罰
？
）（
53）

延
享
2（
1745）12/27　

致
仕（
63）

同
3（
1746）6/9　

死
去（
64）

小
菅
正
矩

（
又
八
郎
）

寛
文
12（
1672）5/26　

大
番（
26）

　
元
禄
1（
1688）12/10　

家
督
相
続（
42）

同
5（
1692）10/23　

死
去（
46）

3

妻
木
頼
直［
武
芸
吟
味
］

（
為
之
助
/玄
蕃
/彦
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
32）

同
17（
1732）12/28　

小
納
戸（
34）

元
文
3（
1738）2/5　

小
普
請（
処
罰
）（
40）

　
延
享
2（
1745）8/20　

家
督
相
続
、寄
合（
47）

同
年
9/2　

死
去（
〃
）

妻
木
頼
隆

（
平
四
郎
/佐
渡
守
/讃
岐
守
）

　
宝
永
4（
1707）8/21　

家
督
相
続（
39）

同
5（
1708）7/25　

使
番（
40）

享
保
9（
1724）8/9　

浦
賀
奉
行（
56）

同
18（
1733）9/24　

西
丸
留
守
居（
65）

元
文
1（
1736）9/28　

寄
合（
処
罰
？
）（
68）

延
享
2（
1745）6/27　

死
去（
77）

妻
木
頼
保

（
平
四
郎
/藤
兵
衛
/伝
兵
衛
/彦
右
衛
門
）

万
治
2（
1659）7/11　

小
性
組（
20）

　
寛
文
12（
1672）12/9　

家
督
相
続（
33）

元
禄
2（
1689）5/14　

使
番（
50）

同
9（
1696）4/14　

奈
良
奉
行（
57）

宝
永
4（
1707）6/8　

死
去（
68）
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4

杉
浦
勝
成［
武
芸
吟
味
］

（
新
五
郎
）

※
享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
21）

※「
日
次
記
」に
よ
る

同
年
9/7　

相
続
前
に
死
去（
〃
）

杉
浦
勝
照

（
三
四
郎
/新
五
郎
/八
郎
五
郎
）

元
禄
4（
1691）12/2　

大
番（
24）

同
15（
1702）2/29　

大
番
組
頭（
35）

　
同
16（
1703）12/18　

家
督
相
続（
36）

享
保
6（
1721）11/28　

先
手
鉄
炮
頭（
54）

同
20（
1735）5/18　

小
普
請（
処
罰
）（
68）

寛
保
2（
1742）7/26　

致
仕（
75）

宝
暦
5（
1755）4/14　

死
去（
88）

杉
浦
吉
久

（
太
郎
左
衛
門
/八
郎
五
郎
）

　
寛
文
5（
1664）4/6　

家
督
相
続
、大
番（
44）

貞
享
3（
1686）7/12　

富
士
見
宝
蔵
番
組
頭（
66）

元
禄
14（
1701）2/22　

辞
職（
81）

元
禄
16（
1703）12/18　

致
仕（
83）

宝
永
6（
1709）10/4　

死
去（
89）

5

内
藤
次
親［
武
芸
吟
味
］

（
半
十
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（

―）
同
18（
1733）9/3　

相
続
前
に
死
去（

―）

内
藤
貞
恒

（
久
三
郎
/伝
十
郎
）

元
禄
4（
1691）12/ ―　

書
院
番（
24）

同
5（
1692）7/28　

桐
間
番（
25）

同
6（
1693）1/29　

小
普
請（
処
罰
）（
26）

同
7（
1694）閏

5/9　
書
院
番（
27）

宝
永
3（
1706）11/26　

西
丸
書
院
番（
39）

　
同
5（
1708）8/6　

家
督
相
続（
41）

同
6（
1709） ―/―　

書
院
番（
42）

正
徳
5（
1715）4/5　

辞
職（
48）

享
保
4（
1719）10/18　

書
院
番（
52）

同
10（
1725）7/28　

書
院
番
組
頭（
58）

同
20（
1735）6/11　

先
手
鉄
炮
頭（
68）

延
享
1（
1744）11/16　

寄
合（
77）

宝
暦
2（
1752）7/21　

死
去（
85）

内
藤
貞
次

（
半
七
郎
/伊
兵
衛
/十
郎
兵
衛
）

承
応
3（
1654）2/23　

大
番（
24）

寛
文
1（
1661）10/12　

新
番（
31）

　
同
2（
1662）12/9　

家
督
相
続（
32）

延
宝
6（
1678）12/6　

新
番
組
頭（
48）

元
禄
12（
1699）閏

9/1　
西
丸
裏
門
番
頭（
69）

同
16（
1703）6/27　

寄
合（
73）

宝
永
5（
1708）5/8　

死
去（
78）

6

菅
沼
武
勝［
武
芸
吟
味
］

（
杢
三
郎
/次
郎
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
22）

　
元
文
1（
1736）11/4　

家
督
相
続（
28）

宝
暦
2（
1752）12/28　

辞
職（
44）

同
7（
1757）6/25　

死
去（
49）

菅
沼
定
勝

（
左
門
/次
郎
右
衛
門
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
18）

宝
永
1（
1704）11/晦

　
桐
間
番（
29）

同
6（
1709）2/21　

小
性
組（
34）

　
正
徳
4（
1714）6/26　

家
督
相
続（
39）

享
保
11（
1726）9/11　

小
性
組
組
頭（
51）

同
20（
1735）3/12　

先
手
鉄
炮
頭 （
60）

元
文
1（
1736）8/11　

死
去（
61）

菅
沼
勝
重

（
大
膳
/左
門
/次
郎
右
衛
門
/平
左
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）12/11　

家
督
相
続（
5）

承
応
1（
1652）6/13　

大
番（
6）

天
和
1（
1681）1/16　

大
番
組
頭（
35）

元
禄
10（
1697）2/11　

小
普
請
奉
行（
51）

同
年
同
月
19　
二
丸
留
守
居（
〃
）

正
徳
3（
1713）9/11　

寄
合（
67）

同
4（
1714）6/26　

致
仕（
68）

享
保
2（
1717）9/19　

死
去（
71）
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7

神
保
長
勝［
武
芸
吟
味
］

（
喜
内
/民
部
/新
五
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
14）

　
元
文
1（
1736）12/29　

家
督
相
続（
20）

同
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
21）

宝
暦
5（
1755）8/28　

西
丸
小
性
組
組
頭（
39）

同
11（
1761）8/3　

小
性
組
組
頭（
45）

同
12（
1762）12/15　

西
丸
小
性
組
組
頭（
46）

明
和
5（
1768）12/6　

寄
合（
52）

同
7（
1770）4/22　

致
仕（
54）

安
永
5（
1776）11/28　

死
去（
60）

神
保
長
澄

（
喜
内
/主
税
/源
五
左
衛
門
）

元
禄
9（
1696）11/19　

新
番（
18）

同
10（
1697）3/10　

小
性
組（
19）

　
正
徳
5（
1715）12/26　

家
督
相
続（
37）

享
保
9（
1724）1/11　

徒
頭（
46）

元
文
1（
1736）10/23　

死
去（
58）

神
保
長
治

（
新
五
左
衛
門
）

延
宝
6（
1678）3/29　

書
院
番（
38）

元
禄
1（
1688）5/1　

桐
間
番（
48）

同
年
同
月
28　
小
納
戸（
〃
）

　
元
禄
15（
1702）年

頃
　
家
督
相
続（
62）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
永
6（
1709）2/21　

寄
合（
69）

正
徳
2（
1712）10/3　

佐
渡
奉
行（
72）

同
5（
1715）10/8　

死
去（
75）

8

石
巻
康
隆［
武
芸
吟
味
］

（
定
之
進
/権
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
24）

　
同
18（
1733）9/2　

家
督
相
続（
27）

宝
暦
3（
1753）7/21　

徒
頭（
47）

同
9（
1759）1/25　

死
去（
53）

石
巻
康
久

（
平
次
郎
/七
郎
左
衛
門
）

　
宝
永
7（
1710）7/27　

家
督
相
続（
27）

正
徳
5（
1715）3/21　

書
院
番（
32）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
41）

同
10（
1725） 6/18　

西
丸
徒
頭（
42）

同
18（
1733）6/17　

死
去（
50）

石
巻
康
宗

（
宇
兵
衛
/七
郎
左
衛
門
/下
総
守
）

寛
文
7（
1667）11/21　

書
院
番（
19）

　
延
宝
2（
1674）12/10　

家
督
相
続（
26）

時
期
不
明
　
辞
職（
小
普
請
）

天
和
1（
1681）9/12　

書
院
番（
33）

元
禄
2（
1689）6/9　

徒
頭（
41）

同
6（
1693）5/4　

廊
下
番
頭（
45）

同
7（
1694）閏

5/10　
小
普
請（
46）

宝
永
7（
1710）7/27　

致
仕（
62）

正
徳
1（
1711）6/21　

死
去（
63）

9

岡
部
某［
武
芸
吟
味
］

（
靫
負
/伊
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（

―）
寛
保
3（
1743）7/2　

相
続
前
に
死
去（

―）

岡
部
貞
高

（
伊
右
衛
門
）

―/―/―　
書
院
番（

―）
元
禄
12（
1699）10/21　

中
奥
番（

―）
　
享
保
3（
1718）8/19　

分
家（

―）
同
9（
1724）5/3　

小
十
人
頭（

―）
同
年
11/15　

二
丸
小
十
人
頭（

―）
―/―/―　

西
丸
小
十
人
頭（

―）
元
文
4（
1739）1/12　

先
手
鉄
炮
頭（

―）
宝
暦
5（
1755）2/22　

死
去（

―）

岡
部
重
矩

（
平
六
郎
/庄
左
衛
門
）

万
治
2（
1659）7/11　

書
院
番（
18）

　
元
禄
5（
1692）12/5　

家
督
相
続（
51）

同
9（
1696）2/28　

使
番（
55）

同
15（
1702）9/10　

寄
合（
61）

宝
永
1（
1704）7/28　

使
番（
63）

同
3（
1706）9/7　

辞
職（
65）

享
保
3（
1718）10/19　

致
仕（
77）

同
6（
1721）1/10　

死
去（
80）
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10

牟
礼
葛
貞（
満
矩
）［
武
芸
吟
味
］

（
又
助
/清
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
36）

　
元
文
2（
1737）11/3　

家
督
相
続（
43）

同
年
閏
11/22　

西
丸
小
性
組（
〃
）

寛
保
2（
1742）10/15　

西
丸
小
性
組
組
頭（
48）

宝
暦
5（
1755）8/15　

先
手
弓
頭（
61）

明
和
3（
1766）10/26　

死
去（
72）

牟
礼
勝
邦（
勝
治
）

（
万
五
郎
、郷
右
衛
門
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
31）

　
宝
永
5（
1708）4/12　

家
督
相
続（
46）

享
保
4（
1719）11/22　

船
手
役（
57）

元
文
2（
1737）8/23　

死
去（
75）

牟
礼
勝
久

（
又
助
/郷
右
衛
門
/遠
江
守
）

　
寛
文
11（
1671）12/12　

家
督
相
続（
36）

同
12（
1672）5/26　

小
性
組（
37）

元
禄
5（
1692）3/23　

腰
物
奉
行（
57）

同
8（
1695）2/21　

廊
下
番
頭（
60）

同
9（
1696）4/11　

先
手
鉄
炮
頭（
61）

宝
永
5（
1708）閏

1/14　
寄
合（
73）

同
年
同
月
23　
死
去（
〃
）

11

国
領
忠
利［
武
芸
吟
味
］

（
浅
五
郎
、五
郎
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
26）

元
文
1（
1736）2/9　

辞
職（
32）

　
寛
保
2（
1742）8/3　

家
督
相
続（
38）

延
享
1（
1744）11/21　

書
院
番（
40）

安
永
4（
1775）3/26　

辞
職（
71）

同
年
8/19　

死
去（
〃
）

国
領
忠
次

（
弥
次
兵
衛
）

宝
永
6（
1709）4/6　

大
番（
46）

　
正
徳
5（
1715）10/2　

家
督
相
続（
52）

享
保
1（
1716）閏

2/2　
新
番（
53）

同
5（
1720）12/25　

新
番
組
頭（
57）

同
14（
1729）1/11　

二
丸
留
守
居（
66）

寛
保
2（
1742）3/12　

寄
合（
79）

同
年
5/27　

死
去（
〃
）

国
領
重
吉

（
源
次
郎
/次
郎
左
衛
門
）

　
延
宝
6（
1678）3/29　

分
家
、小
十
人
組（

―）
元
禄
5（
1692）11/9　

新
番（

―）
正
徳
3（
1713）閏

5/18　
法
心
院
附
属（

―）
同
5（
1715）2/2　

小
普
請（

―）
同
年
7/9　

死
去（

―）

12

松
平
康
儔［
武
芸
吟
味
］

（
昌
次
郎
/次
郎
四
郎
/左
源
次
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
24）

　
元
文
1（
1736）年

頃
　
家
督
相
続（
30）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
8（
1758）8/2　

西
丸
膳
奉
行（
52）

同
11（
1761） ―/―　

小
普
請（

―）
明
和
2（
1765）12/27　

小
普
請
組
頭（
59）

安
永
6（
1777）11/29　

辞
職（
71）

同
年
12/9　

死
去（
〃
）

松
平
康
春

（
昌
次
郎
/図
書
/求
馬
/左
源
次
）

　
―/―/―　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）/12/12　

西
丸
焼
火
間
番
士（
31）

同
6（
1709）10/26　

桐
間
番（
36）

正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（
40）

享
保
1（
1716）10/15　

膳
奉
行（
43）

同
4（
1719）9/15　

納
戸
頭（
46）

同
18（
1733）12/12　

広
敷
用
人（
60）

元
文
1（
1736）7/2　

死
去（
63）

松
平
康
済（
初
康
経
）

（
権
十
郎
/伝
次
郎
/三
郎
左
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
24）

宝
永
1（
1704） ―/―　

小
普
請（
73）

同
5（
1708）6/1　

死
去（
77）



90

13

深
津
正
尚［
武
芸
吟
味
］

（
頼
母
/八
大
夫
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
35）

　
寛
保
3（
1743）7/18　

家
督
相
続（
48）

明
和
3（
1766）5/6　

辞
職（
71）

安
永
3（
1774）11/19　

死
去（
79）

深
津
正
房

（
一
学
/八
郎
右
衛
門
）

宝
永
6（
1709）4/6　

小
性
組（
33）

　
享
保
7（
1722）7/11　

家
督
相
続（
46）

元
文
5（
1740）4/19　

西
丸
納
戸
頭（
64）

寛
保
2（
1742）3/28　

二
丸
留
守
居（
66）

同
3（
1743）3/14　

寄
合（
67）

同
年
7/18　

致
仕（
〃
）

宝
暦
3（
1753）7/9　

死
去（
77）

深
津
正
国

（
大
膳
/弥
一
郎
/八
郎
右
衛
門
）

　
万
治
3（
1660）12/23　

家
督
相
続（
10）

寛
文
6（
1666）12/3　

小
性
組（
16）

元
禄
3（
1690）7/13　

桐
間
番（
40）

同
年
10/4　

小
普
請（
処
罰
）（
〃
）

同
5（
1692）3/18　

書
院
番（
42）

同
6（
1693）11/21　

辞
職（
43）

同
8（
1695）11/27　

書
院
番（
45）

同
16（
1703）9/18　

辞
職（
53）

宝
永
6（
1709）3/23　

書
院
番（
59）

正
徳
1（
1711）1/11　

下
田
奉
行（
61）

同
3（
1713）3/28　

駿
河
町
奉
行（
63）

同
5（
1715）9/25　

寄
合（
65）

享
保
7（
1722）7/11　

致
仕（
72）

同
18（
1733）11/29　

死
去（
83）

14

諏
訪
正
倫［
武
芸
吟
味
］

（
友
之
丞
/抄
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
26）

　
同
16（
1731）12/2　

家
督
相
続（
27）

明
和
3（
1766）5/18　

小
普
請（
62）

同
4（
1767）12/10　

致
仕（
63）

安
永
8（
1779）4/8　

死
去（
75）

諏
訪
正
晴

（
庄
次
郎
）

宝
永
6（
1709）4/6　

小
性
組（
31）

　
正
徳
3（
1713）2/26　

家
督
相
続（
35）

享
保
16（
1731）9/18　

死
去（
53）

諏
訪
正
孝

（
庄
兵
衛
）

　
―/―/―　

家
督
相
続
時
期
不
明（

―）
　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704） ―/―　

西
丸
納
戸
組
頭（
59）

同
5（
1708）2/11　

法
心
院
用
人（
63）

正
徳
2（
1712）12/14　

死
去（
67）

15

服
部
保
教［
武
芸
吟
味
］

（
左
京
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
25）

同
20（
1735）8/29　

相
続
前
に
死
去（
30）

服
部
保
昌

（
作
之
進
/三
郎
兵
衛
）

　
天
和
1（
1681）12/23　

家
督
相
続（
11）

元
禄
7（
1694）10/28　

桐
間
番（
24）

同
年
11/22　

小
性
組（
〃
）

―/―/―　
辞
職（

―）
寛
保
3（
1743）12/9　

死
去（
73）

服
部
保
秀（
保
考
）

（
平
十
郎
/十
郎
左
衛
門
/一
大
夫
）

　
貞
応
3（
1654）12/27　

分
家（
12）

万
治
2（
1659）7/11　

小
性
組（
17）

天
和
1（
1681）9/3　

死
去（
39）
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16

近
藤
正
利［
武
芸
吟
味
］

（
源
太
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
44）

　
同
17（
1732）12/27　

家
督
相
続（
46）

寛
保
1（
1741）8/23　

死
去（
55）

近
藤
正
英

（
友
之
助
/源
五
左
衛
門
/七
郎
右
衛
門
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
焼
火
間
番
士（

―）
同
5（
1708）12/19　

西
丸
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（

―）
同
17（
1732）11/23　

死
去（

―）

近
藤
正
澄

（
源
五
左
衛
門
/七
郎
右
衛
門
）

　
―/―/―　

家
督
相
続
時
期
不
明（

―）
　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

寛
文
1（
1661）閏

8/21　
桜
田
館
勤
仕（

―）
元
禄
5（
1692）12/26　

死
去（

―）

17

金
田
正
弥［
武
芸
吟
味
］

（
新
蔵
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
23）

　
元
文
2（
1737）12/2　

家
督
相
続（
30）

寛
保
3（
1743）閏

4/1　
死
去（
36）

金
田
正
朝

（
新
五
左
衛
門
/新
左
衛
門
）

　
元
禄
10（
1697）12/5　

分
家（

―）
宝
永
2（
1705）9/21　

新
番（

―）
同
年
12/11　

小
納
戸（

―）
同
6（
1709）2/21　

西
丸
小
性
組（

―）
享
保
20（
1735）1/11　

小
十
人
頭（

―）
元
文
2（
1737）10/10　

死
去（

―）

金
田
正
勝

（
与
左
衛
門
/三
左
衛
門
/遠
江
守
）

万
治
2（
1659）7/11　

小
性
組（
37）

寛
文
1（
1661）閏

8/22　
神
田
館
勤
仕（
39）

　
―/―/―　

家
督
相
続（

―）
天
和
1（
1681）3/21　

側
衆（
59）

貞
享
3（
1686）6/23　

寄
合（
64）

元
禄
10（
1697）12/5　

致
仕（
75）

同
11（
1698）2/24　

死
去（
76）

18

竹
田
政
行［
武
芸
吟
味
］

（
右
衛
門
/民
部
/藤
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
27）

　
享
保
19（
1734）年

頃
　
家
督
相
続（
31）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
8（
1758）10/11　

死
去（
55）

竹
田
政
就

（
長
太
郎
/源
兵
衛
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
桐
間
番（
38）

―/―/―　
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（
47）

享
保
19（
1734）2/24　

死
去（
68）

竹
田
政
勝

（
源
兵
衛
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
27）

―/―/―　
致
仕（

―）
元
禄
8（
1695）6/19　

死
去（
71）

19

嶋
田
直
良［
武
芸
吟
味
］

（
小
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
36）

　
寛
保
2（
1742）年

頃
　
家
督
相
続（
48）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

寛
延
1（
1748）2/23　

死
去（
54）

嶋
田
直
寛

（
忠
四
郎
）

　
元
禄
14（
1701）7/9　

家
督
相
続（
29）

宝
永
3（
1706）7/21　

小
性
組（
34）

寛
保
2（
1742）4/27　

辞
職（
70）

同
年
5/17　

死
去（
〃
）

嶋
田
直
勝

（
新
九
郎
/五
郎
左
衛
門
）

　
慶
安
2（
1649）12/26　

分
家
、小
性
組（
23）

―/―/―　
小
普
請

元
禄
14（
1701）5/14　

死
去（
75）
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20

中
山
時
庸［
武
芸
吟
味
］

（
亀
之
助
/伊
右
衛
門
/五
郎
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
23）

同
19（
1734）9/29　

中
奥
番（
27）

　
同
20（
1735）7/5　

家
督
相
続（
28）

元
文
2（
1737）11/6　

小
十
人
頭（
30）

同
4（
1739）1/11　

目
付（
32）

寛
延
3（
1750）3/11　

大
坂
町
奉
行（
43）

宝
暦
5（
1755）7/22　

勘
定
奉
行（
48）

同
7（
1757）8/5　

小
普
請（
処
罰
）（
50）

同
12（
1762）6/23　

死
去（
55）

中
山
時
富

（
甚
平
/半
五
郎
/半
右
衛
門
）

享
保
7（
1722）2/11　

小
性
組（
38）

　
同
9（
1724）7/19　

家
督
相
続（
40）

同
20（
1735）4/17　

死
去（
51）

中
山
時
春

（
亀
之
丞
/半
右
衛
門
/出
雲
守
）

寛
文
12（
1672）5/26　

小
十
人
組（
21）

貞
享
1（
1684）6/12　

納
戸
番（
33）

元
禄
2（
1689）閏

1/23　
納
戸
組
頭（
38）

同
8（
1695）4/28　

腰
物
奉
行（
44）

同
9（
1696）9/15　

目
付（
45）

同
12（
1699）4/14　

大
坂
町
奉
行（
48）

　
同
年
頃
　
家
督
相
続（
〃
）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

同
15（
1702）11/28　

勘
定
奉
行（
51）

正
徳
4（
1714）1/28　

江
戸
町
奉
行（
63）

享
保
8（
1723）6/29　

寄
合（
72）

同
9（
1724）7/19　

致
仕 （
73）

寛
保
1（
1741）11/26　

死
去（
90）

21

深
津
正
峯［
武
芸
吟
味
］

（
弥
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
20）

　
宝
暦
10（
1760）10/10　

家
督
相
続（
50）

同
11（
1761）4/18　

死
去（
51）

深
津
正
照

（
弥
七
郎
）

　
宝
永
5（
1708）8/6　

家
督
相
続（
23）

同
年
12/21　

小
性
組（
〃
）

元
文
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
52）

宝
暦
5（
1755）3/28　

辞
職（
70）

同
10（
1760）6/29　

死
去（
75）

深
津
正
直

（
弥
右
衛
門
）

寛
文
3（
1663）11/19　

書
院
番（
18）

元
禄
3（
1690）12/10　

辞
職（
45）

　
同
年
頃
　
家
督
相
続（
〃
）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

同
12（
1699）11/5　

書
院
番（
54）

宝
永
4（
1707）12/24　

辞
職（
62）

同
5（
1708）8/6　

致
仕（
63）

享
保
3（
1718）11/17　

死
去（
73）

22

児
玉
直
等［
武
芸
吟
味
］

（
勝
之
進
/織
部
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
24）

　
享
保
18（
1733）年

頃
　
家
督
相
続（
27）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
9（
1759）8/24　

死
去（
53）

児
玉
直
正

（
彦
右
衛
門
/主
馬
）

　
―/―/―　

召
抱
、西
丸
焼
火
間
番（

―）
宝
永
6（
1709）12/26　

桐
間
番（
32）

正
徳
3（
1713）5/18　

小
性（
36）

※『
寛
政
譜
』に
よ
る
、小
性
組
の
誤
記
か

享
保
18（
1733）7/26　

死
去（
56）

児
玉
直
次

（
主
馬
）

近
衛
家
勤
仕（

―）
※
詳
細
不
明
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23

佐
々
正
重［
武
芸
吟
味
］

（
源
七
郎
/源
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
22）

　
延
享
4（
1747）5/3　

家
督
相
続（
39）

安
永
4（
1775）4/27　

死
去（
67）

佐
々
成
応

（
又
七
郎
/源
左
衛
門
）

　
元
禄
12（
1699）12/5　

家
督
相
続（
4）

宝
永
4（
1707）11/18　

小
性
組（
12）

元
文
2（
1737）11/6　

目
付（
42）

延
享
1（
1744）12/15　

佐
渡
奉
行（
49）

同
4（
1747）1/26　

小
普
請
奉
行（
53）

同
年
2/10　

死
去（
〃
）

佐
々
成
倫（
倫
則
/成
賢
）

（
幸
四
郎
/喜
右
衛
門
/善
兵
衛
）

天
和
2（
1682）7/12　

家
督
相
続（
21）

同
3（
1683）閏

5/21　
書
院
番（
22）

同
年
11/25　

桐
間
番（
〃
）

―/―/―　
書
院
番（

―）
同
12（
1699）9/22　

死
去（
38）

24

横
山
知
盈（
知
侃
）［
武
芸
吟
味
］

（
佐
太
郎
/主
殿
/左
内
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
21）

元
文
1（
1736）2/9　

辞
職（
27）

同
5（
1740）3/10　

書
院
番（
31）

　
寛
保
2（
1742）9/3　

家
督
相
続（
33）

延
享
4（
1747）9/12　

辞
職（
38）

宝
暦
9（
1759）4/5　

西
丸
書
院
番（
50）

明
和
2（
1765）11/22　

死
去（
56）

横
山
元
直

（
松
之
丞
/左
内
）

宝
永
6（
1709）4/6　

小
性
組（
24）

　
享
保
4（
1719）9/5　

家
督
相
続（
34）

寛
保
2（
1742）6/19　

死
去（
57）

横
山
言
知

（
弁
之
助
/数
馬
/主
殿
）

　
寛
文
12（
1672）5/26　

分
家
、書
院
番（
20）

正
徳
5（
1715）8/28　

辞
職（
63）

享
保
4（
1719）6/28　

死
去（
67）

25

深
津
政
孟［
武
芸
吟
味
］

（
新
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
49）

　
同
20（
1735）7/5　

家
督
相
続（
54）

宝
暦
1（
1751）2/28　

小
普
請（
70）

同
10（
1760）4/25　

死
去（
79）

深
津
正
次

（
弥
五
右
衛
門
）

　
―/―/―　

家
督
相
続
時
期
不
明（

―）
　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
6（
1709）12/12　

西
丸
焼
火
間
番

※
宝
永
1年
の
誤
記
か

同
5（
1708）12/19　

西
丸
桐
間
番（
39）

―/―/―　
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

小
性
組（
44）

享
保
20（
1735）4/6　

死
去
-（
66）

深
津
正
茂

（
庄
大
夫
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
15）

―/―/―　
致
仕（

―）
享
保
11（
1726）6/4　

死
去（
90）
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26

堀
長
寛［
武
芸
吟
味
］

（
奥
次
郎
/又
十
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
26）

　
寛
延
3（
1750）12/27　

家
督
相
続（
46）

明
和
1（
1764）7/28　

死
去（
60）

堀
長
恭

（
又
十
郎
/因
幡
守
）

元
禄
15（
1702）12/21　

小
性
組（
25）

　
享
保
2（
1717）4/2　

家
督
相
続（
40）

同
17（
1732）2/15　

天
英
院
用
人（
55）

寛
保
1（
1741）4/19　

寄
合（
64）

同
年
5/1　

持
筒
頭（
〃
）

寛
延
2（
1749）5/28　

鑓
奉
行（
72）

同
3（
1750）12/2　

死
去（
73）

堀
長
郷

（
又
兵
衛
）

　
寛
文
11（
1671）7/8　

家
督
相
続（
17）

天
和
2（
1682）4/10　

小
十
人
組（
28）

元
禄
1（
1688）12/23　

納
戸
番（
34）

同
4（
1691）10/5　

納
戸
組
頭（
37）

同
7（
1694）11/9　

瑞
春
院
用
人（
40）

享
保
2（
1717）1/8　

死
去（
63）

27

須
田
盛
与（
盛
隆
）［
武
芸
吟
味
］

（
亀
三
郎
/頼
母
/甚
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
33）

　
延
享
3（
1746）11/3　

家
督
相
続（
49）

宝
暦
2（
1752）12/28　

辞
職（
55）

同
9（
1759）2/22　

死
去（
62）

須
田
盛
澄

（
甚
三
郎
）

　
元
禄
1（
1688）12/10　

家
督
相
続（
7）

同
11（
1698）8/18　

小
性
組（
17）

享
保
15（
1730）12/27　

辞
職（
49）

同
16（
1731）8/15　

納
戸
頭（
50）

寛
保
1（
1741）7/1　

西
丸
広
敷
用
人（
60）

延
享
2（
1745）6/18　

寄
合（
64）

同
3（
1746）8/7　

死
去（
65）

須
田
次
英

（
留
兵
衛
/甚
兵
衛
）

　
貞
応
3（
1654）2/27　

分
家
、大
番（
16）

延
宝
1（
1673）12/21　

新
番（
35）

天
和
2（
1682）10/4　

新
番
組
頭（
46）

貞
享
4（
1687）6/11　

小
普
請（
51）

元
禄
1（
1688）7/28　

死
去（
52）

28

小
長
谷
政
芳［
武
芸
吟
味
］

（
喜
太
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
20）

　
同
16（
1731）9/5　

家
督
相
続（
21）

元
文
2（
1737）閏

11/22　
西
丸
小
性
組（
27）

宝
暦
8（
1758）11/28　

西
丸
小
性
組
組
頭（
48）

同
11（
1761）8/3　

小
性
組
組
頭（
51）

同
12（
1762）12/15　

西
丸
小
性
組
組
頭（
52）

同
13（
1763）8/4　

死
去（
53）

小
長
谷
友
長（
友
永
）

（
喜
之
助
/喜
八
郎
）

　
正
徳
1（
1711）2/22　

家
督
相
続（
21）

同
2（
1712）3/26　

書
院
番（
22）

享
保
16（
1731）6/29　

死
去（
41）

小
長
谷
政
友

（
六
郎
左
衛
門
）

　
元
禄
3（
1690）7/9　

家
督
相
続（

―）
同
8（
1695）6/11　

書
院
番（

―）
宝
永
7（
1710）12/24　

死
去（

―）
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29

内
藤
種
丈［
武
芸
吟
味
］

（
右
近
/一
学
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
31）

元
文
2（
1737）閏

11/22　
西
丸
小
性
組（
38）

　
宝
暦
3（
1753）7/3　

家
督
相
続（
54）

同
4（
1754）3/20　

死
去（
55）

内
藤
種
元

（
監
物
/権
右
衛
門
）

宝
永
6（
1709）4/6　

書
院
番（
29）

　
同
7（
1710）6/23　

家
督
相
続（
30）

正
徳
2（
1712）8/9　

小
普
請（
32）

享
保
4（
1719）10/18　

書
院
番（
39）

宝
暦
3（
1753）4/5　

辞
職（
72）

同
年
同
月
23　
死
去（
〃
）

内
藤
種
冬

（
長
八
郎
/勘
右
衛
門
/権
右
衛
門
）

寛
文
12（
1672）5/26　

小
性
組（

―）
　
同
年
7/12　

家
督
相
続（

―）
宝
永
7（
1710）4/3　

死
去（

―）

30

戸
田
政
珍［
武
芸
吟
味
］

（
四
郎
右
衛
門
/三
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
25）

　
同
20（
1735）8/5　

家
督
相
続（
30）

明
和
2（
1765）9/10　

死
去（
60）

戸
田
政
奉

（
弥
市
右
衛
門
）

宝
永
6（
1709）4/6　

書
院
番（
30）

　
享
保
6（
1721）12/27　

家
督
相
続（
42）

同
20（
1735）5/16　

死
去（
56）

戸
田
政
英

（
四
郎
右
衛
門
）

　
延
宝
7（
1679）7/9　

家
督
相
続（
13）

天
和
2（
1682）6/3　

小
性
組（
16）

享
保
6（
1721）7/1　

辞
職（
55）

同
年
11/5　

死
去（
〃
）

31

大
河
内
忠
恒［
武
芸
吟
味
］

（
杢
之
助
/兵
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

同
17（
1732）8/19　

小
納
戸（
25）

同
18（
1733）2/26　

小
性（
26）

同
19（
1734）12/2　

小
納
戸（
27）

寛
保
1（
1741）11/26　

寄
合（
34）

　
宝
暦
3（
1753）12/24　

家
督
相
続（
46）

明
和
5（
1768）2/13　

死
去（
61）

大
河
内
忠
政

（
源
次
郎
/丹
下
）

　
宝
永
3（
1706）7/27　

家
督
相
続（
25）

正
徳
3（
1713）3/11　

書
院
番（
32）

宝
暦
1（
1751）11/23　

辞
職（
70）

同
3（
1753）12/10　

死
去（
72）

大
河
内
忠
勝

（
虎
之
助
/兵
左
衛
門
）

　
寛
文
3（
1663） 3/26　

家
督
相
続（
14）

宝
永
3（
1706）7/27　

致
仕（
57）

正
徳
2（
1712）8/23　

死
去（
63）

32

美
濃
部
茂
英［
武
芸
吟
味
］

（
豊
三
郎
/織
部
/八
郎
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
19）

同
19（
1734）9/29　

中
奥
番（
23）

　
宝
暦
8（
1758）12/27　

家
督
相
続（
47）

同
9（
1759）11/15　

徒
頭（
48）

明
和
8（
1771）4/25　

寄
合（
60）

天
明
8（
1788）11/27　

致
仕（
76）

寛
政
6（
1794）閏

11/25　
死
去（
83）

美
濃
部
茂
孝

（
八
兵
衛
/八
郎
右
衛
門
）

　
元
禄
9（
1696）7/9　

家
督
相
続（
10）

宝
永
2（
1705）3/29　

書
院
番（
19）

享
保
15（
1730）12/15　

書
院
番
組
頭（
44）

元
文
1（
1736）11/28　

佐
渡
奉
行（
50）

寛
保
1（
1741）2/15　

持
筒
頭（
55）

宝
暦
2（
1752）1/11　

鑓
奉
行（
66）

同
8（
1758）11/晦

　
死
去（
72）

美
濃
部
茂
一

（
八
兵
衛
/八
郎
右
衛
門
）

寛
文
7（
1667）11/21　

小
性
組（
18）

　
貞
享
3（
1686）7/10　

家
督
相
続（
37）

―/―/―　
小
普
請（

―）
元
禄
8（
1695）12/4　

死
去（
46）
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33

長
谷
川
正
直［
武
芸
吟
味
］

（
隼
人
/小
膳
/主
膳
/太
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
21）

延
享
2（
1745）9/10　

西
丸
小
性
組（
36）

同
3（
1746）9/10　

西
丸
徒
頭（
37）

同
4（
1747）7/21　

西
丸
小
性
組
組
頭（
38）

宝
暦
1（
1751）7/12　

寄
合（
42）

　
同
2（
1752）7/3　

家
督
相
続（
43）

同
11（
1761）8/3　

徒
頭（
52）

同
13（
1763）8/15　

先
手
弓
頭（
54）

安
永
7（
1778）2/24　

持
筒
頭（
69）

天
明
1（
1781）4/28　

鑓
奉
行（
72）

寛
政
2（
1790）11/14　

辞
職（
81）

同
3（
1791）4/26　

致
仕（
82）

同
4（
1792）8/7　

死
去（
83）

長
谷
川
正
冬

（
久
四
郎
/刑
部
/監
物
）

　
元
禄
15（
1702）12/23　

家
督
相
続（
14）

宝
永
2（
1705）9/21　

新
番（
17）

同
年
11/11　

小
納
戸（
〃
）

同
3（
1706）7/晦

　
小
普
請（
処
罰
）（
18）

享
保
2（
1717）3/18　

書
院
番（
29）

宝
暦
2（
1752）4/18　

死
去（
64）

長
谷
川
正
利

（
弾
之
丞
/隼
人
/刑
部
）

　
元
禄
7（
1694）12/12　

家
督
相
続（
13）

同
11（
1698）8/18　

小
性
組（
17）

同
13（
1700）9/26　

桐
間
番（
19）

同
14（
1701）2/29　

新
番（
20）

同
年
5/26　

小
性（
〃
）

同
15（
1702）11/20　

死
去（
21）

34

下
曽
根
信
一［
武
芸
吟
味
］

（
三
十
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
17）

　
寛
保
3（
1743）6/2　

家
督
相
続（
30）

安
永
3（
1774）10/19　

死
去（
61）

下
曽
根
信
如

（
辰
之
助
/新
五
郎
）

　
延
宝
8（
1680）12/12　

分
家
家
督
相
続（
5）

元
禄
8（
1695）7/1　

桐
間
番（
20）

同
10（
1697）閏

2/22　
辞
職（
22）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
29）

　
同
2（
1705）7/晦

　
本
家
家
督
相
続（
30）

享
保
18（
1733）4/9　

辞
職（
58）

寛
保
3（
1743）4/2　

死
去（
68）

下
曽
根
信
具

（
次
郎
助
/三
右
衛
門
/三
十
郎
）

　
延
宝
6（
1678）12/6　

父
の
遺
跡
相
続（
12）

　
同
8（
1680）12/25　

家
督（
祖
父
）相
続（
14）

宝
永
2（
1705）6/7　

死
去（
39）

35

川
口
長
達［
武
芸
吟
味
］

（
千
之
助
/源
四
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
26）

　
寛
保
1（
1741）5/3　

家
督
相
続（
37）

同
2（
1742）10/28　

一
橋
家
物
頭
/目
付（
38）

宝
暦
5（
1755）12/21　

辞
職（
51）

安
永
4（
1775）閏

12/1　
死
去（
71）

川
口
長
英

（
源
之
助
/源
右
衛
門
）

　
元
禄
4（
1691）7/21　

家
督
相
続（
14）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
27）

寛
保
1（
1741）2/11　

死
去（
64）

川
口
宗
長

（
助
十
郎
）

　
慶
安
3（
1650）9/3　

分
家
、西
丸
書
院
番（
19）

―/―/―　
書
院
番（

―）
元
禄
1（
1688）5/ ―　

小
普
請（
57）

同
4（
1691）2/10　

死
去（
60）
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36

鈴
木
政
成（
重
喬
）［
武
芸
吟
味
］

（
三
五
郎
/忠
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
29）

延
享
2（
1745）9/1　

西
丸
小
性
組（
44）

宝
暦
1（
1751）7/12　

辞
職（
50）

同
2（
1752）4/27　

西
丸
小
性
組（
51）

　
同
年
7/3　

家
督
相
続（
〃
）

同
11（
1761）8/3　

小
性
組（
60）

同
12（
1762）12/15　

西
丸
小
性
組（
61）

明
和
8（
1771）2/9　

辞
職（
70）

天
明
1（
1781）12/3　

死
去（
80）

鈴
木
祐
政（
重
員
）

（
弥
七
郎
/長
五
郎
/長
五
郎
/三
郎
九
郎
）

　
宝
永
2（
1705）3/29　

家
督
相
続（
20）

享
保
3（
1718）3/16　

書
院
番（
33）

宝
暦
2（
1752）4/18　

死
亡（
67）

鈴
木
重
祐

（
長
吉
/三
郎
九
郎
）

　
承
応
2（
1653）12/22　

家
督
相
続（
13）

寛
文
11（
1671）4/11　

大
和
国
代
官（
31）

延
宝
8（
1680）4/28　

佐
渡
奉
行（
40）

元
禄
3（
1690）10/5　

先
手
鉄
炮
頭（
50）

宝
永
2（
1705）2/3　

死
去（
65）

37

酒
依
義
武［
武
芸
吟
味
］

（
権
之
丞
/主
税
/播
磨
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

同
17（
1732）1/29　

小
性（
24）

延
享
2（
1745）9/5　

小
納
戸（
37）

同
年
同
月
　
西
丸
小
納
戸（
〃
）

　
宝
暦
1（
1751）4/3　

家
督
相
続（
43）

同
年
7/12　

寄
合（
〃
）

明
和
5 （
1768）4/22　

致
仕（
60）

安
永
4（
1775）9/29　

死
去（
67）

酒
依
昌
満

（
金
七
郎
）

　
享
保
2（
1717）2/24　

家
督
相
続（
36）

同
4（
1719）3/27　

書
院
番（
38）

宝
暦
1（
1751）1/6　

死
去（
70）

酒
依
昌
方

（
半
蔵
/権
右
衛
門
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
21）

　
貞
享
2（
1685）7/29　

家
督
相
続（
23）

元
禄
3（
1690）6/晦

　
膳
奉
行（
28）

同
4（
1691）9/25　

小
納
戸（
29）

元
禄
9（
1696）5/25　

小
普
請（
処
罰
）（
34）

享
保
1（
1716）12/15　

死
去（
54）

38

田
付
景
林（
定
泒
）［
武
芸
吟
味
］

（
万
吉
/文
五
郎
/又
四
郎
/筑
後
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

寛
延
3（
1750）11/1　

小
性
組
組
頭（
42）

　
宝
暦
5（
1755）6/3　

家
督
相
続（
47）

同
6（
1756）4/1　

禁
裏
附（
48）

明
和
6（
1769）6/17　

持
弓
頭（
61）

安
永
5（
1776）9/24　

鑓
奉
行（
68）

同
7（
1778）6/2　

死
去（
70）

田
付
景
厖（
規
矩
）

（
伊
織
/又
四
郎
/阿
波
守
）

　
天
和
3（
1683）7/晦

　
家
督
相
続（
1）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
22）

同
年
11/晦

　
桐
間
番（
〃
）

同
5（
1708）2/19　

小
納
戸（
26）

同
6 （
1709）2/21　

書
院
番（
27）

正
徳
1（
1711）11/19　

辞
職（
29）

享
保
4（
1719）10/18　

書
院
番（
37）

同
17（
1732）4/1　

書
院
番
組
頭（
50）

元
文
4（
1739）10/28　

佐
渡
奉
行（
57）

田
付
利
清

（
大
助
）

　
延
宝
6（
1678）3/29　

分
家
、書
院
番（
24）

天
和
2（
1682）12/26　

小
普
請（
28）

同
3（
1683）6/4　

死
去（
29）
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寛
保
2（
1742）3/28　

長
崎
奉
行（
60）

寛
延
1（
1748）6/20　

西
丸
留
守
居（
66）

宝
暦
4（
1754）7/19　

寄
合（
72）

同
5（
1755）7/19　

死
去（
73）

39

山
本
雅
攄（
久
儔
/正
方
）［
武
芸
吟
味
］

（
正
之
允
/大
膳
/紀
伊
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
31）

　
同
17（
1732）12/27　

家
督
相
続（
33）

寛
保
2（
1742）6/21　

小
性
組
組
頭（
43）

宝
暦
4（
1754）6/11　

奈
良
奉
行（
55）

同
8（
1758）6/24　

死
去（
59）

山
本
正
延（
久
明
/久
途
）

（
犬
千
代
丸
/長
四
郎
/内
膳
/縫
殿
）

　
宝
永
3（
1706）11/27　

家
督
相
続（
41）

同
5（
1708）3/25　

西
丸
書
院
番（
43）

―/―/―　
書
院
番（

―）
享
保
17（
1732）10/3　

死
去（
67）

山
本
正
貞

（
又
七
郎
/甚
五
兵
衛
）

寛
文
7（
1667）11/21　

小
性
組（
23）

　
同
11（
1671）7/8　

家
督
相
続（
27）

―/―/―　
辞
職（

―）
宝
永
3（
1706）11/27　

致
仕（
62）

正
徳
3（
1713）8/1　

死
去（
69）

40

松
浦
信
秀［
武
芸
吟
味
］

（
求
馬
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

同
17（
1732）12/28　

小
納
戸（
25）

―/―/―　
西
丸
小
納
戸（

―）
宝
暦
1（
1751）7/12　

寄
合（
44）

同
4（
1754）8/15　

広
敷
用
人（
47）

同
10（
1760）4/1　

西
丸
広
敷
用
人（
53）

同
年
8/16　

相
続
前
に
死
去（
〃
）

松
浦
信
福

（
源
五
郎
/次
郎
九
郎
/忠
右
衛
門
）

　
貞
享
3（
1686）7/10　

家
督
相
続（
17）

元
禄
2（
1689）4/29　

書
院
番（
20）

同
3（
1690）1/26　

桐
間
番（
21）

同
年
2/21　

小
普
請（
処
罰
）（
〃
）

同
4（
1691）4/24　

書
院
番（
22）

正
徳
4（
1714）3/5　

辞
職（
45）

享
保
3（
1718）3/16　

書
院
番（
49）

同
19（
1734）2/18　

辞
職（
65）

宝
暦
10（
1760）10/26　

死
去（
91）

松
浦
信
吉

（
勘
助
）

　
寛
文
12（
1672）5/26　

分
家
、書
院
番（

―）
貞
享
3（
1686）5/12　

死
去（

―）

41

春
田
直
庸［
武
芸
吟
味
］

（
半
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

　
元
文
5（
1740）4/6　

家
督
相
続（
32）

宝
暦
3（
1753）8/22　

死
去（
45）

春
田
直
賢

（
源
七
郎
/猪
左
衛
門
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
焼
火
間
番（
28）

宝
永
3（
1706）4/27　

西
丸
桐
間
番（
30）

―/―/―　
桐
間
番（

―）
正
徳
3（
1713）5/18　

書
院
番（
37）

元
文
2（
1737）10/17　

小
普
請（
61）

同
5（
1740）1/12　

死
去（
64）

春
田
次
房

（
猪
左
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）9/29　

分
家
、桜
田
館
勤
仕（
23）

元
禄
7（
1694）5/27　

死
去（
66）
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42

松
平
親
精［
武
芸
吟
味
］

（
勝
太
郎
/久
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

寛
延
3（
1750）6/8　

相
続
前
に
死
去（
43）

松
平
堯
親

　
正
徳
5（
1715）12/11　

家
督
相
続（
30）

享
保
1（
1716）3/12　

書
院
番（
31）

同
20（
1735）6/28　

書
院
番
組
頭（
50）

延
享
2（
1745）1/11　

先
手
弓
頭（
60）

宝
暦
3（
1753）12/22　

寄
合（
68）

同
4（
1754）4/4　

致
仕（
69）

同
6（
1756）3/18　

死
去（
71）

松
平
親
明

（
久
右
衛
門
/与
一
右
衛
門
）

　
慶
安
4（
1651）12/11　

分
家（
12）

万
治
2（
1659）7/11　

書
院
番（
20）

貞
享
3（
1686）6/11　

小
普
請（
47）

正
徳
5（
1715）12/11　

致
仕（
76）

享
保
13（
1728）10/5　

死
去（
89）

43

三
田
伴
成［
武
芸
吟
味
］

（
主
計
/八
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
19）

延
享
2（
1745）9/1　

西
丸
小
性
組（
34）

　
延
享
3（
1746）年

頃
　
家
督
相
続（
35）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
1（
1751）7/12　

辞
職（
40）

同
年
12/14　

小
性
組（
〃
）

同
4（
1754）8/9　

死
去（
43）

三
田
正
寛（
初
正
伴
）

（
新
五
郎
/八
郎
兵
衛
）

　
元
禄
14（
1701）7/9　

家
督
相
続（

―）
宝
永
5（
1708）3/25　

西
丸
書
院
番（

―）
―/―/―　

書
院
番（

―）
延
享
3（
1746）1/12　

死
去（

―）

三
田
正
信

（
八
郎
兵
衛
）

　
―/―/―　

分
家
、神
田
館
勤
仕（

―）
元
禄
12（
1699）11/25　

桐
間
番（
55）

同
13（
1700）9/26　

小
納
戸（
56）

同
14（
1701）4/11　

死
去（
57）

44

永
田
忠
方［
武
芸
吟
味
］

（
助
四
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
31）

　
宝
暦
4（
1754）年

頃
　
家
督
相
続（
55）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
10（
1760）4/10　

死
去（
61）

永
田
嘉
矩

（
左
兵
衛
/百
助
）

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
焼
火
間
番（
24）

同
4（
1707）10/晦

　
西
丸
小
納
戸（
27）

―/―/―　
小
納
戸（

―）
正
徳
1（
1711）7/18　

桐
間
番（
31）

同
3（
1713）5/18　

書
院
番（
33）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
44）

―/―/―　
西
丸
書
院
番（

―）
享
保
20（
1735）1/11　

西
丸
徒
頭（
55）

元
文
4（
1739）10/1　

西
丸
目
付（
59）

延
享
1（
1744）3/15　

留
守
居
番（
64）

宝
暦
3（
1753）6/12　

西
丸
先
手
鉄
炮
頭（
73）

同
4（
1754）12/11　

死
去（
74）

永
田
嘉
久

（
左
兵
衛
/百
助
）

　
―/―/―　

召
抱
、桜
田
館
勤
仕（

―）
　
※
詳
細
不
明
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松
平
近
繁［
武
芸
吟
味
］

（
三
橘
之
助
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（

―）
同
年
11/15　

相
続
前
に
死
去（

―）

松
平
近
則

（
重
太
郎
/帯
刀
/源
右
衛
門
）

　
元
禄
15（
1702）2/23　

家
督
相
続（
28）

享
保
6（
1721）4/2　

書
院
番（
47）

同
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
50）

―/―/―　
西
丸
書
院
番（

―）
元
文
4（
1739）11/13　

辞
職（
65）

寛
保
1（
1741）7/20　

致
仕（
67）

延
享
4（
1747）2/23　

死
去（
73）

松
平
勝
重

（
源
十
郎
）

　
元
禄
13（
1700）12/9　

家
督
相
続（

―）
同
14（
1701）12/29　

無
役
の
ま
ま
死
去（

―）

46

松
平
康
当［
武
芸
吟
味
］

（
豊
之
助
/三
郎
九
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
23）

同
17（
1732）6/12　

家
督
相
続
前
に
死
去（
25）

松
平
康
致

（
長
九
郎
/三
次
郎
/三
郎
次
郎
）

　
元
禄
6（
1693）7/12　

家
督
相
続（
14）

同
10（
1697）閏

2/19　
桐
間
番（
18）

同
年
4/22　

新
番（
〃
）

同
年
7/26　

小
納
戸（
〃
）

同
11（
1698）/2/5　

書
院
番（
19）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
45）

―/―/―　
西
丸
書
院
番

寛
延
3（
1750）6/26　

辞
職（
71）

宝
暦
8（
1758）6/12　

死
去（
79）

松
平
康
末

（
十
郎
左
衛
門
/三
郎
九
郎
）

　
寛
文
11（
1671）12/12　

分
家（

―）
延
宝
4（
1676）4/26　

書
院
番（

―）
元
禄
6（
1693）3/12　

死
去（

―）

47

坂
部
勝
興（
宗
参
）［
武
芸
吟
味
］

（
伝
之
助
/五
郎
右
衛
門
/主
計
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
36）

元
文
2（
1737）閏

11/22　
西
丸
小
性
組（
43）

　
延
享
3（
1746）年

頃
　
家
督
相
続（
52）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
暦
8（
1758）6/21　

死
去（
64）

坂
部
勝
元（
宗
供
/宗
恒
）

（
五
左
衛
門
）

　
延
宝
3（
1675）年

頃
　
家
督
相
続（
12）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

―/―/―　
桜
田
館
勤
仕（

―）
宝
永
1（
1704）12/12　

西
丸
桐
間
番（
41）

正
徳
3（
1713）5/18　

書
院
番（
50）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（
61）

同
10（
1725）6/19　

西
丸
書
院
番（
62）

同
19（
1734）4/28　

小
普
請（
71）

延
享
3（
1746）2/18　

死
去（
83）

坂
部
宗
勝

（
左
平
次
/四
郎
右
衛
門
）

　
寛
永
19（
1642）11/12　

家
督
相
続（
20）

―/―/―　
納
戸
番（

―）
慶
安
2（
1649）10/19　

綱
重
附
属（
27）

延
宝
3（
1675）2/22　

死
去（
53）
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徳
永
昌
尚［
武
芸
吟
味
］

（
八
郎
五
郎
/大
学
/内
匠
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
29）

　
同
19（
1734）12/7　

家
督
相
続（
33）

明
和
4（
1767）5/20　

死
去（
66）

徳
永
昌
英

（
十
之
助
/宇
右
衛
門
/兵
部
/帯
刀
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
20）

　
宝
永
7（
1710）7/27　

家
督
相
続（
37）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
51）

同
10（
1725）6/1　

西
丸
書
院
番（
52）

同
19（
1734）9/6　

死
去（
61）

徳
永
昌
清

（
半
之
丞
/十
左
衛
門
/備
前
守
）

　
寛
文
2（
1662）10/9　

分
家
、小
十
人（
25）

延
宝
1（
1673）12/21　

新
番（
36）

貞
享
1（
1684）12/25　

新
番
組
頭（
47）

同
4（
1687）3/25　

目
付（
50）

元
禄
5（
1692）3/23　

仙
洞
附（
55）

同
12（
1699）8/27　

寄
合（
62）

宝
永
7（
1710）7/27　

致
仕（
73）

正
徳
4（
1714）11/18　

死
去（
77）

49

西
尾
教
安［
武
芸
吟
味
］

（
采
女
/権
之
助
/十
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
34）

　
同
20（
1735）年

頃
　
家
督
相
続（
39）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

延
享
1（
1744）9/19　

辞
職（
48）

宝
暦
3（
1753）12/8　

致
仕（
57）

同
8（
1758）12/13　

死
去（
62）

西
尾
貞
教

（
長
十
郎
/長
右
衛
門
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
31）

　
元
禄
15（
1702）年

頃
　
家
督
相
続（
40）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

宝
永
3（
1706）11/26　

桐
間
番（
44）

同
6（
1709）2/21　

小
性
組（
47）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
62）

同
10（
1725）6/1　

西
丸
小
性
組（
63）

同
20（
1735）閏

3/13　
辞
職（
73）

同
年
8/5　

死
去（
〃
）

西
尾
氏
之

（
左
京
/十
右
衛
門
）

　
万
治
1（
1658）閏

12/18　
分
家（
28）

同
2（
1659）7/11　

書
院
番（
29）

延
宝
8（
1680）10/21　

改
易（
50）

貞
享
1（
1684）3/4　

赦
免
、書
院
番（
54）

元
禄
8（
1695）6/7　

小
普
請（
65）

同
15（
1702）12/14　

死
去（
72）

50

六
郷
政
豊［
武
芸
吟
味
］

（
喜
之
助
/主
馬
/下
野
守
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
25）

元
文
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
32）

同
年
12/25　

西
丸
小
納
戸（
〃
）

同
3（
1738）5/21　

家
治
附（
33）

延
享
2（
1745）8/4　

家
治
附
頭
取（
40）

　
同
4（
1747）8/5　

家
督
相
続（
42）

寛
延
3（
1750）4/11　

新
番
頭（
45）

宝
暦
5（
1755）9/18　

寄
合（
処
罰
）（
50）

同
9（
1759）10/20　

死
去（
54）

六
郷
政
明

（
十
左
衛
門
/主
計
/十
左
衛
門
）

元
禄
8（
1695）8/5　

新
番（
20）

同
年
9/27　

小
性
組（
〃
）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
49）

―/―/―　
西
丸
小
性
組（

―）
　
同
14（
1729）12/22　

家
督
相
続（
54）

延
享
2（
1745）3/4　

小
普
請（
70）

同
4（
1747）5/6　

死
去（
72）

六
郷
政
慶

（
主
馬
助
/主
馬
）

　
寛
文
9（
1669）12/10　

分
家（
22）

同
11（
1671）9/13　

書
院
番（
24）

元
禄
9（
1696）9/28　

小
十
人
頭（
49）

同
10（
1697）9/15　

目
付（
50）

同
13（
1700）1/11　

先
手
鉄
炮
頭（
53）

宝
永
3（
1706）11/26　

西
丸
先
手
鉄
炮
頭（
59）

享
保
10（
1725）1/11　

鑓
奉
行（
78）

同
14（
1729）9/13　

寄
合（
82）

同
年
12/22　

致
仕（
〃
）

同
18（
1733）7/25　

死
去（
86）
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佐
野
仲
行［
武
芸
吟
味
］

（
久
次
郎
/隼
人
/修
理
/修
理
亮
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
22）

同
17（
1732）12/28　

小
納
戸（
24）

同
18（
1733）2/26　

小
性（
25）

延
享
2（
1745）9/1　

西
丸
小
性（
37）

　
延
享
4（
1747）8/6　

家
督
相
続（
39）

寛
延
1（
1748）11/16　

辞
職（
40）

宝
暦
10（
1760）3/9　

死
去（
52）

佐
野
察
行（
信
行
）

（
千
之
助
/源
次
郎
/吉
之
丞
/豊
前
守
）

　
享
保
5（
1720）12/7　

家
督
相
続（
38）

同
9（
1724）10/9　

小
性
組（
42）

同
年
11/15　

二
丸
小
性
組（
〃
）

―/―/―　
西
丸
小
性
組（

―）
同
19（
1734）8/15　

使
番（
52）

元
文
3（
1738）5/15　

小
普
請
組
支
配（
56）

同
4（
1739）10/15　

宗
尹
守
役（
57）

延
享
3（
1746）9/15　

宗
尹
家
老（
64）

同
4（
1747）1/20　

辞
職（
65）

同
年
8/5　

致
仕

宝
暦
3（
1753）10/20　

死
去（
71）

佐
野
直
行（
安
綱
）

（
仙
之
助
/吉
兵
衛
/宇
右
衛
門
/吉
之
丞
/豊
前
守
）

延
宝
6（
1678）3/29　

小
性
組（
23）

　
元
禄
1（
1688）7/12　

家
督
相
続（
33）

同
7（
1694）3/28　

書
院
番
組
頭（
39）

同
16（
1703）11/15　

西
丸
留
守
居（
48）

宝
永
2（
1705）3/23　

寄
合（
50）

同
4（
1707）10/15　

山
田
奉
行（
52）

正
徳
1（
1711）12/2　

辞
職（
56）

享
保
5（
1720）12/7　

致
仕（
65）

同
7（
1722）10/5　

死
去（
67）

52

小
倉
正
房［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
吉
之
丞
/十
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
28）

　
元
文
1（
1736）7/2　

家
督
相
続（
34）

宝
暦
11（
1761）12/26　

小
普
請（
59）

同
13（
1763）12/26　

致
仕（
61）

明
和
2（
1765）1/15　

死
去（
63）

小
倉
正
矩

（
一
学
/十
兵
衛
/忠
右
衛
門
）

元
禄
4（
1691）12/2　

小
性
組（
23）

　
正
徳
4（
1714）11/29　

家
督
相
続（
46）

同
17（
1732）10/15　

二
丸
留
守
居（
64）

元
文
1（
1736）4/12　

死
去（
68）

小
倉
正
仲

（
十
兵
衛
/三
左
衛
門
/忠
右
衛
門
/平
左
衛
門
）

貞
応
3（
1654）2/27　

小
性
組（
17）

　
寛
文
12（
1672）7/12　

家
督
相
続（
35）

天
和
1（
1681）5/22　

徒
頭（
44）

同
2（
1682）3/29　

使
番（
45）

同
3（
1683）7/18　

目
付（
46）

貞
享
3 （
1686）7/12　

船
手
役（
49）

元
禄
11（
1698）2/15　

先
手
鉄
炮
頭（
61）

正
徳
2（
1712）6/12　

鑓
奉
行（
75）

同
4（
1714）9/3　

寄
合（
77）

同
年
同
月
10　
死
去（
〃
）

53

三
浦
正
経［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
多
門
/八
郎
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（

―）
―/―/―　

小
普
請（

―）
元
文
3（
1738）12/12　

廃
嗣（

―）
※
没
年
不
明

三
浦
正
良

（
甚
四
郎
/八
兵
衛
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
29）

　
正
徳
3（
1713）11/29　

家
督
相
続（
49）

享
保
20（
1735）3/18　

辞
職（
71）

寛
保
1（
1741）2/29　

死
去（
77）

三
浦
政
重（
重
政
）

（
甚
四
郎
/甚
五
兵
衛
）

万
治
2（
1659）7/11　

書
院
番（
20）

　
元
禄
4（
1691）7/21　

家
督
相
続（
52）

宝
永
3（
1706）6/21　

小
普
請（
67）

正
徳
3（
1713）11/29　

致
仕（
74）

享
保
12（
1727）4/19　

死
去（
88）
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54

山
本
邑
貞［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
七
十
郎
/伊
織
/六
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
34）

　
宝
暦
1（
1751）12/29　

家
督
相
続（
55）

明
和
7（
1770）1/29　

辞
職（
74）

同
年
12/6　

致
仕（
〃
）

安
永
3（
1774）9/17　

死
去（
78）

山
本
邑
旨（
邑
宗
）

（
八
郎
右
衛
門
/六
右
衛
門
/八
右
衛
門
）

　
延
宝
3（
1675）7/11　

家
督
相
続（
10）

貞
享
3（
1686）11/2　

桐
間
番（
21）

同
4（
1687）2/3　

小
性（
22）

元
禄
1（
1688）5/28　

小
普
請（
処
罰
）（
23）

同
12（
1699）11/25　

小
性
組（
34）

同
19（
1734）4/29　

辞
職（
69）

宝
暦
1（
1751）10/24　

死
去（
86）

山
本
邑
綱

（
権
之
助
/六
右
衛
門
）

―/―/―　
小
性
組（

―）
　
寛
永
20（
1643）12/7　

家
督
相
続（

―）
寛
文
3（
1663）12/18　

三
崎
奉
行（

―）
同
11（
1671）10/25　

寄
合（

―）
延
宝
3（
1675）1/27　

死
去（

―）

55

服
部
信
隆［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
孫
右
衛
門
/権
大
夫
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
36）

　
元
文
3（
1738）5/4　

家
督
相
続（
44）

安
永
3（
1774）2/9　

辞
職（
70）

同
4（
1775）6/6　

死
去（
71）

服
部
信
解

（
権
大
夫
）

　
天
和
2（
1682）5/29　

家
督
相
続（
19）

同
3（
1683）閏

5/21　
小
性
組（
20）

享
保
19（
1734）4/6　

辞
職（
71）

元
文
3（
1738）2/2　

死
去（
75）

服
部
信
成

（
与
左
衛
門
）

　
寛
永
16（
1639）6/22　

分
家
、小
性
組（
19）

寛
文
7（
1667）11/10　

小
普
請（
47）

天
和
2（
1682）5/29　

致
仕（
62）

元
禄
5（
1692）1/23　

死
去（
72）

56

彦
坂
晴
允（
重
意
）［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
新
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
26）

　
寛
保
3（
1743）12/25　

家
督
相
続（
39）

安
永
3（
1774）2/9　

辞
職（
70）

寛
政
8（
1796）12/19　

致
仕（
92）

同
9（
1797）1/27　

死
去（
93）

彦
坂
元
晴（
重
時
）

（
新
兵
衛
/源
兵
衛
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
24）

　
元
禄
6（
1693）12/11　

家
督
相
続（
34）

享
保
17（
1732）閏

5/29　
辞
職（
73）

寛
保
3（
1743）10/23　

死
去 （
84）

彦
坂
重
治（
重
助
）

（
源
三
郎
/源
兵
衛
/伯
耆
守
）

　
寛
永
17（
1640）3/19　

分
家
、小
性
組（
20）

寛
文
6（
1666）6/8　

目
付（
46）

延
宝
8（
1680）10/7　

勘
定
奉
行（
60）

元
禄
2（
1689）6/4　

小
普
請（
処
罰
）（
69）

同
6（
1693）8/27　

死
去（
73）

57

加
藤
忠
道［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
佐
七
郎
/主
膳
/勝
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

西
丸
書
院
番（
26）

　
同
16（
1731）6/12　

家
督
相
続（
27）

宝
暦
9（
1759）11/11　

辞
職（
55）

安
永
1（
1772）2/晦

　
死
去（
68）

加
藤
忠
政

（
庄
之
助
/勝
兵
衛
）

　
寛
文
10（
1670）7/8　

家
督
相
続（
9）

元
禄
7（
1694）9/18　

桐
間
番（
33）

同
8（
1695）6/1　

小
性
組（
34）

享
保
16（
1731）3/11　

死
去（
70）

加
藤
正
高

（
八
郎
左
衛
門
）

　
明
暦
3（
1657）5/19　

家
督
相
続（

―）
―/―/―　

小
性
組（

―）
寛
文
10（
1670）4/20　

死
去（

―）
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58

山
高
信
蔵（
信
武
/信
真
）［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
三
左
衛
門
/八
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
28）

　
延
享
1（
1744）11/20　

家
督
相
続（
42）

寛
延
2（
1749）12/27　

辞
職（
47）

同
3（
1750）12/3　

致
仕（
48）

宝
暦
7（
1757）4/24　

死
去（
55）

山
高
信
礼（
信
知
）

（
兵
助
/八
左
衛
門
）

元
禄
15（
1702）12/21　

小
性
組（
24）

　
正
徳
3（
1713）5/晦

　
家
督
相
続（
35）

享
保
20（
1735）2/15　

小
性
組
組
頭（
57）

寛
保
3（
1743）閏

4/15　
先
手
鉄
炮
頭（
65）

延
享
1（
1744）9/21　

寄
合（
66）

同
年
11/20　

致
仕（
〃
）

寛
延
1（
1748）4/24　

死
去（
70）

※『
寛
政
譜
』に
若
干
の
食
い
違
い
ア
リ

　（
年
齢
に
1歳
程
度
の
誤
差
）

山
高
信
賢

（
伝
助
/三
左
衛
門
/新
左
衛
門
/八
左
衛
門
）

　
延
宝
5（
1677）閏

12/10　
家
督
相
続（
22）

同
7（
1679）8/晦

　
大
番（
24）

天
和
2（
1682）12/22　

桐
間
番（
27）

―/―/―　
大
番（

―）
元
禄
6（
1693）8/晦

　
桐
間
番（
38）

同
7（
1694）1/11　

小
納
戸（
39）

同
年
4/14　

二
丸
留
守
居（
〃
）

同
10（
1697）7/18　

八
重
姫
用
人（
42）

正
徳
3（
1713）2/24　

死
去（
58）

59

朝
比
奈
勝
乗［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
求
馬
/伝
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

書
院
番（
25）

　
寛
延
2（
1749）2/29　

家
督
相
続（
44）

明
和
4（
1767）12/26　

辞
職（
62）

天
明
1（
1781）11/13　

死
去（
76）

朝
比
奈
勝
盛

（
五
郎
三
郎
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
20）

　
元
禄
12（
1699）12/9　

家
督
相
続（
36）

延
享
2（
1745）2/7　

小
普
請（
82）

寛
延
1（
1748）12/18　

死
去（
85）

朝
比
奈
勝
明

（
十
助
/五
郎
大
夫
）

貞
応
3（
1654）7/18　

大
番（

―）
　
延
宝
1（
1673）7/11　

家
督
相
続（

―）
天
和
1（
1681）9/27　

大
番
組
頭（

―）
元
禄
12（
1699）11/24　

死
去（

―）

60

天
野
雄
好（
雄
隆
）［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
左
門
/佐
左
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
32）

　
寛
保
1（
1741）6/2　

家
督
相
続（
43）

明
和
7（
1770）閏

6/5　
辞
職（
72）

同
年
12/6　

致
仕（
〃
）

安
永
8（
1779）11/20　

死
去（
81）

天
野
雄
良

（
左
京
）

宝
永
6（
1709）4/6　

書
院
番（
42）

　
正
徳
2（
1712）12/27　

家
督
相
続（
45）

享
保
16（
1731）12/28　

小
普
請（
64）

寛
保
1（
1741）3/24　

死
去（
74）

天
野
雄
正

（
左
門
/佐
左
衛
門
）

寛
文
7（
1667）11/21　

小
性
組（

―）
　
貞
享
2（
1685）7/29　

家
督
相
続（

―）
元
禄
16（
1703）7/12　

船
手
役（

―）
正
徳
2（
1712）9/17　

死
去（

―）

61

内
藤
政
植［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
久
之
丞
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
38）

元
文
2（
1737）閏

11/18　
西
丸
小
性
組（
45）

　
延
享
4（
1747）12/2　

家
督
相
続（
55）

宝
暦
7（
1757）6/12　

死
去（
65）

内
藤
信
政（
章
重
）

（
虎
之
助
/八
左
衛
門
/久
四
郎
）

　
寛
文
4（
1664）12/10　

家
督
相
続（
4）

天
和
1（
1681）2/26　

書
院
番（
21）

享
保
16（
1731）5/4　

辞
職（
71）

延
享
4（
1747）9/18　

死
去（
87）

内
藤
章
政

（
丑
松
/主
膳
/八
左
衛
門
）

　
寛
永
12（
1635） ―/―　

分
家（
12）

同
15（
1638）10/24　

書
院
番（
15）

寛
文
4（
1664）4/14　

死
去（
41）

※『
寛
政
譜
』に
若
干
の
食
い
違
い
ア
リ

　（
年
齢
に
1歳
程
度
の
誤
差
）
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62

福
嶋
正
武［
当
主
の
勤
務
年
数
］

享
保
15（
1730）8/15　

小
性
組（

―）
※『
寛
政
譜
』に
よ
る
、
19日
の
誤
記
か

同
16（
1731）8/18　

西
丸
小
納
戸（

―）
延
享
2（
1745）9/1　

小
納
戸（

―）
　
寛
延
2（
1749）2/29　

家
督
相
続（

―）
宝
暦
6（
1756）閏

11/15　
二
丸
留
守
居（

―）
同
8（
1758）11/14　

死
去（

―）

福
嶋
定
正

（
主
殿
/主
水
）

　
元
禄
11（
1698）7/18　

家
督
相
続（

―）
同
13（
1700）3/26　

書
院
番（

―）
―/―/―　

辞
職（

―）
寛
延
1（
1748）12/29　

死
去（

―）

福
嶋
忠
政（
忠
良
）

（
助
六
郎
）

　
天
和
3（
1683）6/29　

赦
免（

―）
元
禄
11（
1698）5/14　

無
役
の
ま
ま
死
去（

―）

63

佐
野
某［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
求
馬
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（

―）
同
20（
1735）6/23　

相
続
前
に
死
去（

―）

佐
野
綱
満

（
十
大
夫
/宇
右
衛
門
）

　
元
禄
3（
1690）8/6　

家
督
相
続（
24）

同
9（
1696）7/5　

書
院
番（
30）

元
文
2（
1737）2/27　

辞
職（
71）

延
享
1（
1744）8/21　

死
去（
78）

佐
野
正
周（
安
綱
）

寛
永
14（
1637） ―/―　

勘
定
方
見
習（
20）

　
同
15（
1638）12/16　

家
督
相
続（
21）

正
保
2（
1645）2/ ―　

勘
定
組
頭（
28）

寛
文
6（
1666）12/10　

組
頭
辞
職（
49）

※「
時
々
勘
定
所
に
出
仕
す
べ
き
む
ね
お
ほ
せ
」

天
和
2（
1682）6/14

「
御
勘
定
頭
に
そ
ふ
て
勤
仕
」（
65）

貞
享
4（
1687）9/10　

勘
定
奉
行（
70）

元
禄
2（
1689）6/4　

小
普
請（
処
罰
）（
72）

同
年
12/26　

死
去（
〃
）

64

天
野
成
政［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
万
吉
/万
次
郎
/靫
負
/彦
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
26）

　
寛
保
3（
1743）11/3　

家
督
相
続（
39）

宝
暦
10（
1760）6/2　

死
去（
56）

天
野
興
政

（
長
吉
/図
書
）

　
貞
享
2（
1685）12/15　

父
の
遺
跡
相
続（
1）

宝
永
1（
1704）6/11　

書
院
番（
20）

　
同
6（
1709）10/29　

家
督（
祖
父
）相
続（
25）

元
文
4（
1739）3/晦

　
辞
職（
55）

寛
保
3（
1743）8/3　

死
去（
59）

天
野
政
永

（
三
之
丞
/彦
三
郎
）

　
寛
文
4（
1664）12/10　

家
督
相
続（

―）
同
6（
1666）12/3　

小
性
組（

―）
元
禄
4（
1691）8/22　

辞
職（

―）
宝
永
6（
1709）8/25　

死
去（

―）
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65

嶋
津
久
荏［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
伊
織
/主
馬
/八
郎
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
36）

　
元
文
4（
1739）12/27　

家
督
相
続（
45）

明
和
2（
1765）3/16　

辞
職（
71）

安
永
1（
1772）12/7　

致
仕（
78）

同
5（
1776）6/10　

死
去（
82）

嶋
津
久
周

（
八
十
郎
/八
郎
兵
衛
）

天
和
3（
1683）9/25　

書
院
番（
23）

　
享
保
11（
1726）4/5　

家
督
相
続（
66）

同
16（
1731）9/5　

辞
職（
71）

元
文
4（
1739）11/13　

死
去（
79）

嶋
津（
後
藤
）久
利

※
寛
文
7（
1667）年

以
降
、嶋
津
姓
に

（
主
馬
/主
馬
助
/八
郎
右
衛
門
）

　
寛
永
20（
1643）12/7　

家
督
相
続（
12）

慶
安
1（
1648）8/3　

小
性
組（
17）

―/―/―　
辞
職（

―）
享
保
11（
1726）1/9　

死
去（
95）

66

松
崎
忠
富［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
円
之
丞
/数
馬
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
29）

　
延
享
2（
1745）7/19　

家
督
相
続（
44）

明
和
8（
1771）5/27　

辞
職（
70）

安
永
1（
1772）10/2　

死
去（
71）

※『
寛
政
譜
』に
若
干
の
食
い
違
い
ア
リ

　（
年
齢
に
1歳
程
度
の
誤
差
）

松
崎
忠
延（
重
賢
）

　
延
宝
8（
1680）9/7　

家
督
相
続（
14）

元
禄
4（
1691）12/18　

桐
間
番（
25）

同
5（
1692）3/18　

書
院
番（
26）

元
文
2（
1737）4/29　

辞
職（
71）

延
享
2（
1745）7/19　

致
仕（
79）

寛
延
1（
1748）1/15　

死
去（
82）

松
崎
忠
恒

（
十
左
衛
門
/八
郎
左
衛
門
）

寛
文
3（
1663）11/19　

書
院
番（

―）
　
延
宝
4（
1676）7/12　

家
督
相
続（

―）
同
8（
1680）8/8　

死
去（

―）

67

津
田
信
英［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
吉
三
郎
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
28）

寛
保
3（
1743）1/26　

相
続
前
に
死
去（
41）

津
田
信
成

（
吉
三
郎
/内
記
/宇
右
衛
門
）

　
貞
享
3（
1686）7/10　

家
督
相
続（
3）

宝
永
1（
1704）5/25　

書
院
番（
21）

同
3（
1706）11/26　

西
丸
書
院
番（
23）

同
6（
1709）1/23　

書
院
番（
26）

宝
暦
3（
1753）2/13　

辞
職（
70）

同
7（
1757）12/12　

致
仕（
74）

明
和
4（
1767）9/24　

死
去（
84）

津
田
可
敬

（
内
記
）

　
寛
文
12（
1672）12/24　

召
抱
、書
院
番（
19）

貞
享
3（
1686）5/21　

死
去（
33）

68

松
下
綱
平［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
源
之
丞
/源
右
衛
門
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
30）

　
同
17（
1732）3/2　

家
督
相
続（
32）

宝
暦
8（
1758）4/23　

死
去（
58）

松
下
貫
長（
貞
明
）

（
主
殿
/主
馬
/数
馬
/右
衛
門
/四
郎
左
衛
門
）

　
天
和
3（
1683）12/14　

家
督
相
続（
10）

元
禄
9（
1696）7/5　

書
院
番（
23）

宝
永
5（
1708）2/19　

桐
間
番（
35）

同
6（
1709）2/21　

書
院
番（
36）

享
保
9（
1724）11/15　

家
重
附（
51）

―/―/―　
二
丸
書
院
番（

―）
―/―/―　

西
丸
書
院
番（

―）
同
16（
1731）12/24　

死
去（
58）

松
下
貞
長

（
十
右
衛
門
/主
馬
）

　
万
治
2（
1659）12/25　

家
督
相
続（
15）

寛
文
3（
1663）11/19　

書
院
番（
19）

天
和
3（
1683）7/24　

死
去（
39）
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69

塚
原
昌
博［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
久
三
郎
/頼
母
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
32）

　
元
文
1（
1736）9/3　

家
督
相
続（
38）

―/―/―　
辞
職（

―）
延
享
2（
1745）3/25　

死
去（
47）

塚
原
昌
親

（
新
之
丞
/頼
母
）

　
天
和
2（
1682）12/16　

家
督
相
続（

―）
元
禄
4（
1691）12/18　

桐
間
番（

―）
同
5（
1692）9/11　

新
番（

―）
同
7（
1694）11/21　

書
院
番（

―）
享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
書
院
番（

―）
―/―/―　

西
丸
書
院
番（

―）
元
文
1（
1736）6/23　

死
去（

―）

塚
原
某

（
庄
左
衛
門
/三
左
衛
門
）

　
寛
文
1（
1661）12/10　

家
督
相
続（

―）
同
3（
1663）11/19　

書
院
番（

―）
天
和
2（
1682）10/13　

死
去（

―）

70

御
手
洗
正
良［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
五
郎
三
郎
/五
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
34）

　
同
19（
1734）11/7　

家
督
相
続（
38）

宝
暦
1（
1751）5/21　

小
普
請（
55）

同
8（
1758）12/19　

致
仕（
62）

同
12（
1762）10/19　

死
去（
66）

御
手
洗
正
矩

（
新
太
郎
）

天
和
3（
1683）9/25　

小
性
組（
21）

　
正
徳
3（
1713）3/24　

家
督
相
続（
51）

享
保
9（
1724）11/15　

二
丸
小
性
組（
62）

同
10（
1725）6/1　

西
丸
書
院
番（
63）

同
19（
1734）8/27　

死
去（
72）

御
手
洗
正
近

（
五
郎
三
郎
/五
郎
兵
衛
）

　
明
暦
1（
1655）年

頃
　
家
督
相
続（
13）

　
※『
寛
政
譜
』に
記
述
無
し

寛
文
1（
1661） ―/―　

大
番（
19）

天
和
2（
1682）7/9　

大
番
組
頭（
40）

元
禄
10（
1697）11/15　

納
戸
頭（
55）

同
14（
1701）8/28　

西
丸
裏
門
番
頭（
59）

正
徳
2（
1712）6/12　

先
手
鉄
炮
頭（
70）

同
3（
1713）1/4　

死
去（
71）

71

松
前
報
広［
当
主
の
勤
務
年
数
］

（
源
蔵
/新
次
郎
/織
部
/三
郎
兵
衛
）

享
保
15（
1730）8/19　

小
性
組（
48）

延
享
3（
1746）12/12　

相
続
前
に
死
去（
64）

松
前
広
屯

（
伊
織
）

元
禄
6（
1693）12/9　

小
性
組（
27）

　
享
保
5（
1720）7/1　

家
督
相
続（
54）

同
10（
1725）6/2　

西
丸
書
院
番（
59）

元
文
2（
1737）3/9　

辞
職（
71）

宝
暦
3（
1753）12/8　

致
仕（
87）

同
7（
1757）3/2　

死
去（
91）

松
前
本
広（
貞
広
）

（
平
六
/五
平
次
/兵
部

　
　
/五
左
衛
門
/次
郎
左
衛
門
/三
郎
兵
衛
）

　
万
治
1（
1658）閏

12/18　
分
家（
12）

寛
文
6（
1666）12/3　

小
性
組（
20）

延
宝
1（
1673）3/27　

書
院
番（
27）

同
3（
1675）12/23　

辞
職（
29）

天
和
2（
1682）8/14　

書
院
番（
36）

宝
永
4（
1707）2/10　

辞
職（
61）

享
保
5（
1720）4/23　

死
去（
74）



108

る
。
家
督
相
続
を
し
た
の
は
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、
四
十
六
歳
の
時
で
あ

る
。
仮
に
こ
の
時
ま
で
惣
領
番
入
の
選
に
洩
れ
続
け
た
と
し
よ
う
。
と
す
る
と
、

ま
ず
両
番
に
番
入
し
、
布
衣
役
を
目
指
す
の
は
そ
れ
か
ら
の
話
に
な
る
。
果
た

し
て
同
じ
様
な
経
歴
に
な
っ
た
の
か
。
家
督
相
続
後
十
五
年
で
死
去
す
る
こ
と

を
鑑
み
れ
ば
、
甚
だ
心
許
な
い
。

同
じ
こ
と
が
、
美
濃
部
茂
英
（
表
27
の
32
）
の
事
例
か
ら
も
言
え
る
。
茂
英

は
享
保
十
五
年
に
番
入
し
た
後
、
中
奥
番
を
経
て
、
宝
暦
八
年
に
家
督
相
続
、

翌
年
徒
頭
に
昇
進
し
て
い
る
。
番
入
後
二
十
九
年
目
の
布
衣
役
昇
進
、
こ
れ
は

当
主
茂
孝
の
昇
進
の
早
さ
に
は
劣
る
も
の
の
、
順
調
な
昇
進
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
そ
れ
は
惣
領
の
内
に
番
入
し
た
か
ら
こ
そ
の
話
で
あ
る
。
四
十
七
歳
で
家

督
を
相
続
す
る
ま
で
無
役
で
あ
っ
た
な
ら
、
徒
頭
ま
で
昇
進
出
来
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
他
、
長
谷
川
正
直
や
酒
寄
義
武
、
田
付
景
林
（
表
27
の
33
、
37
、

38
）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
番
入
と
家
督
相
続
と
の
間
に
二
十
数
年
の
開
き
が
あ
り
、

布
衣
役
昇
進
は
家
督
相
続
前
に
実
現
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
家
督
相
続
ま
で

番
入
出
来
な
か
っ
た
な
ら
ば
実
現
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
経
歴
で
あ
る
。

惣
領
番
入
が
昇
進
に
影
響
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。
武
芸

吟
味
（
或
い
は
当
主
の
勤
務
年
数
）
に
よ
っ
て
番
入
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
資

格
的
な
意
味
で
昇
進
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
。
出
来
る
限
り
早
い
段
階
か
ら

役
職
に
就
け
ば
そ
の
分
昇
進
の
機
会
を
得
や
す
い
と
い
う
時
間
的
な
意
味
で
影

響
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
惣
領
番
入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
最
大
の

恩
恵
で
あ
っ
た
。

小
括

以
上
、
享
保
十
五
年
の
惣
領
番
入
を
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ

た
の
は
、
惣
領
番
入
が
も
た
ら
す
恩
恵
と
、
そ
の
恩
恵
を
得
る
に
は
武
芸
に
励

む
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

72

諏
訪
頼
純［
武
芸
吟
味
］

（
鉄
之
助
/左
門
/帯
刀
/勘
解
由
）

享
保
15（
1730）9/4　

書
院
番（
28）

　
同
17（
1732）5/7　

家
督
相
続（
30）

宝
暦
9（
1759）2/16　

死
去（
57）

諏
訪
頼
定

（
千
之
助
/源
之
助
/左
門
/忠
左
衛
門

　
　
/惣
左
衛
門
/宗
十
郎
/宇
右
衛
門
）

　
元
禄
8（
1695）7/11　

家
督
相
続（
20）

同
年
10/21　

桐
間
番（
〃
）

同
10（
1697）4/22　

新
番（
22）

同
年
7/26　

小
納
戸（
〃
）

宝
永
1（
1704）6/11　

小
性
組（
29）

享
保
17（
1732）2/2　

死
去（
57）

諏
訪
頼
張

（
千
之
助
/主
殿
/宇
右
衛
門
）

寛
文
7（
1667）11/21　

書
院
番（
24）

　
延
宝
4（
1676）12/6　

家
督
相
続（
33）

元
禄
7（
1694）12/16　

死
去（
51）

・『
柳
営
日
次
記
』、『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
よ
り
作
成
し
た
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家
督
相
続
が
い
つ
に
な
る
か
は
不
確
定
で
あ
り
、
五
十
歳
手
前
、
或
い
は
五

十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
の
家
督
相
続
も
十
分
に
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
。
仮
に
そ

れ
ま
で
番
入
出
来
ず
に
い
た
場
合
、
そ
の
年
齢
か
ら
の
勤
務
に
な
り
、
布
衣
役

に
ま
で
昇
進
出
来
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
が
潰
え
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕
ん
で
い

た
と
い
う
こ
と
。

惣
領
に
し
て
み
れ
ば
、
是
が
非
で
も
惣
領
番
入
を
通
じ
て
職
を
得
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
こ
で
立
ち
は
だ
か
る
の
が
武
芸
吟
味
と
い
う
壁
で
あ
る
。
当
主
の

勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
は
、
対
象
が
余
り
に
も
限
ら
れ
、
惣
領
自
身
の
努
力
で

ど
う
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
家
禄
に
よ
る
ご
り
押
し
な
ど
、
抜

け
道
は
存
在
し
な
い
。
番
入
し
た
け
れ
ば
真
面
目
に
武
芸
の
腕
を
磨
く
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
徳
川
吉
宗
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
惣
領
番
入
制
度
に
つ
い
て
分
析
を

進
め
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
惣
領
番
入
に
よ
る
恩
恵
は
、
惣
領
自
身
の
人
生
を
左
右
し
得
る
も

の
で
あ
り
、
家
督
相
続
ま
で
無
役
で
い
る
こ
と
に
比
し
て
段
違
い
の
結
果
に
結

び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

第
二
に
、
惣
領
番
入
が
そ
れ
ほ
ど
に
魅
力
的
な
制
度
で
あ
る
一
方
で
、
そ
こ

に
は
武
芸
吟
味
と
い
う
選
抜
方
法
が
存
在
し
た
こ
と
。
特
に
五
番
方
番
士
の
惣

領
に
対
し
て
は
必
ず
武
芸
吟
味
が
課
さ
れ
、
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
る
番
入
と

い
う
新
た
な
選
抜
方
法
が
生
ま
れ
て
も
そ
の
重
み
を
失
わ
ず
、
番
入
を
望
む
惣

領
は
武
芸
に
励
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
三
に
、
武
芸
が
、
武
士
、
特
に
五
番
方
の
番
士
た
ら
ん
と
す
る
者
の
身
に

つ
け
て
お
く
べ
き
素
養
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
。
武
士
が
武
芸

を
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
惣
領
番
入
制
度
導
入
以
前

に
も
通
念
と
し
て
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
対
す
る
制
度
的
な

裏
打
ち
が
無
い
以
上
、
当
人
の
心
掛
け
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
素
養
（
武
芸
）
の
習
熟
度
が
番
入
に
関

係
す
る
と
い
う
同
制
度
導
入
後
に
あ
っ
て
は
、
実
利
を
伴
う
も
の
と
し
て
、
強

い
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

惣
領
番
入
制
度
と
は
、
武
芸
奨
励
に
制
度
的
な
実
を
確
保
し
、
更
に
は
武
芸

そ
れ
自
体
の
位
置
づ
け
に
ま
で
及
ぼ
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
宗
の
武
芸
奨

励
の
画
期
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
惣
領
番
入
と
そ
れ
に
伴
う
武
芸
吟
味
の
実
施
と
い
う
本
論
の
主

題
は
、
足
高
制
で
み
ら
れ
る
役
方
の
能
力
主
義
と
ど
の
様
な
関
係
に
あ
る
か
。

惣
領
番
入
と
は
既
に
一
定
以
上
の
役
職
に
あ
る
当
主
の
惣
領
が
五
番
方
に
番
入

す
る
と
い
う
制
度
で
あ
っ
て
、旗
本
で
は
あ
っ
て
も
五
番
方
に
番
入
出
来
な
い
、

低
い
家
柄
の
惣
領
が
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
足

高
制
導
入
以
降
に
み
ら
れ
る
役
方
の
能
力
主
義
に
縁
遠
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
通
り
、
た
と
え
惣
領
の
内
に
番
入
出
来
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
家
督
を
相
続
し
さ
え
す
れ
ば
番
入
の
可
能
性
は
極
め
て
高
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い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
格
式
あ
る
五
番
方
に
入
る
家
筋
、
身
分
主
義
を
打
破

す
る
と
い
う
よ
り
は
、
更
に
確
固
た
る
も
の
に
成
長
さ
せ
た
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
家
柄
の
み
で
番
入
す
る
（
家
督
相
続
を
待
つ
）
に
は
、
第
二
章
で

論
じ
た
通
り
、
明
ら
か
な
不
利
を
伴
う
。
幸
運
に
も
五
番
方
に
番
入
出
来
る
家

に
生
ま
れ
た
惣
領
で
あ
っ
て
も
、
武
芸
に
励
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
格

式
あ
る
五
番
方
の
家
柄
、
枠
組
を
崩
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
い
ず
れ
は
五
番
方
に
加
わ
る
で
あ
ろ
う
惣
領
を
し
て
武
芸
に
励
ま
せ
、
五
番

方
に
ふ
さ
わ
し
い
素
養
（
武
芸
）
を
身
に
つ
け
た
者
と
し
て
成
長
せ
し
め
ん
と

す
る
意
図
が
同
制
度
の
分
析
か
ら
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
役
方
に
み
ら

れ
る
能
力
主
義
と
は
別
の
、
極
め
て
限
定
的
で
は
あ
る
も
の
の
能
力
主
義
的
傾

向
が
番
方
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
名
誉
職
」
と
し
て
の
番
方
と
い

う
従
来
の
評
価
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
名
誉
を
負
う
に
足
る
番
士
の

充
実
が
画
策
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
惣
領
番
入
制
度
の
分
析
か
ら
導
き
出
せ
る

の
で
あ
る
。

注（
1
） 

徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
国
民
史
（
二
十
一
）』
時
事
通
信
社
出
版
局
、

一
九
六
四
年
、
二
九
六
〜
二
九
九
頁
。
辻
達
也
『
徳
川
吉
宗
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五
八
年
、
一
三
二
頁
〜
一
三
六
頁

（
2
） 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
徳
川
実
紀　

第
九
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、

二
六
七
頁
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
（
以
下
同
じ
）

（
3
） 

今
村
嘉
雄
『
十
九
世
紀
に
於
け
る
日
本
体
育
の
研
究
』
第
一
書
房
、一
九
八
九
年
、

二
六
八
〜
二
六
九
頁
。
石
川
久
夫
『
近
世
日
本
弓
術
の
発
展
』
玉
川
大
学
出
版
部
、

一
九
九
三
年
、
一
五
八
〜
一
五
九
頁
。
二
木
謙
一
ほ
か
『
日
本
史
小
百
科
〈
武
道
〉』

東
京
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
、
一
一
二
〜
一
一
三
頁
。
菊
本
智
之
「
近
世
中
期
の
為
政

者
の
武
芸
思
想
に
関
す
る
一
考
察―

徳
川
吉
宗
と
武
芸
の
関
わ
り
を
中
心
に―

」『
ス

ポ
ー
ツ
サ
イ
エ
ン
ス
』
第
一
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
三
十
一
〜
四
十
六
頁
（
特
に

三
十
七
〜
四
十
頁
）。

（
4
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版
。
な
お
、
読
点

な
ど
は
筆
者
に
よ
る
（
以
下
同
じ
）

（
5
） 

『
憲
教
類
典
』
四
之
八
「
聖
堂
学
問
武
芸
」

　
　
　

元
禄
七
甲
戌
年
七
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
上
之
覚

　
　
　
　

一
、
御
番
衆
高
田
馬
場
に
お
ひ
て
乗
馬
申
付
番
頭
可
致
見
分
旨
被　

仰
出
候
事

　
　
　
　

一
、
馬
つ
く
ろ
ひ
候
様
成
事
ハ
皆
々
無
用
之
事

　
　
　
　

一
、
馬
具
等
取
飾
候
事
不
入
儀
ニ
候
馬
達
者
ニ
乗
候
儀
専
要
候
事

　
　
　
　

一
、 

高
田
馬
場
へ
罷
出
候
時
分
道
中
又
者
先
に
お
ひ
て
作
法
能
様
に
可
被
申
聞

候
事

　
　
　
　

一
、
今
度
ニ
不
限
乗
馬
之
儀
常
々
相
嗜
候
様
に
組
中
江
可
被
達
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
日

（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊（
四
十
一
）』汲
古
書
店
、一
九
八
四
年
、六
十
〜
六
十
一
頁
）

（
6
） 

橋
本
昭
彦
『
江
戸
幕
府
試
験
制
度
史
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
九
三
年
、
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一
一
八
頁
〜
一
二
三
頁

（
7
） 
同
右
、
二
十
一
〜
七
十
八
頁

（
8
） 

泉
井
朝
子「
足
高
制
に
関
す
る
一
考
察
」『
学
習
院
史
学
』第
二
号
、一
九
六
五
年
、

八
十
〜
八
十
三
頁

（
9
） 

同
右
、
八
十
二
頁

（
10
） 

笠
谷
和
比
古
『
武
士
道
と
日
本
型
能
力
主
義
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
三
二

頁
（
11
） 

同
右
、
一
三
二
〜
一
三
三
頁

（
12
） 

前
掲
（
6
）、
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
。
進
氏
慶
幹
『
江
戸
時
代
の
武
家
の
生
活
』

至
文
堂
、
一
九
六
六
年
、
九
五
頁

（
13
） 

南
和
男「『
仕
官
格
義
弁
』解
題
」『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊（
五
）』汲
古
書
店
、

一
九
八
四
年
、
三
〜
五
頁

（
14
） 

同
右
、
七
六
八
〜
七
七
〇
頁

（
15
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
一
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
御
番
士
代
々
記
』
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
幕
臣

岡
野
融
明
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
番
方
の
補
任
録
で
あ
る（「
御
番
士
代
々
記（
解
題
）」

『
内
閣
文
庫
未
刊
史
料
細
目
（
下
）』
国
立
公
文
書
館
、
一
九
七
八
年
、
七
十
八
〜

八
十
八
頁
）

（
16
） 

深
井
雅
海
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、

一
六
七
頁

（
17
） 

同
右
、
一
九
二
頁

（
18
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
四
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
19
） 

同
右

（
20
） 

前
掲
（
6
）、
一
二
三
頁

（
21
） 

同
右
、
一
二
五
〜
一
四
八
頁

（
22
） 

前
掲
（
18
）

（
23
） 

前
掲
（
16
）、
二
一
六
頁

（
24
） 

辻
達
也
『
享
保
改
革
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年
、
一
四
六
〜
一
八
六
頁
。

笠
谷
和
比
古
『
徳
川
吉
宗
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
八
十
一
〜
八
十
九
頁
。
大
石

学
『
吉
宗
と
享
保
の
改
革
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
八
〜
二
一
三
頁
、

二
二
三
〜
二
二
九
頁

（
25
） 

前
掲
（
18
）

（
26
） 

前
掲
（
24
）『
徳
川
吉
宗
』
五
十
五
〜
五
十
七
頁

（
27
） 

「
献
可
録（
解
題
）」瀧
本
誠
一『
日
本
経
済
叢
書（
三
）』日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、

一
九
一
四
年
、
二
〜
三
頁

（
28
） 

同
右
、
一
九
四
〜
二
一
四
頁

（
29
） 

同
右
、
二
一
二
〜
二
一
三
頁

（
30
） 

森
山
家
に
つ
い
て
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
九
）』
三
四
九
〜
三
五
二
頁
参
照

（
31
） 

『
内
閣
文
庫
影
印
叢
刊　

自
家
年
譜　

上
』
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、

一
九
九
四
年

（
32
） 

同
右
、
三
頁

（
33
） 

同
右

（
34
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
六
）』
二
〇
一
頁

（
35
） 
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
四
）』
三
五
一
頁

（
36
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
七
）』
一
五
九
頁

（
37
） 

前
掲
（
31
）、
三
頁
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（
38
） 

同
右
、
三
〜
四
頁

（
39
） 
前
掲
（
18
）

（
40
） 
前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
41
） 

黒
板
勝
美
ほ
か
編
『
徳
川
実
紀　

第
八
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、

三
八
六
頁

（
42
） 

同
右
、
三
七
三
│
三
七
四
頁

（
43
） 

前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
44
） 

『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
（
三
十
八
）』
汲
古
書
店
、
一
九
八
四
年
、
三
七
二

頁
（
45
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
六
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
46
） 

前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
47
） 

前
掲
（
45
）

（
48
） 

前
掲
（
13
）、
七
六
八
頁

（
49
） 

『
柳
営
日
次
記
（
四
十
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
50
） 

『
柳
営
日
次
記
（
四
十
四
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
51
） 

『
柳
営
日
次
記
（
三
十
七
）』（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
雄
松
堂
出
版

（
52
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
二
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
三
）』
九
十
六
頁

（
53
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
三
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
八
）』
六
十
九
頁

（
54
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
御
小
性
組
一
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
九
）』
四
十
九
頁
。

（
55
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
小
性
二
番
組
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
六
）』
二
十
八
〜
二
十
九
頁

（
56
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
組
五
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
一
一
三
頁

（
57
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
六
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
四
二
四
〜
四
二
五
頁

（
58
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
御
書
院
番
四
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
四
）』
二
四
三
頁

（
59
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
中
古
御
書
院
番
三
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館

所
蔵
、
請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
六
）』
二
七
一
頁

（
60
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
中
古
御
神
版
四
番
名
前
目
録
』）国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
三
）』
二
〇
九
頁

（
61
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
四
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
五
十
頁

（
62
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
七
十
六
頁

（
63
） 

同
右

（
64
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
小
性
組
五
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一

（
65
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
三
）』
二
三
二
頁

（
66
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
三
十
三
頁

（
67
） 

同
右

（
68
） 
『
御
番
士
代
々
記
』（『
西
丸
御
書
院
番
二
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
一
）』
二
三
六
頁

（
69
） 

同
右
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（
70
） 
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
二
十
）』
一
八
三
頁

（
71
） 
『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
三
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。
同
組
に
あ
っ
て
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
り
惣
領
が
番

入
し
た
福
嶋
定
正
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
二
十
一
）』
三
二
五
頁
）
よ
り
も
勤
務
年
数

の
長
い
丹
羽
正
道
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
一
）』
一
八
二
頁
）、
三
枝
守
景
（『
寛
政

重
修
諸
家
譜（
十
七
）』四
〇
一
頁
）が
い
た
が
、正
道
の
惣
領
正
知
は
既
に
番
入
し（「
惣

御
番
入
」）、
守
景
の
惣
領
国
中
は
当
時
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

（
72
） 

『
御
番
士
代
々
記
』（『
御
書
院
番
四
番
名
前
目
録
』）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
一
五
二
〜
〇
一
二
一
。
同
組
に
あ
っ
て
は
当
主
の
勤
務
年
数
に
よ
り
惣
領
が
番

入
し
た
佐
野
綱
満
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
三
十
六
頁
）
よ
り
も
勤
務
年
数
の

長
い
岡
田
善
武
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
六
）』
二
十
一
頁
）
や
筧
正
次
（『
寛
政
重
修

諸
家
譜
（
十
七
）』
三
十
八
頁
）
が
い
た
が
、
善
武
の
惣
領
善
長
は
当
時
五
歳
、
正
次

の
惣
領
正
次
は
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

（
73
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
記
述
よ
り
、
惣
領
が
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
番
士
や
養

子
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
か
ら
は
い
つ
養
子
に
な
っ
た
の
か
不
分
明
で
あ
る
）
の
惣

領
を
持
つ
番
士
な
ど
を
排
除
し
た

（
74
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
三
〇
八
〜
三
〇
九
頁

（
75
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
八
）』
五
頁

（
76
） 

前
掲
（
12
）『
江
戸
時
代
の
武
家
の
生
活
』、
九
十
四
頁

（
77
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
四
）』
四
二
一
〜
四
二
二
頁

（
78
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
三
）』
二
四
一
頁

（
79
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
十
一
）』
二
五
八
頁

（
80
） 

第
二
章
第
四
節
「
享
保
九
年
の
番
入
」
の
項
参
照

（
81
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
六
）』
三
七
一
〜
三
七
二
頁

（
82
） 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
（
五
）』
十
八
〜
十
九
頁


